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第48回全国学校歯科保健研究大会 山形県県民会館

1984．　9　28～29

　　保健指導と保健管理の調和

一 ライフサイクルの中の歯科保健一
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巻 頭 肖

日本学校歯科医会会長関口龍雄

　子どもたちの体格は，めだって向ヒしたといわれているが，心の健康がそれに伴ってい

ないのが，現代っ子の中によくみられる現象である。

　昔からいじめっ壬はいたが，殺人にはで発展したいじめはなかったし，天真燗漫である

と信じていたrどもが，自殺するなどとは昔では考えられもしなかった。

　8月から開始された臨時教育審議会では，これらの問題をいかに処理されるか。われわ

れも真剣に考えなければならない問題だと思う，

　子どもたちのう触は減少したといわれているが，文部省がう蝕予防に積極的に取りくん

だのは，昭和53年からである　そのころに比較して，1％から2％たらずの減少である。

高校においては，むしろ増加している、

　子どもたちのう歯の保有者率は，当分この程度であまり変化がないのではなかろうか．

しかし・DMFTは・59年度では4．75本でWHOの3本に近づきつつあることは喜ばしい

結果である

　われわれは．数十年間も先輩とともに，子どものう蝕と歯周疾患の予防に努力してきた

が，昭和48年から歯科保健活動の中に「1腔の2字が含まれてから10年余も経過した。これ

からは，う蝕予防と平行して，口腔の諸問題も研究していく必要がある。

　さしあたり，子どもたちに必要なことは咀噛に関することであろう．r生命は食に在り」

といわれているが・食物をこなす器官は口腔内の歯である。最近のインスタント的食品の

泪濫は，咬筋の力を弱める。硬い食物を咀囎すると，顎関節に疹痛を感ずる子どもたちが

いることは，顎の発育を阻害し，不正咬合の原因となる場合もあると思う。

　学校給食実施基準第4条によれば，学校給食に供する食物の栄養内容は，第1号表によ

って児竜生徒1人1回当りの平均所要カロリーの基準だけしか定められていない。した

がって，実際の学校給食には，繊維性の食物やかたい食物が少ないため，咀囎時間が短く，

つまり唾液の分泌吊：も少ないということになる．

　学校給食運営委員には，当然学校歯科医，養護教諭も委員として加えるべきであると思

う。当局の善処を要望しておく。
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第48回全国学校歯科保健研究大会

保健指導と保健管理の調和

一
ライフサイクルの中の歯科保健一

期日　昭和59年9月28日（金）～9月29日（土）

場所　シンポジウム・式典・全体協議会：山形県民会館

　　　懇親会：山形ゲランドホテル

趣旨：学校歯科保健は長年にわたって歯の保健指導を通して児童・生徒が自ら健康を

保持増進する態度と習慣を身につけることにより，身体の健康のみならず，心の健康

をも得るべく研究・実践を重ねてきた、

　本研究大会は，学校歯科を個人の…生，さらには，その周りを取り囲む家庭，地域

社会との関連からとらえ，これからの学校歯科の進め方を研究協議し，これを明らか

にすることにより真に健康な国民の育成をめざすものである．

主催二日本学校歯科医会・川形県歯科医師会・lII形市歯科医師会・lh形県・山形県教

育委員会・山形市・山形市教育委員会・日本学校保健会

後援：文部省・厚生省・日本歯科医師会・山形県薬剤師会・山形県学校保健連合会・

山形県連合・」・学校長会・山形県中学校長会・lli形県高竿学校長協会・lll形市学校保健

会，山形市小学校長会・山形市中学校長会・lll形県PTA連合会・lll形県高等学校P

TA連合会・山形県私立高等学校PTA連合会・山形県特殊学校PTA連合会・山形

県歯科衛生十会

参加者：A．学校歯科医・歯科医師・歯科教育関係者

　　　　B．都道府県市町村教育委員会関係職員・学校の教職員・学校医・学校薬剤

　　　　師・PTA会員・歯科衛生士・その他歯科保健に関心のある者

日程

時1

日

28日
（金）

29日
（土）
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01 11
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〆ご
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付
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シ　ンポ　ジ　ウ　ム

昭和59年9月28日　受1・l　l2：00

　　　　司会

1．　開会のことば

2，挨拶

3．　シンポジウム

　　　座長

IJI－Jゴこ　　13：00

山形県歯科医師会理事

山形市教育委員会教育長

山形県歯科医師会会長

日本学校歯科医会会長

冨　田　良太郎

軽部晋四郎
矢　口　省　三

関　口　龍　雄

　　　日本学校歯科医会常務理事　榊原悠紀田郎

愛知学院大学教授・日本学校歯科医会学術委員長

　　　シンポジスト

　　　学校歯科保健と教員の役割

　　　最近における学校歯科保健に関する施策について

　　　歯科保健指導を中心に進める歯科保健対策

　　　学校歯科保健と地域歯科活動の連携

4．　閉会

　　山形大学教育部教授

文部省体育局教科調査官

日本大学松戸歯学部教授

　　　東京歯科大学教授

lll形県歯科医師会副会長

邦
郎
基
矩
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　第48回全国学校歯科保健研究大会におけるシンボシウムは，従来，大会前日にもたれていた領域

別協議会に代わるもので，新しい形式をとったものである，

　保健指導と保健管理の調和を求めて，ライフサイクルの中の歯科保健を副題とし行われた。理想

的な学校歯科保健の展開をライフサィクルの中に，どのように位置づけするかを試みたのである。

　この観点から，提言者としては教育者、行政ならびに学者というように，多彩な活動を行ってい

る方がたにお願いした

　日本学校歯科医会として．80年代後半に向けて学校保健活動の方針，きらには，　「第5次むし歯

半減運動一における未来像をさぐり基礎資料をえたいと考えた。
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提言者・杉浦守邦（lli形大学教育学部教授）

学校歯科保健と教員の役割

　私は、現在大学教育学部において教員養成に従

事し，学校保健関係の講義を担当しているが，学

校歯科1享門ではなく，一門外漢としての見解であ

るので，的をはずれる点のあることはご容赦願い

たい、

1　はじめに一学校保健における歯科保健

ふれる所はない．生徒の疾病の章があっても，う

歯については取り上げていない　当時範としてと

り上げられたドイツの学校衛生学書に記載がkか

ったためと思われる．

　しかし，明治28年，教育者に対する指導資料と

して「学校衛1Lに関する注意1（文部省製作，三

島起’のを頒布しているが，この中ては，次のよ

うな項目をとり上げているe

学校保健の構造

学

校

保

健

　　　　　　　　　　　r健康診断（歯の検査）

　　　　　一一対人管理∫繍～魏歯予防処置）

「保騰理一　　一疾病鯉（う歯対策）

1　　　　　　一対物管理　　環境衛生（洗1コ場）

　　　　　　　　　　　一健康生活の意義・方
　　　　　　一保健学習一　法

　　　　　　　　　　　一疾病の原因・対策

一保健教育一　　　＿健康状態の理解（生
　　　　　　　　　　　　歯の状態）
　　　　　　一保健指導一一
　　　　　　　　　　　一疾病予防のプi法（ブ
　　　　　　　　　　　　ラシング）

10．口内及歯の清潔

　朝及夕食時には微温湯ズは清水を以て含徽し，「1．

つ常に歯を清潔にすべし

　さらに明治33年「学生生徒身体検査規程」が制

定され，検査項目の中に「歯牙一1が含まれてト’歯

牙ハ瓶歯ノ有無ヲ検査スヘシ、となってから，芝

島通良の箸書には，付録として，前記学校衛生に

関する注意の全文とともに，この規定の全文を掲

げるようになった．

II　学校歯科保健の歴史的ながれ

　これを端的に知るには，教員養成の現場で用い

られる教科書の中でどのように取り扱われている

か，また，それに関する内容・量等をみることに

よって，ある程度可能となる．

　明治のはじめから教員の養成は，本流として師

範学校，ついで大学教育学部でなされてきたので

ここで用いられた教科書をili心に検討した

　（1）　明治時代

　日本で最初の学校衛生関係の専門書は，当時文

部省の学校衛生取調嘱託（後，初代文部省学校衛

生課長）であ・）た三島通良の箸した学校衛生学

（明26）である

　この中では学校歯科はもちろん歯牙についても

　（2）　大正時代

　師範学校で教授する科目については1師範学校

規程．があり，さらにその内容については「師範

学校教授要「ヒで示されていた

　衛生関係は「教育1の中に含まれ，教育学，教

育心理，教育史．学校制度，学校管理法などと同

列で取り扱われていた

　明治43年の教授要IIでは，学校衛生の内容とし

て次の項目をあげていた．

　　採光通風暖房清潔法

　　教授Lノ衛生

　　身体検査

　　学校伝染病　救急療法ノ大要

　大正14年，教授要目が改IEになったときの内容

は次のとおりであるL

　　設備トノ衛生　教授一ヒノ衛生　運動衛生
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　　身体虚弱者・精神薄弱者ノ取扱

　　学校医及学校看護婦　身体検査

　　学校二於ケル疾病予防並治療二関スル心得

　当時の師範学校用教科書としてもっとも広く用

いられた，文部省学校衛生官（学校衛生課長，後

体育課長）北豊古著r学校衛生概論．（大正10年）

では，歯科について次のように述べている　当時

の教員に要求される歯科関係知識は，まだ幼稚な

段階であったことがうかがわれる

て必須の教養として認められたわけである。

　このとき，教科用図書として「師範衛生」が文

部省からFll行された　いわば国定教科書ともいう

べきものであった

　「師範衛生、における学校歯科保健関係の記述

は次のようなものであった

　内容としてはかなり充実しており，教員となる

べきもの全員に，この程度の知識を要求したこと

は注目され．てよい

　8．歯牙の疾患　殊に嫡歯は多数の児童に見る所に

して，殆ど疾病なろざるが如く考へらるNもこれ大な

る誤にして重要視すべき問題なり。歯牙の児童保健L

に重要なることは占来より知られたる事実にして乳歯

の爾歯と難も，永久歯の発生異常或は，其の幽歯の原

因となるものな，ねは，重要視するの要あり。

　歯牙の交換期に乳歯々根残存し，規則正しく脱落せ

ざる場合に於ては歯列の不正を来し，永久歯の輻歯を

来す原因となるものなり。

　以Lの如くなるが故に，幼少の頃よウ歯牙に注意

し，清潔を保たしめ，歯の磨き方，含徽方法等を教育

すべきなり。また歯列の不正なる場合に於ては歯列の

矯正をなすべし。次にロエマー氏の歯牙養生訓を掲げ

ん。

　イ，歯の養生即ち歯を清潔にすることは三歳の頃よ

　　ゆ始めざるべからず。

　ロ，編蝕せる乳歯若くは大臼歯は充填せざるべから

　　ず。

　ハ，1川歳頃より毎年規則正しく歯科医に歯牙を診査

　　して貰ふこと必要なり。

　二．毎目歯を清潔にすれは著しく鶴蝕を少くするこ

　　zを得．

　（3）昭和前期

　1　…般教員

　昭和18年1一師範教育令」が改正され，師範学校

が専門学校に昇格（中学校卒業資格，3年間）し

たとき「師範学校規程一が抜本的に変わり，従来

の「教育一．Jぱ内容が統合され「教育・心理・衛生

の3科目となった

　今日の言葉でいえば，教育の基礎科学である教

職専門科日の・つに衛生が位置づけられたわけで

大きな変革であったといえる　衛生が名実ともに

教育の基礎学の一つとなるとともに，教師にとっ

　2．　学校衛生の職員

　学校を中心とする学校衛生の人的機構は，学校医・

学校歯科医・養，；些訓導・養護婦・教員である。なかん

つく学校医・学校歯科医は学校衛生の技術者である関

係上，一一般の教育職員としての法令中に定められない

で，学校衛生に関する特別法規によつて規定せられて

いる、（以下略）

　・・．学校歯科医　近時学校衛生の発達につれて，学

校における歯科衛生のことが重視せられ，医師たる学

校医のほかに，学校歯科医を設置するの機運を促すに

至つた。欧米において4，学校歯科医は学校医とは別途

の系統において発達し，学校医とともに学校衛生の重

要機関と認められてゐるのである。

　即ち国民学校及ひ中等学校の児童・生徒である七歳

及至1　一　［iZ六歳の年齢はあたかも歯牙の交換期に相当

し，この期間において，歯牙の健康を保持し，且つ永

久歯の川綴を完全たらしめることは，歯牙保健の根本

をなすのであつて，学校歯科医の問題も，かかる歯科

衛生の特殊の要求に基づいて生まれたものである。

　学校歯科医令は，学校医令におくれることこ卜余

年，昭和六年の公布てあろか，二れによつて学校歯科

医の立場は，学校医と並孟て法令L｝こその基礎を確L‘ノニ

することがてきたのである，現行の学校菌科医職務規

程は，昭和ヒ｛卜変部省令を4．つて公布されたtljのであ

る（以下1略）

　4．衛生の諸設備

　衛生に関する学校の設備としては，衛生室（医務室・

休養室）・食堂・｝三洗場・足洗場・rl洗場・水泳場・

日光浴室・開放教室享かある。なかんつく衛生室は学

校医・学校歯科医・養護訓導・養護婦等の執務の場所

であり，同時に児竜・生徒に対しては休養の室であ

り，特別の養護の場所である，、衛生室には身体検査・

体力測定・救急看護・衛生訓練等に要する器械・器具

・材料等をト分に備llfjけておかなければならない。即

ち衛生室を設けるには次のような事項を考慮すべきで
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ある。

　一、衛生室は，これを分つて医務室・休養室とし，

　　それぞれ別室とすること。

　　医務室は主として身体検査・健康相談・救急処

　　置・予防処置その他の衛生養護を行ふ所とする。

　　学校歯科施設を行ふ場合には歯科医務室を別に設

　　けること．

　　休養室は傷病者を休養せしめる所としなるべく専

　　用の便所を附設すること。

　二、医務室の広さは，おほむね普通教室の広さと

　　し，歯科医務室及び休養室の広さは，おほむね普

　　通教室の二分の一の広さとすること。但し児童・

　　生徒数に応じて斜酌すること。

　三、衛生室は，診療並びに休養の必要上なるべく使

　　用に便にして，喧曝を避け，通風採光の良好なる

　　位置を選び，暖房設備をなすこと。

　　医務室には必要に応じ暗室装置をなすこと。

　四、医務室・歯科医務室・休養室には，それぞれ必

　　要なる備品を備へること。

　　（以下略）

　2．　身体検査の項目

　学校の身体検査は左の項目について行はk，原則と

しては学校医・学校歯科医がこれに当るのであるが，

訓導や養護訓導等も検査の一部を分担する。特に身長

・ 体重・胸囲・坐高の測定，視力・色神・聴力の検査，

比体重・比胸囲・比坐高の算出等は学校職員がこれに

当る場合が少くない。

　一、身長　二、体重　三，胸囲　四、坐高　／L、栄

　養　六、脊柱　七、胸廓　八、眼　九、耳　一一〇、

　鼻及び咽頭　一・一、皮膚　一二、歯牙　一三、その

　他の疾病及び異常

　（以下略）

　一一三、歯牙ハ鎚歯二就キ検査シ処置歯，未処置歯二

　　分チテ其ノ数ヲ記入スベシ

　　学校歯科医ヲ置キタル学校二在；テハ驕歯ノ数ハ

　　更二乳歯，永久歯二分チテ記入ン歯列異常其ノ他

　　歯疾二就テモ注意スベシ

　　（以ド略）

第七章　児童及び青年の疾病とその予防

　第三節　歯の疾病とその予防

　歯は人体の中でその質が最も硬く，一旦できあがつ

た後は変化することの最も少い器官で，その機能は主

　として食物を咀囎するにあるが，また発音にもあつか

　る。

　　歯には乳歯と永久歯とがある。乳歯は幼児の歯て．

　その数は二卜，生後六箇月頃より生え始め二箇年乃至

三箇年で完了する。永久歯は児童期以後に役立つ歯

で，その数は三十二，生後七年から出齪し始め，およ

そ一卜九年までの間に完了する。

　歯には切歯・犬歯・臼歯の三種類がある。菌の表面

は鉱榔質で被はれ，歯根の部は白亜質で被はれてゐ

る。この二つの組織で囲まれた中に，象牙質といって

骨に似た組織があり，その中は空洞となつて歯髄があ

り，神経血管などがはいつてゐる。

　乳歯が生え揃つてから，一定の年齢になると，乳歯

が抜けて永久歯と入れかはる。これを乳歯交換とい

ふ。しかし大臼歯は生えかはることなく乳歯の奥の方

に出銀する。乳歯が永久歯と交換する時期は五，六歳

から十一，二歳頃までで，乳歯が建全であると交換も

正しく行はれ良い歯列ができるが，乳歯が睡蝕などに

罹っていると，交換が順調に行かないで歯列異常を起

し易い。

　1．鯖歯
　麟歯は逐年増加の傾向にある。学校歯科の対象とな

るものも，おほむね児童及び青年の踊歯てあり，歯科

衛生の指導も，多くは翻歯の予防を中心として実施せ

られてゐる。

　臼歯の咬合面や，歯との間等では，食物の残渣が停

滞し易く，これらが細菌の作用をうけ醗酵して酸をつ

くる。歯の主成分は石灰質であるから，長時間酸の作

用をうけると，先づ王法廊質が侵され，ここに爾蝕が始

る。鵬蝕が進行すると象牙質が侵きれ，更に進んで歯

髄が侵されると激しい痛みを感ずる。

　鶴歯は生活環境の異なるに従ひ，その発生に著しい

相違がある。即ち農村生活をする者にぱきはめて少

く，都会生活をする者に多い。国民学校においても同

様で，市部の児童は七割内外であるが，農村の児童は

四割五分内外である。

　鵬歯には門歯よりも臼歯の方が罹り易く，特に六歳

臼歯に最も多く，国民学校児童の蘭歯の約半数は六歳

臼歯の鎚蝕である。また編蝕の始る部位は，その八割

までは臼歯の咬合面で，残りの二割が歯と歯との間で

ある。

　編歯を予防するには，単に歯の局所に注意するほ

か，全身の栄養，歯質の強化等生活の全面にわたって

留意することが必要である。左に予防方法の要項を掲

げることとする。

　（一）歯質の強化

　　　身体を強健にし歯の健全を図る。特に歯の形成

　　される時期には偏食を避け，栄養に留意しなけれ

　　ばならぬ。

　（二）歯の清掃

　　　歯に残渣となつて停滞し且つ醗酵し易い食物の

　　摂取を控え，漬物・野菜・果物等の摂取によつて



　　残渣を清掃する。また食後には洗口し，就寝前と

　　起床後には必ず歯の清掃を行ふ。

　（三）早期処置

　　　鶴歯は自然に治癒することはないが，早期に処

　　置すれは容易に予防し得るものであるから，なる

　　べく早期の予防処炭を講ずるがよい。児童期にお

　　いては，しはしば歯の検査をなし，鯖歯の早期発

　　見に努めることか大切である。

　越歯の増加は近代におけるいはゆる文化生活に処す

る態度，特に食生活の如何に依存するところが多く，

食物の歯牙に及す影響が・和要な原因となつてゐる。さ

ればこれが予防の根本は食生活の合理化に侯つのであ

る。

　2．　その他の歯疾

　で，歯槽膿漏　歯槽膿漏に罹った者は意外に多く，

成人の八九割は程度の孝1はあるがこの疾病に冒され，

児童においても少数ではあるが，歯槽膿漏に罹つてゐ

る者が見られる。しかし歯槽膿漏の前提と考へられて

ゐる歯搬炎は，国民学校の児童特に高学年の児童には

相当多数に見出さオ1る。

　歯槽膿漏の予防は，なかなか困難であるが，次の事

項を励行すれば，或程度予防の効果を挙げることがて

きる。

　C－）歯齪の清潔保持に努めること。

　（一二）全身の健康増進を図ること。

　P，歯列異常　歯列異常には，いろいろの種類があ

るが，大別すれは先天性と思はれるものと後天性のも

のとがある。後天性の4、のには，歯の交換期における

誤った習癖並びに栄養障碍に起因するものが多い。

　歯列異常は意外に多いもので，精細に検査すれば児

童の七八割は歯列の異常を有し，正常歯列の者は稀れ

である。

　歯列異常の予防≧しては，次のことに留意すること

が大切である：t

　（…）栄養に留意し，健全な身体の発育を図ること。

　（二）歯牙の交換がIEしく行はれるやう留意するこ

　　と。この際抜去する必要ある乳歯は直ちに抜去す

　　ること。

　（三）習癖を矯正すること。

　2　養護教員

　昭和16年，国民学校令の制定に伴って養護訓導

の制度が発足したが，その必修科目に「学校衛生、

（後に教育科衛生と改称）が課せられた。

　当時養護訓導養成用として発刊された「新編学

校衛生」　（昭16，大西永次郎序）では，次にあげ

るように特に「学校歯科」の節を設けていた（こ
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れ以外に学校歯科医，身体検査の節もあるが，こ

こでは省略する）。

　この書は従来学校看護婦として勤務していた者

に対する資格授与講習用のテキストであるため，

職務遂行上，最小限必要な内容にしぼられ，やや

簡略であるが．当時の学校歯科関係の事情をうか

がい知ることができる。

　　第六節　学校歯科

　学校衛生の発達に伴ひ，学校における歯科衛生が熱

心にその必要を唱道せられ，その結果学校歯科医を設

ける府県続出して，口腔検査においても学校治療にお

いても優秀なる成績をあげてきたので，昭和六年六月

つひにこれを全国的に統一したる学校歯科医及幼稚園

歯科医令の公布をみるにいたつた。

　1．歯牙およびロ腔の検査

　学校歯科の第一・歩は歯牙および口腔の検査である。

児童生徒をして健全なる歯牙の所有者たらしめるに

は，定期に厳密なる歯牙および口腔の検査を行ひ，爾

歯の発見に力めるはいふまでもなく，保存不可能の鵬

歯もしくは吸収不全の乳歯を抜去して，口腔の清潔を

保たしめなけれぽならない。それに，歯列不整を防

ぎ，治療可能な踊歯に適当な手当を加へ，口中の清掃

不十分なものには歯ブラシの正しい使用法を教へ，あ

るひは歯石を除去するがごとき，いはゆる学校歯科衛

生の根底は，この歯牙および口腔の検査によつて基礎

づけられることになるのである。

　歯牙および口腔の検査の結果，校内においては左の

ごとき予防処置が講ぜられる。

　一、歯牙の清掃

　二、鍍銀法
　三、乳歯の抜去

　四、初期鶴歯の処置および充垣

　しかして編歯の処置および充填は，浅在鯖歯すなは

ち球榔質または象牙質の輌歯にして，何ら歯髄に処置

を加へる必要なきものにかぎり，かつ材料は「セメン

ト」または「アマルガム」にかぎられてゐる。

　予防処置範囲外の歯疾の治療は，すべてこれを家庭

に通知し，校外において完全なる治療をうけしめるや

う，学校を経て勧告するのである。かくのごとき家庭

通知は，学校歯科医としてとくに重きをおき，その徹

底を期すべきものとされてゐる。

　2．　歯科衛生教育

　学校教職員，児童生徒およびその保護者に対し歯科

衛生の講話を行ふことは，学校歯科医の重要なる任務

の一つであるが，同時に養護訓導をはUめ教職員が自

ら児童生徒に対して歯科衛生教育を行ふことのできる
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やうにこれを導くことも肝要とされてゐる。ことに今

次国民学校の実施に伴ひ，その教科目中に「むし歯」

の一項が挿入されて，これにより児童に歯科衛生上の

注意を印象せしめてゐる。また多くの学校において

は，歯科衛生に関する教授案をつくりこれを実施して

ゐる。

　国民学校教科と学校歯科衛生

　体錬科　体操　口腔衛生訓練

　理数科　理科　一例一自然ノ観察一二年五「むし歯」

　国民科　国語　一例一よみかた二年十一「むし

　　　　　　　　　　　歯」

　国民科　修身　一例一ヨイコドモニ年卜六「タン

　　　　　　　　　　　ジヤウ日」

　さらにまた，毎年六月を期して鱈歯予防デーを全国

的に実施してゐるが，’1細は児童にたいして歯科衛生

に関する訓話ならびに紙芝居などを試み，また児童の

興味をひくやうな漫画を配布し，予防に関する唱歌を

斉唱せしめ，また毎年更新するスローガンによるホス

ターは掲出され，ラジオによりても歯科衛生の注意が

強調されるのである。

　なほまた学校において，児童をして歯科衛生に関す

る綴方・習字・工作・図画等を作製させこれら作品に

たいし，または最も歯牙の健全な児童にたいし，学校

がこれを表彰する方法をもつて，児童に一層深く歯牙

衛生に注意せしめようとする計画が各所に行はカてゐ

る。

　3．　歯科衛生訓練

　学校歯科医，教員または養護訓導は，児童個人につ

き歯牙衛生上の指導訓練を与へることが重要な仕’ilの

　・つとなつてゐる。ことに児童日常の習癖により頭

部，顔面，口腔等の不当なる圧迫または刺戟を加へる

ためにおこるべき障碍，ことに歯列異常を予防するこ

とが甚だ肝要である。

　児竜各白に対する個人的訓練ばか1）てなく，きりに

集団的に規律ある歯科衛生方式の練習をなきしめる二

とが，学校においてことに必要とされてゐる。その指

導者は学校歯科医はもらうん，教負，養護訓導もこれ

に適し，　・定の順序により号令をかけつXこれを実施

せしめるゴ．ので，歯磨教練，歯銀摩擦教練，歯間清掃

教練，洗口教練，咀囎教練等が主として行はれてゐる

が，なかんつく歯磨教練は殆んど全国に普及してゐ

る。なほこれら教練の図解は，日本聯合学校歯科医会

発行「学校歯科衛生」第ノい川1載のものが規準方式と

して推薦する。

（4）昭和後期（戦後）

　戦後の教員養成では，衛生（保健♪は，7’メリ

カ流の教育改革により，教職教養の中で必修科目

ではなくなった

　明治以来，教育学の・部として存在し，つねに

師範教育で教えられ，昭和18年には，教育・心理

と並んで教職3科目の1つとまでなった衛生（保

健）は、新しい制度では削除され、一部の学生が

選択科目として受講するに過きなくなった

　したがって最近の新卒教員の多くは，学校保健

（歯科保健も含め）に関する知識をほとんど持た

たいと考えなければならないといった実情であ

る

　ただ中学・高校の保健休育専攻学生の場合は、

保健関係科目（学校保健、衛生学）が課せられて

いるが，これは教員としての基礎的必須知識との

考えではなく，教科専門，すなわち教科（保健体

育科）を指導するために必要な知識との考えであ

り，限定されたものとならざるを得ないのである。

　同様に養護教諭にも養護専門科目として保健関

係科目（学校保健・衛生学・予防医学・看護学な

ど）があるが，これも養教としての職務遂行上の

知識・技術の習得を目的としたものである、

　以下，保健体育科教員および養護教員の養成用

に提供された教科書て，現在比較的広く使用され

ているものをとりあげ，学校歯科関係の内容をみ

てみたい．

1f＼　保健体育科教員

・学校保健概説（K社・214P．，全部のヘージ

　数のこと，以Fi司じ）健康診断の項に歯の検

　窪について2行．学校歯科医1こついて1／2P．

・ 教師のための学校保健（G社・593P．）歯科

　1瑚係0）言己jd，釜≧く　なし

・ 学校保健（1社・222P．）健康診断の項に項

　目としてあげるのみ

・ 学校保健ハンドブ、ソク（G社・288P．）う歯

　について1i3P．．学校歯科医について全くふ

　れず

・ 学校保健（K社・336　P．）学校歯科医につい

　て3行
・ 学校保健（S社・177P．〕学校歯科医lP．，

　歯の発育1P．，健康診断1／2P．，疾病管理

　　（う歯）1P．



・学校保健（T社・464P，）歯科疾患4P．

・ 予防医学（H社・459P．）う歯9P．
・ 公衆衛生学（K社・362P．）小児の歯とIsの

疾患とその予防1L4P．

・ 公衆衛生（T社・306P．）歯禾斗衛生11！2P．

　2　養護教員

　（看護婦免許を基礎資格とするところでは看護

婦養成のための歯科学教科書を用い，歯科衛生士

養成を兼ねた所も歯科衛生士のため0）歯科学教科

書を用いているが，ここでは養護教諭養成のみを

目的とした所の教科書をとりあげる）

　・看護学（H社・433P．）歯の疾患13P．

　・衛生学・公衆衛生学（H社・238P．）

　　歯の発生2P．

　・養護教諭職務てびき（H社・386P．）年間執

　　務計画6月1／2P．，健康診断1／2P．，衛生週

　　間行i9　6　P．

　・養護教諭の職務（H社・390P．）学校函科医

　　1P．，健康診断2P．，保健指導1／5P．

III山形県内の調査結果から

　今回の提言者としてs私は山形県内の小・中’学

校における保健主事および養護教諭にあてアンケ

ー ト調査を行ってみた一次に項日別に整理して表

にしたものを示す

　歯科保健に関する学習状況

　lll　一般教員の場合

　山形県の保健主事で在学中保健体育を専攻（主

または副）しなかった者

丁’歯科保健に関する講義の有無

校　　腫　　教員数　　　有　　　　無　　　忘れた

ノ」、£≠教員　12016（13．3）］02（85．0）2

中学教員　　　4】　　2（4．9）　39（95．1）1　0

　、ii’　　　　　　161　　　18（11．2）　141（87．6）　　　2

　　　　（信は家庭科・理科なとが多い）

　　　日本学校歯科医会会誌52号1CJ85　’a・2月／9

2受講時間数

時間数　　30分　　1時間　2時間

人　数　　2　　　8　　　5

3講師

間
上
時
3
以
2

無記入

2

　　師　歯科医　医　師i　その他
ノ＼　　　委女　　　　　　　4　　　　　　　　　2　　　　　　　　12

il講義の有用度

有用度　大　 小　僅少
ノN　　　数　　　　　　 4（2）　　　　　　13（1）　　　　　　　1

　　　　（　）内は歯科医の講師の場合

　（2）保健体育科教員の場合

　II」形県保健主事で，保健体育を専攻（主または

副）し，免許状をもつ者

　t歯科保健に関する講義の有無

　　　　　教員数　　　有

・J・’羊教員　　　　　24　　　　6（25。0）

中学教員　　　30　　7（23．3）

　毒十　　　　　　　54　　　　13（24．1）

②受講時間数

　無　　忘れた

18（75，0）　　　　0

23（76．7）　　　　0

41（75．9）　　　　0

「｛寺1昌コ数　　　　　30　foy

人　数　　　0

⑧講師

問時1

0

2時間

11

間
上
時
一3
以
2

講　師　 歯科医　医　師　その他

4講義の有用度

行用度

人　　数
大
2
少
7

僅　　少

［3）養護教貝（看護婦免許所持）の場合

i歯科保健に関する講義の有無

4

　養成機関　1教員数

大学別科（1年）　71

保健婦学院（4年）　65

養燈父戸斤（2～2．5年）　　20

　　　，｛1’　　　　156

　有

　52

　50

　12

114（73．1）

　無　　忘れた

17i2
　14　　1　1

　8　　　　0
　　　1
39〔25．0）　　3
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②受講時間数

30分11時間
大学別一創4「9
　　　　　　　　　　　　　　

保健婦学院：　1　1　4

養成所｝o・　1
　　　　　1
◎講師（重複回答あり）

2時間

　18

　7

　4

母輝忘れた

18　　　3

35　　　3

7　　　0

歯科医

　　　　　1大学別科　　35
保健婦学院　　　43

養　成　所　　　9

愚講義の有用度（

医　師　　その他　忘れた

ρ

0

7
り
○

ρ

O

Q
ゾ
0

1

）内は歯科医の場合

9
臼
0
0

　　　　　　　大

大学別科　13（10）

保健婦学院　　16（14）

養成所　5（5）

少　僅グな絶
　　　　　　　　　　　　
34（22）　　1　3（2）　　1　2（1）

26（21）18（8）10
　　　　　　　　L
6（4）　；1　　　0

（P　養護教員（歯科衛生士免許所持）の場合

①歯科保健に関する講義の有無

養教（2年）

教貝数

15

有

15

無　　忘れた

0 0

②受講時間数

時　間

人　数

30分i1時間

0

写講師（重複回答あり）

0

2時間

　0

3時間
以＿上

15

師
一
数

講

人

歯科医

　15

ゆ講義の有用度

医　　師　　その他

　9　　　　　　　7

有用度

人　　数

大

12

少

3

！S）養護教員（その他）の場合

①歯科保健に関する講義の有無

僅　　少

0

　養成機関

国立養成課程
　（3・4年）

養成所（2年）

短　 ラて（2年）

　　言十

教員数

　17

4
7
4

9
山
9
山

65

　　　t
有　　　　無

16

門

0
0

1
（
ソ
】

1

9
4
T

［

忘れた

　0

0
051（78．5）　　14（21．5）　　　0

疹受講時間数

　　　　　　　30分

　　　　　　　　　r
国立養成課程　　1　　1

養　　成　　所　　0　　1

矢豆　　大1・16

⑤講師

1時間2時鴫時璽：忘れた

1　1　13　　　0

2　「11　　1

3111・

国立養成課程

養　成
短

　i歯科医・医
　　　　g　　I

　　　　　　　i所　　　12

大　　　　8

④講義の有用度

ρ

0
9
臼
民
」

師　　その他

9
臼
3
8

　　　　　　　　大

国立養成課程　　9（5）

養成所16（6）i
短　　大1　11（6）1

N　要望

ら
い
　

カわ
な

1
0
0

少
」

僅

　
）
　
1

　
（
0
9
臼
Q
u

　
　
）
）
）

　
り
0
民
」
9
臼

少
α
穴
α

（）内は歯科医の講師の場合

　学校保健活動のなかで，もっとも効果的な展開

をされているのが，歯科保健といえるのではない

か。つまり，保健管理と指導の調和がとれた活動

がつづけられている、

　しかし，今回の私の行った調査からぜひとも実

現してほしい問題がいくつかあるので列挙してみ

るc

　（1、心臓疾患，腎臓疾患の健診にみられるよう

な，要精密検診を歯科検診でもとり入れられない

だろうか。特に初期う蝕の問題とか，初期の歯周

疾患にこのことがいえる

　（2）歯科検診を年2回実施してほしい，これ

は，すでに先進地域では当然のように行われてい

るが，これを全国の小・中学校で実施してほしい

ものと考える

　「3）歯の検査票のみなおし、これは記入が雑の

わりにう歯に重点がおかれている関係から，現場

的には扱いにくい状況といえるだろう。

　lP　複数の養護教諭の配置の場合，1名は歯科



衛生士の資格あるものを配置してほしい。あるい

は，歯科衛生士を小・中学校に巡回させて，刷掃

指導とか，間食指導にあたらせたい。

　（5）学校保健にたずさわる教員のための講習会

竿を，定期的に行・・てほしい．歯科情報について

つねに新しいものを学校現場は求めているa

日本学校歯科医会会誌52号1985年2月／11

　個　山形県をふくめて，全国には僻地といわれ

る地域も多いことから，歯科バス等による集団の

歯科治療の機会を多く与えてほしいものである。

　（7）教員養成課程における基礎教養のなかに学

校保健の必須化を強く要望する。

提言者・吉田榮一郎（文部省体育局学校保健課教科調査官）

最近における学校歯科保健に関する施策について

1　小学校・歯の保健指導の手引について

　1．　作成の意図・背景

　文部省が昭和53年3月「小学校・歯の保健指導

の手引」　（以下，手引と略す）を作成し，むし歯

予防のための教育活動を推進するにいたった背景

としては，およそ次のような事柄が考えられる。

　／／／健康，安全で幸福な生活のために必要な習

慣を養い，心身の調和的発達を図ることは，小学

校教育の重要な目標となっていること（学校教育

氾で舞弩18条）c

　（2〕昭和52年7月に改訂された小学校および巾

学校の学習指導要領では，知，徳，体の調和のと

れた人間性豊かな児竜生徒を育成することをめざ

して，特に健康と安全のための日常生活における

実践力の育成を図る教育活動を重視しているこ
と。

　（3）むし歯は，児童生徒の大部分が所有してお

り，しかもその予防には歯・口腔を清潔に保つと

ともに，甘味食品をコントロールすることが重要

な条件となっており，児童1人1人が自分の健康

状態に関心をもち，身近な生活における健康上の

問題を自分で考え，処理できるような実践的な能

力や態度を育てようとする保健教育の推進には絶

好の素材であること、

　／／）については，30有余年に及ぶ戦後の教育が一一一・

貫して求めてきたところであるが，その間におけ

る児童生徒の健康と安全の問題は，社会環境の影

響もあって，その成果は必ずしもト分とはいえな

いものがある

　そこで，（2のような健康，安全で人間らしく，

よりよく創造的に生きる力を児竜生徒のうえに形

成しようとする教育への要請は，当然の帰結とし

て高まってきている　いいかえれば，健康と安全

は「守られるもの」から「自分の力で獲得するも

の」への質的転換が求められているものと考え

る、

　すでにご承知のように国語，算数，社会，理科

などの教科の授業時間数をかなり削減したり，教

育内容のいちじるしい精選を図るなどの措置が講

じられ，児童生徒1人1人に行き届いた教育を行

うことができるようにするとともに，体力づくり，

保健指導，安全指導などの教育活動が従前以上に

推進できるような条件が整えられるにいたってい

る．

　（3）は，むし歯予防の教育的価値をもう一度見直

し，今後における保健教育活動の充実を図るうえ

での起爆剤にすることができないかということで

ある

　私は，昭和31年以来学校における歯科保健活動

に携わ・）てきたが，歯科保健を熱心に推進する学

校では，…様に他の保健活動もいちじるしく充実

さ才τ，学校保健を推進するうえで，歯科保健の果

たす役割はきわめて大きいことを認識しているも

のの1人である。
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　むし歯は，すべての児置生徒に共通している問

題であり，日常生活における意識と行動の変容に

よって，ある程度までの予防効果が期待できると

いう特質をもつt、また，学校と家庭，地域社会と

の連携を密接なものにするうえでも絶好の媒体と

なるものである　むし歯f防のたあの教育活動の

推進は，単にむし歯抑制に果たす効果だけてな

く，豊かな人間性の育成をあざすこれからの学校

教育にとっても，大きな意義をもつものと考える

のである．

　2．　手引の構成

　この手引は，特別活動の学級指導と学校行事を

中心とした学級担任向けの指導指針として作成さ

れたもので，「総説ごrむし歯予防の方法　「歯の

保健指導の実際」　「歯の保健指導における組織活

動」で構成さ．bている．目次を紹介すると次の通

りである

　第1章総説では，小学校教育における歯の保健

指導の意義，指導の考え方，H標及び内容，指導

の機会と方法について総括的に述べている

　第2章では，むし歯予防の方法上の原理につい

て述べ，第3章で指導の実際として，学級指導

学校行事及び児置活動の特別活動，そして，さら

に日常の学校生活での歯の保健指導，歯の健康に

問題を持つ児竜の指導及び洗口場の活用について

も述べている

　第4章では，歯の保健指導にお：ナる組織活動と

して，教職員の役割と校内の協力体制，家庭，P

TAとの協力，地域の関係機関・団体との協力，

学校保健委員会の活用について述べている。特

に，学校保健委員会については，文部省の刊行物

として初めてその意義や運用について述べたもの

であり，学校保健委員会の活性化を図る上で重要

な手がかりとなるものである、、

　3．　目標および内容

　このことについては，第1蔚第3節に述べられ

ているが，要約すると表1のとおりであるt、

表1　歯の保健指導の目標と内容

〔標

内容

ω歯・1酪の発育や疾病・異常など，自

分の歯やr1の健康状態を理解させ，それらの

健康を保持増進てきる態度や替慣を養う。

　（2）歯のみがき方やむし歯の予防に必要な

望ましい食生活なと，歯やllの健康を保つの

に必要な態度や潤慣を養う．

　（1）自分の歯や口の健康状態の理解

　歯・口腔の健康診断に績極的に参加し，自

分の歯やliの健康状態について知り，健康の

保持増進に必要な事柄を実践できるようにな

る，

　工　歯・日腔の健康診断とその受け方

　2　歯・ロ腔の病気や異常の有無と程度

　3　歯・Ii腔の健康診断の後にしなけれぱ

　　ならなし・こと

　12）d：．しい歯のみがき方とむし歯の予防に

必要な食生活

　1　歯や口の清潔について知り，常に清潔

　　に保つことができるようになる。

　・正しい歯の入がきプ∫

　・ii三しし・うカ・L・a）でi：ノ∫

　2　むし歯の予防に必要な食べ物の選ひノi

　　について知り，歯の健康に適したfミ生活

　　がてきるようになる。

　・むし歯の原因と甘味食品

　・そしゃくと栄養

　・おやつの種類と食べ方

　4．　歯の保健指導の全体像

　手引に述べられている歯の保健指導の進めノ∫の

基本を要約すると図1のようになる

II　むし歯予防推進指定校の設定

　文部省においては，学校における歯科保健活動

の一層の充実を図るため，昭和53年度から全国に

「むし歯予防推進指定校．（以ド指定校」という）

を設け，その実践的な研究の成果の普及に努めて

いるところである

　いわゆる第1次　（昭和53・54年度　58校），第

2次（昭和55・56年度　57校）の「指定校、は，

　小学校・歯の保健指導の手引　の実践上の七テ

・レ校をめざしてきたが，指導計画および指導の在



図1　小学校における歯の

保健指導の全体像
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り方，家庭・地域社会との連携の在り方について

はかなりの成果をあげ，歯に関する保健活動が学

校における教育活動として教育H標の達成に十分

機能しうることが裏付けられるにいたっている

　このため，文部省においては，昭和57年度から

引きつづき第3次の　指定校」を委嘱し，期間も

1年間延長して3ヵ年で実施している。以下，「指

定校」設定の意義，研究内容，おもな成果等につ

いてその概要を述べることにする

　1．　「指定校」設定の意義

　文部省では，昭和53年3月に「小学校・歯の保

健指導の手引一を作成し，保健指導を中心とした

歯科保健活動を推進しているが，これは，学校歯

科医などに依存する傾向から脱却して，教師や輝

親が主導して，自分の歯は自分で守ることのでき

る能力を，児竜生徒の身につけさせるようにする

ことをねらいとしている、

　しかし，いざ具体的な指導を，ということにな

ると，必ずしもf分とはいえない面がある。その

ため，文部省も「手引」を基に講習会を開催する

など，その趣旨の徹底に努めているが，さらに一

歩進んで，全国各地に，モデルとなる学校を設け

て，そこで得られた成果を普及していくという，
t一

指定校」制度をうちだしたのである，

　実践活動を通した，　’手弓Lの生きた手本とい

う役割を担った推進指定校は，幸いにして，教育

委員会や学校歯科医会・歯科医師会等の絶大な芝

援を得て，予期以上の成果を挙げ，モデル校とし

ての機能は十分に果たされており，指定校葵定の

意義は高く評価されてよいであろう

　2．　「指定校」の選定

　’一指定校」の選定は，前回と同様に，各都道府

県教育委員会から推薦のあった，公立の小学校の

中から指定することとし，指定校の数は，各都道

府県当り1校（政令指定都市を含む道府県につい

ては，当該指定都市の数を加えた数とする　ただ
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し，東京都は2校を指定する）としているr．

　3．研究内容

　「指定校」の研究内容は，保健指導（health

guidance）を中心としたむし歯予防に関する教

育方法の実践的研究がねらいであることから，従

前と同様，次のように設定した、

　①むし歯予防のための保健指導の方法

　②むし歯予防のための家庭および地域社会との

　　連携の在り方

　③むし歯予防の成果に関する評価の方法

　これらのうち，（fについては，第1次，第2次

の「指定校」の研究において，指導計画と指導の

在り方についてはほぼ解明され，それらの方法が

確立されつつあるように思われる。したがって，

3次の「指定校」においては，②と③にかかわる

事項について特に重点をおくことが必要になって

きている。

　②については，学校保健委員会の組織・運営の

在り方，学級・学年を通じての家庭との連携の在

り方などが努力事項とたるものと考えられる。し

かし，保護者の啓発は，単に学校の次元での対応

だけでは限界があるので，第3次の「指定校」の

委嘱に際しては，　「指定校」を有する当該教育委

員会においても，「指定校」の指導・援助のほか，

市（区）町村全体の保護岩の啓発活動の充実を図る

ことについて，特に依頼したところである。

　③については，去る昭和53年度に文部省におい

て「むし歯予防指導の評価の視点」を作成し，評

価活動の参考に供してきたところである。しかし，

過去の「指定校」においては，必ずしも十分な研

究が行われてきたとはいえないので，今次におい

ては，教育評価の視点に立った形成的評価と総括

的評価（事後の評価）の方法についての解明が重

要な課題となっている

　4．期間・経費

　期問は，以上のことから，従前の2年から1年

延長して「3年」にすることとした、3年にする

ことによって、総括的評価の一部としてのむし歯

の予防効果の評価も，ある程度可能になると考え

られる。

　経費は，文部省の予算の中から，1校当り毎年

度10万円程度を支出することとしているr

　5．おもな成果

　一般的な成果としては「毎日口の中をきれいに

するみがき方ができるようになったら，生活リズ

ムが変った」「子どものけがが減った」「歯がキラ

キラしてきたら目玉もキラキラしてきた」「歯の

保健指導をするようになったら，他の保健指導も

よく行われるようになった一「家庭との連携がよ

くなった」といったような教育的にみて注目すべ

き事柄をあげることができる。

　さらに，保健指導の効果としては次のような事

柄が挙げられる。

　（1）意識や行動の面から

　　ア．口の中の汚れを，自分で確認することが

　　　できるようになる。高学年になると，染出

　　　しを行わなくても，ある程度汚れの程度が

　　　わかるようになる、

　　イ．歯のみがき方については，自分に合った

　　　方法を見つけ出して，進んで歯みがきの励

　　　行をするようになる。

　　ウ．口の中がぎれいになり，新しく発生した

　　　むし歯が見つけやすくなる，，

　　エ．間食のとり方に気をつけるようになる。

　　オ．栄養素のバランスを考えた食事をとるよ

　　　うになる，

　　カ．みがき残しのないような歯みがきができ

　　　るようになると，日常の生活リズムにも望

　　　ましい変化がみられるようになる。

　　キ．正しい歯みがきを励行し，間食に気をつ

　　　けることができるようになると，ねばり強

　　　さ，がまん強さが身につき，表情も生き生

　　　きしてくるようになる（

　12〕歯・口腔の疾病の面から

　　ア．むし歯の処置率が向」二し，未処置歯が減

　　　少する．

　　イ．上顎前歯のむし歯の発生が抑制されるL．1

　　ウ．高度のむし歯がいちじるしく減少する一t



　　エ．永久歯のむし歯の発生が全体的に抑制さ

　　　れる．

　　オ．高学年に発生する歯肉炎を抑制すること

　　　ができる。

　（3）指導内容の設定について

　このことについては，　「手引」に示す内容を児

童の実態に即してさまざまな工夫がみられる。

　行動目標による内容の表現は，教科で用いられ

ることが多いのであるが，実践的な行動の変容を

めざす保健指導に，このような形で応用したこと

は注目してよい試みである。このような形式で内

容を設定すると，何を指導するかが明確になり，

また指導した結果，どのように変容したかをたし

かめる上からも有効であると考えられる。

　（4）指導計画について

　指導計画には，全体計画，年間指導計画，主題

ごとや活動ごとの具体的な指導計画（指導案）が

あるが，ここでは指導をすすめていく上での基本

となる全体計画と，年間指導計画について取り上

げることにしたい。

　1）　全体計画

　歯の保健指導としては，特別活動としての学級

指導学校行事，児童活動での指導および日常の

学校生活での指導，個別指導などが考えられる

これらの場面での指導を，年間を通じて何月に，

何をどのように行うかを見通した計画のことを全

体計画といっている．

　2）　年間指導計画

　年間指導計画とは，学級での指導に役立つもの

でなければならないので，学級指導での指導を中

心としたものになる。

　したがって，ここで重要なことは，授業時間数

を何時間にするか，主題の表現をどのようにする

か，習慣化を図るための日常の指導への発展をど

のようにするか，といったような事柄であろう。

　ア．授業時間数について

　学級指導における指導時間数の目安は，「手引．

にも述べられているが，今回の「指定校」の報告

では，1単位時間（45分）での指導が年間3回，

1／2単位時間（20分～25分）での指導が4～6回と

いったところがもっとも多かった。新潟市立南万
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表2　歯の保健指導の時間配当

＼　　　学年
区分　　　一

1単位時間

登単位時聞

1

3 3
3
5

2
3
6

415
3

7

6

3 3

4　　　4 4

代小学校では，表2のような時間配当である。

　イ．主題について

　従前の主題は抽象的なものが多かったが，確実

に児童の意識と行動を変容させていくためには，

「奥歯のみがき方」　「歯と歯の間のみがき方」と

いったように，児竜が当面している具体的な行動

上の問題を主題とするような工夫が大切になって

くる　各「指定校」においては，共通してこのよ

うなところに細心の配慮が払われていた。

　ウ．日常の指導への発展

　学級指導で指導したことを，確実に身につけさ

せていくためには，朝や帰りの時間，洗口の時間

などを活用した日常指導が大切である。年間指導

計画に「日常指導」の欄を設け，学年別に月別の

重点を明示している新潟市立南万代小学校の事例

は注口に値いする。

　（5）指導の進め方について

　保健指導，それも歯の保健指導には，　「知識の

注入に終わっている」「行動の押しつけに終わっ

ている」といったような指摘が多い．おそらく，

こういったような指導では，児竜は「やる気」を

なくし，自分のためというよりは「先生のために，

歯医者さんのためにやってあげているのだ」とい

ったようなことになりかねない。

　「指定校」の授業研究の中心はここにおかれた

ようで，さまざまな提案がなされている。

　ア．児童が自分のこととして共感し，　「よしや

　　ろう」という意欲をかきたてるための指導過

　　程の工夫が大切である。

　図2は，沖縄県那覇市立泊小学校の指導過程の

モデルである．

　これらは，　手引」の考え方を基本に，児童に

問題解決の方法を考えさせる指導に力点がおかれ

るべきことが強調されている。

　岡山県山陽町立山陽小学校では，1単位時間の
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図2　1／2単位時間で指導する場合
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、

指導過程のモデルを図3のよう

な5段階が適当であるとし，ス　　図3

テッフごとに「個別化1を強調

して，たえず1人1人に〔をlrrl

けた授業が必要であるとしてい

る。

　新潟市立南万代小学校の場合

は，那覇市立泊小学校と同様に

1単位時間の指導過程をユ段階

にしているが，それぞれのステッフにおける指導

の方向と指導の留意点を表3のようにまとめてい

る。

　これらは児童が現在当面している問題に気づ

ぎ，問題の原因を考え，自分に合った解決の方法

を発見し．押しつげでなく，必要感に支えられ自

分のこととして実践に励むことができるような意

欲を引き起こす指導過程としては，まことに妥当

な提案であるといわなけれぽならない，

　イ，刷掃法の指導にも意識の転換が必要であ

　　る．

　指導の押しつけや1由i一性は，好ましくないこと

と同じ視点から，歯の保健指導の主要な内容であ

る刷掃法の指導の在り方についても，いくつかの

提案がなされている

　次の指導事例は，埼玉県浦和市立高砂小学校の

報告てある　いうまでもなく，歯ブラシの使い方

には1’t’tl転法，震動法などがあるが，児童の発達段

階，歯の部位，歯牙の萌出状況などの条件を考え

た刷掃法に関する保健指導の在り方としては，注

目に値いする提案といえよう、

　ウ．よい授業にはよい資料の活用が必要であ

　　る。

　児童に感動を与えたり，理解をたしかなものに

していくためには，スライド，OHP用TP，　V

TRなどの映像物模型，実物，統計資料などの

教材が必要である，

　この点，岡山県山陽町立山陽小学校の「どっき

り活用法1「なるほど活用法」　「はてな活用法」

」やる気活用法一　一劇化活用法」は実に興味深い

ものである一指導のねらいに即した適切な教材の

整備とその活用については，今後さらに実践的な

個別化と実習を重視した実践力を育てる1単位時間の指導過程

研究の穣・貢ねを要するものと考えられるt

Hl　「むし歯予防指導の評価の視点一について

　むし歯予防のための保健指導の評価に関する刷

題は，，一指定校．の研究内容の一つで，「評価の視

点一はそのための資料として作成（昭和54年3　Jj）

された一

　1．評価のねらい

　教育における評価は，小学校学習指導要領の総

則（8のqDに「指導の成果を絶えず評価し，指

導の改善に努ダ）ること一とされているように，指

導によって児置生徒が目標にどれだけ近づいてい

るかを確かめ，その結果を次の指導計画や指導法

の改善に役立てるためにたえず行わなければなら

ない

　・方，むし歯予防のための保健指導は，一定の

ねらいのもとに学校における教育活動として特別
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表3　指導段階別指導の着眼点

段階「　 指導の構え
問題の　く個のもっている内容を共通化〉

意識化　1．ねらいとする問題状況を一人ひとりの子どもに

　　　　　　意識づけ，白分の課題としてとらえさせる。

　　　　　　・問題状況に村する自分の実際の姿を把握させる。i　2．

　　　　　　・自分のもっている内面的なもの（現実）を出さ1

　　　　　　　せる。

　　　　　　・個人の問題を学級全体に広げ，学級としての課

　　　　　　　題を把握させる。

原因珈1・．灘と行為のズレが生じていることは洞がか1．意恵瀧の動機づけに髄もってく訪（、、

の追劇けているからそうなったのカ・資料樋してつか1かに実艮隻への意欲づけをするか），そのため1・

　　　　1　ませる。　　　　　　　　　　　　　　　　　1　はどんな資料をどのように出すか。

　　　　　　・意識と行為のズレを，科学的な知識を子どもの12．意欲化につなげる，やむにやまれぬ気持ちを

　　　　　　　体験・行動などでうめてやる。　　　　　　　1　起こさせる。

　　　　　　・理解の不十分を補い，問題の正しいあり方をと

　　　　　　　らえさせる。

問題の
解決法

実践への

意欲化

　　　　指　導　の　留　意　点

1．教師のとりあげようとする課題に対して，児

　童がどういう意識をもっているか，どんな反応

　をするか，準備するか。

　　児童の実態調査から，児童が何を問題として

　いるかとらえ，学習の方向づけの課題を明らか

　にし，資料を用意する。

〈方法技術の発見，選択，意思決定＞　　　　　　　1．児童の話合いによる追求だけでなく，教師の

3．問題の解決や対処のし方を考え，自分で方法を　　適切な手だて，方法なども提示して選択させる

　選択する。また発見する。　　　　　　　　　　　　ようにする。

　・問題状況と照合し，自分はどうするかを考えさ　2．たてまえが安易に先行しないように，自分の

　　せる（意思決定）。　　　　　　　　　　　　　　問題状況と対比させ，実践できる対処の方法を

　・そのためには，自分は，これから何をすれぽよ　　考えさせるようにする。

　　い醗見させる（方法の選択）・　　　1

4．進んで実践しようとする意欲をもたせる。　　　1．指示や激励だけに止めず，具体的な行動場面

　・自分のやってみようということを実際にやって　　を想起させながら，一・人ひとりの適応をはかっ

　　みる（実践への動機づけ）。　　　　　　　　　　ていくようにする。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（新潟il泣南万代小学校）

活動の学級指導や学校行艀を中心に計画的，組織

的に行うものであるから，当然以上のような考

え方によらなければならない
N　児童生徒等むし歯予防啓発推進事業につい

　　て

　2．評価の内容

　この「評価の視点」は，指定校のために作成さ

れたものであるから，11〕推進体制，〔2〕指導

の成果，〔3〕指導計画と指導法，〔4〕家庭，地

域社会との連携，の4つの分野について行うこと

とし，評価の観点を述べることとした．

　1，趣旨について

　文部省においては，これまで述べてきたように

児竜生徒のむし歯予防に関する事業として，　「小

学校・歯の保健指導の手引」の作成（昭和35年），

rむし歯予防推進指定校」の設定（昭和53年度か

ら），教職員の研修会の開催等を行い，学校教育

におけるむし歯予防活動の充実を推進してきてい

る，

　これらの雰業は，児童生徒のむし歯予防のため

の指導計画と指導法に関する，いわはむし歯予防
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のためのカリキゴノノ・研究に主体がおかれたもの

である。

　しかし，むし歯の予防効果を高めるためには，

学校における教育指導だけでなく，家庭における

望ましい習慣づくりが不可欠であり，保護老の養

育態度の変容を図ることが大きな課題である一文

部省が，昭和53年度から実施している「むし歯予

防推進指定校」の報告においても，家庭における

保護者の意識変革をめざした活動の必要性が強く

指摘されていたところでもあり，学校と家庭が一

体となった，しかも，幼稚園から小学校，中学校

までを一貫した地区活動として，むし歯予防活動

を推進することになったものである。

　したがって，この’1喋は，小学校を対象とした

「むし歯予防推進指定校」におけるカリキュラム

研究を主とした活動を展開するのではなく，幼稚

園，小学校，中学校を一貫し，学校の実践活動は

もちろん，幼児・児竜・生徒を持つ保護者を対象

としたむし歯予防に関する啓発活動を地区ぐるみ

で展開し，むし歯の予防効果を高めようとしてい

るのである．

　2．　内容について

　以上のことから，事業の内容としては，保護者

を対象とした刷掃法，間食のあり方，早期治療の

徹底等について資料の配布，講習会の開催等，実

践的な啓発活動を行うことになる。

　具体的には，家庭におけるむし歯予防活動（家

庭での正しい刷掃の実践，おやつの作り方や与え

方，むし歯の早期治療の徹底，むし歯予防家族会

議の持ち方等）の実践に資する歯みがきカレンダ

ー，リーフレット等の資料の作成であり，子ども

の歯・口腔の発育段階に応じたむし歯予防に関す

る理解を深めるための講習会等の開催である，

　学校においても，幼・小・中の学校段階に応じ

た歯の保健指導訂1画を作成するとともに，指導法

に関する実践的な研究を行い，指導の充実を図る

ことは当然である。

3．　実施方法について

この事業は，文部省が日本学校保健会に対し補

助事業として国庫補助を行い，同会のセン処一的

事業の一環として実施するものである。

　同会では，この事業を都道府県学校保健会に委

託し，委託を受けた都道府県学校保健会が実施地

区を選定して．活動を展開することになるのであ

る、この事業の予算額は約2，　OOO万円で，11都道

府県分が積算されている，t実施を希望する都道府

県の中から，次の都府県が対象とされることとな

った　：青森県，秋田県，茨城県，埼玉県，東京都，

神奈川県，石川県．京都府，愛媛県宮崎県，鹿

児島県。

　（1）　日本学校保健会

　日本学校保健会は，　「むし歯予防啓発推進委員

会」を設置し，委託事業の実施に関し都府県学校

保健会に対して指導・助言を行うとともに，実施

地区の指導老用に「むし歯予防のしおり　（別項

参照）を作成する

　（2）都府県学校保健会

　日本学校保健会から委託を受けた上記都府県学

校保健会は，　「むし歯予防啓発推進協議会」を設

置し，実施地区および当該地区推進中心校（幼稚

園，小学校，中学校）の選定，連絡調整を行うと

ともに，　「むし歯予防啓発活動実践事例集1を作

成する。

　実施地区数は，1県当り3地区とする。また，

1地区当りの推進中心校数は幼稚園，小学校およ

び中学校各1校，計3校とする。なお，必要に応

じて推進中心校のほか推進校を適宜選定すること

が差しつかえないこととされている

　（3）実施地区

　実施地区（表4）では，たとえばr健康な歯づ

くり運動推進委員会」のような委員会を設け，幼

稚園・小学校・中学校の一貫したむし歯予防に関

する保健指導の指導計画等を作成し，推進中心校

および推進校はその計画に基づき学校歯科保健活

動を展開するとともに，保護者に対して，ヒ記の

　2で述べたような啓発活動を行う一

　なお，地区における活動として，図のような構

想に立った活動がそれぞれの地域の実情に即して

展開されている．
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地区におけるむし歯予防活動の全体構想（例）

　　　親とJ’・の健康な歯づくり活動の推進

一地域（るみの学校歯科保健活動の確立を目さし：一

12歳》「）DMFT手旨数3をliさす

むし歯t：防に必要な習慣を身につけさせる

保護者の理解と関心を高める
むし歯のttl・期処置の徹底を図る

発達段階に応じた歯の保健指導の目標・内容の設定

歯の保健指導の指導計画の作成及び指導法の工夫
・ 歯の保健指導の教具・教材の1’メ、

洗口の時間の設定

・家庭への働きかけと保護者の啓発の工夫等

・むし歯予防に関する知識の理解

家庭ぐるみの歯みがきの実践

・おやっの作り方、与え方の」決

むし歯の早期治療のすすめ
・ むし歯予防家族会議の工夫等

・洗口場の整備・充実

・むし歯r防指導教材の整備・援助

広報活動によるむし歯f防啓発活動
・ 講習会、研修会の開催・支援
・ 子どもの歯科治療Hの設定等

　4．実施期間等

　実施期間は，3ヵ月（昭和58年4月から昭和61

年3月まで）とする，また，この事業を実施する

都府県学校保健会は，都府県教育委員会および

（区）町村教育委員会ぱもちろん，学校歯科医会，

歯科医師会と密接な連携を保ちながら実施するこ

ととされている、

表4　実施地区一覧

都槻名1　地区所在市町村名
青森県1木造町，大間町名川・丁　一

秋田県大舘市，五城目町刈和野町
茨城県i河内村，七会村（同一村に2地区を設定）

埼玉県［秩父市，大宮市，蓮田市

都

県

県
府

京

剰
川
都

東

神
石
京

中央区，文京区，荒川区

小田原市，横須賀市，大磯町

小松市，七尾市，鳥越村

綾部市，和知町，峰山田∫

愛媛県1伊予三島市，川内町，ム1卜崎町

宮崎県i宮崎市，山之口町，北郷町

鹿児島県1鹿児島市，頴娃町，鹿屋市

作成されたものである．

　文部省では，昭和53年「小学校・歯の保健指導

の手引」を作成するとともに，各都道府県に「む

し歯予防推進指定校」を設定し，学校におけるむ

し歯予防に関する保健教育活動を推進していると

ころである。

　このため，学校における活動にはいちじるしい

充実がみられたが，さらにその成果を高めるため

には，家庭における指導の徹底を図ることが必要

であり，小学校だけでなく，幼稚園から中学校ま

での一貫した学校歯科保健活動を，希望する都府

県（11都府県）に委嘱して推進することになった

のである。

　したがって，この事業では，学校・園での指導

の充実はもちろん，家庭における保護者の理解と

関心を高め，親と子が一緒になった家庭ぐるみの

活動を推進することが課題となっている、そのた

めには，指導者はもちろん保護者のよりどころと

なる手引が必要であり，　1しおり」を作成するこ

ととなったのである。

V　「むし歯予防のしおり」の作成について

　1．　「しおり」作成の意図

　この「しおり」は，文部省が日本学校保健会に

対する補助事業として実施することになった「児

帝生徒等むし歯予防啓発推進事業」の一環として

　2．「しおり」の内容等

　内容は，大きく4項目で構成され，「むし歯予

防啓発推進事業がねらうもの」「子どもの歯の発

達からみたむし歯予防の視点　「むし歯予防の知

識1「家庭でのチェックホイント」となっている。

　規格は，B5判で12ヘーシ，印刷も多色刷り
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で，親し人やすく、だれにでもわかるように配慮

されている、

　配布先は，この事業の推進を希望し実施対象と

なった11都府県‘青森県，秋田県，茨城県，埼玉

県，東京都，神奈川県，石川県，京都府，愛媛県，

宮崎県，鹿児島県）となっている．

　3．活動のねらい

　しかし，これらの都府県以外からも強い要望が

あり，日本学校保健会では50，000部を追加印刷し

すべての都道府県に配布することとした．ねらい

としては，次の5項目が掲げられている。

　（1）豊かな心を育てるむし歯予防活動を推進しよ

う，「2）12歳の一人当りのむし歯を3本以下にする

ことを目標にしよう，（3／幼児や児竜生徒に，むし

歯予防に必要な習慣，特にみがき残しのない正し

い歯のみがき方を身につけさせよう，（4）保護者の

むし歯予防に対する理解と関心を高めよう，㈲む

し歯の早期発見，早期処置に努めよう1

すぐにでも役立つよらにすることとし指導｝i：例

や用語解説などを盛り込んだ実践，llとして編集さ

れている

　特に，第1次のむし歯予防推進指定校の代表の

先生方にも参加していただき，実践に基づいた具

体性のある内容にしているのが特色といえる

　以下，本書の口次と特に注目すべき内容（学校

保健委員会）を抜粋し，参考に供する

1．　もくじ

（1）学校における噛の保健指導とその効果

（2）歯の保健指導の目標及び内容

（3）教育課程における歯の保健指導

（4）歯の保健指導の指導計画

（5）学級指導における歯の保健指導とその展開

（6）学校行事における歯の保健指導とその展開

（7）歯の健康に問題を持つ児童の指導

（8）家庭，地域社会との連携

（9）歯の保健指導の評価

このような内容で執筆されている。

　4．歯の発達からみたむし歯予防の視点

　学校で指導するにしても，家庭で指導するにし

ても，子どもの心身の発達段階に即したねらいや

方法が確立されていることが基本である。　「むし

歯予防啓発推進委員会」においては，この点に着

目し，　1子どもの歯の発達からみたむし歯予防の

視点」を作成している。

　同委員会の委員名は次の通りである。

　委員長・能美光房・副委員長・貴志淳，山田央

・ 委員・大場重信，小泉忠男，高江洲義矩，堀田

幸子，愼仁子，三木とみ子，森本基。

VI　r学級担任のための歯の保健指導」につい

　　て

　「学級担任のための歯の保健指導」は，日本学

校保健会が文部省の委嘱事業として調査研究を行

い刊行したものである、（B5版，176ページ，東

山書房，1，　S80円）

　そのねらいは，文部省が作成した「小学校・歯

の保健指導の手引」に基づき，学級担任の指導に

田　学校施設設計指針の一部改正による「洗口」

　　設備について

　文部省では，うがいをしたり，歯をみがいたり

する洗口設備の教育的意義にかんがみ，昭和53年

10月「小学校・歯の保健指導の手引」を作成した

のを機会に「学校施設設計指針」を次のように改

正し，「洗口」設備に関する事項を加えた、

　学校施設設指針（昭和53年10月改正）

　17．水飲み，洗口，手洗い及び足洗い（抜すい）

　水飲み，洗口，手洗い場等は児童・生徒等の使用に便

利な位置に設ける。

　（解説）

　（1）水飲み，洗口，手洗い．足洗い場等の設備は，児

童・生徒等の日常生活に欠くことのできないものである

と同時に，良い生活習慣の育成のためにも必要である。

　（2）　うがいをしたり，歯をみがいたり，手を洗ったり

することは，保健管理や保健教育として重要であるの

で，水飲み，洗口及びf：洗い設備は児童・生徒等の利川

しやすい位置に設ける。幼稚園や小学校の低学年ては，

これらを保育室や普通教室の中に設けることが望まし
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　（3）足洗い場は．園舎又は校舎の主要な出入口に必要

である。

　（D　水飲み、洗LI及ひ手洗いのための水栓は回転式の

ものとし，1学級当たり水栓数6個以ヒてあることが望

ましい。

　このことによって，学校を新築する場合は，こ

の基準による国の補助の対象とされることとなっ

た

、皿　歯科保健指導車整備事業について

　この事業は，バスに歯科治療設備を施して学校

を巡回し，初期う蝕の処置と歯口清掃などのう蝕

f’防に関する保健指導を行うことを目的とした歯

科保健指導車（いわゆる歯科パス）の整備に関す

る補助事業である、この事業は，昭和54年度から

昭和57年度までつづけられ，次の5道県が補助を

受け事業を実施している。

　北海道　青森県　茨城県　神奈川県　愛知県

　なお，補助率は1／2で，補助の限度額は11，200
T一円×1であった．

提言者・森　本 基（日本大学松戸歯学部教授）

歯科保健指導を中心に進める歯科保健対策

1　むし歯半減運動の展開

　第2次大戦の終ったころ，児童のう蝕罹患者率

は大正7～8年ころと同じ40％程度であった　そ

の直後のう蝕罹患者率のk昇はものすごく6年で

80％に達するというものであった

　この時に日本学校歯科医会は，このむし歯の蔓

延をなんとかしなければならないとして，結核死

亡の’卜減をヒントに昭和30年11Jj，学童のむし歯

罹患の半減を目漂としたキャンヘーンを展開する

こととなった：tこ2が「第1次学竜むし歯半減運

動」である　昭和31年度からの5ヵ年計画の運動

であった。

　この運動が単なる啓蒙運動にとどまらず，具体

的実践結果を求めるものであったことは当時とし

ては画期的であったといえよう、この時期である

から，むし歯処置を中心とした活動であったが，

これが制度や施設の改善へのきっかけとなった一

　第1次むし歯半減運動の最終年，昭和35年度か

ら，むL歯半減運動の趣旨の徹底，普及をはかる

ために「保健教育と保健管理とによって，学童の

むし歯半減を達成した学校ができるだけ多くなる

こと」を期待して「全日本よい歯の学校表彰iを

始めることとなった。

　この表彰を受けられる条件は一全校児ド；量の永久

菌う歯の50％以上が処置を完了している．’という

ことであった。

　昭和36年には，第1次むし歯半減運動の成果を

確認し，第2次むし歯’卜減運動を開始することを

決定した。この時の大会宣言にも記されているこ

とであるが，学校歯科保健の推進における保健教

育の重視を強調している。しかしs運動自体は半

減運動よりはむしろ学校表彰のほうに関心が向き

だした。

　昭和41年度から第3次むし歯半減運動がスター

トすることになったのであるが，半減運動として

の意識は上がらぬまま進められていた感が強い。

学校表彰だけは，順調にのび，昭和42年において

2，000校に近づくという盛況であっだ　しかし，こ

こまでくると学校表彰そのものにいろいろな問題

のあることが指摘されることとなり，連続10年，
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15年は別に表彰するというような表彰活動が中心

となってしまい，処置率を高めるのがねらいでは

なく，むし歯発生をおさえることをもっと考える

べきだとの議論もでてきたのであるが，そのまま

進められた。

　第4次むし歯半減運動は，昭和51年の大会宣言

の中にも盛られているが，児童・生徒の永久歯処

置の状況は改善されてきており，学校歯科保健の

管理と指導の十分な調和によりむし歯予防の強力

な推進が宣言された。

　具体的には，小学校では第一大臼歯，中学校で

は第二大臼歯の新生う蝕発生の阻止に目を向けて

いくことを確認したのである。だが長い間表彰を

中心に展開したこの活動も，実際にむし歯発生阻

IL運動とはならずに経過tることとなってしまっ

た。

　昭和57年の大会で，予防医学の見地から，今後

とも，なお一層の努力目標を設定する必要を認め

るとして「第5次むし歯半減運動」を昭和58年か

ら昭和62年までにスタートさせることとなった。

　この間に，文部省「小学校・歯の保健指導の手

引」の発行，むし歯予防推進指定校の活動，その

上に昭和56年のWHOによる「2000年における歯

科保健目標：の採択など国内，国際的環境の変化

もあって，本格的なむし歯半減へむけての運動展

開となりそうである。それは単なる断面の成績で

はなく，保健指導と保健管理との調和をベースと

して，具体的に児童・生徒の口の中がきれいにな

るように，積極的な学校保健委員会の取組みを確

認して，小学校においては6年生，中学において

は3年生の具体的改善を明示している。そしてそ

れぞれの学校がおかれた環境に応じて到達目標を

定め，計画的で継続的な展開をするようにしてい

る。いよいよむし歯の発生阻止へむけての活動が

始まることとなった。

皿　WHOが主唱するプライマリヘルスケア

　20世紀における自然科学の発達はめざましいも

のがあり，われわ淑の夢であったことの多くが現

実のものとなり，これでもか，これでもかと自然

科学的発見と開発は進んできた一それに伴った経

済的発展もすばらしいものがあった。自然科学的

技術の医学領域への導入もこれまた大変なもの

で，かつては信ずることができなかったことが常

識となってきた、，

　しかし，その反面も見逃がすことはできない．

医学の発展を医療の恩恵として享受できる者には

限りがあり，経済発展の裏には，それに乗りきれ

なかった，乗ることの全くできないグループもこ

の地球上には存在している。南北問題がまさにこ

の例である。

　以上のような背景に立って，人類の健康を求め

てのグローバルな施策の展開が望まれてきた。

1978年9月12日，アルマ・アタに会したiH堺各国

の保健・医療の代表者たちが世界中のすべての人

びとの健康を保護し増進するための，政府，保健・

開発担当職員，および全世界の地域住民による迅

速な行動が必要であることを指摘し，宣言をし

た　これがアルマ・アタ宣言である　ここにおい

て，WHOがいうところの健康の定義を再確認

し，健康が人間の基本的な権利であるとの前提に

立って，プライマリヘルスケアの考え方と展開

を，自助と自決の精神にのっとり進めることとし

たのである，

　1979年WHOの総会において，ブライマリヘル

スケアを核として12000年までにすべての人びと

に健康を（Health　for　all　by　the　year　2000）」

を採択し，すべての加盟国の公式目標となったわ

けである．j

　一すべての人びとに健康を一ということは単に

医学や公衆衛生だけで達成できるものでなく，他

のあらゆる領域の活動と併行し，計画的，継続的

努力によってはじめて実現するものである，，この

「すべての人びとに健康を」の達成戦略としての

基本にプライマリヘルスヶアを位置づけたのであ

る。

III　2000年の歯科保健目標

　ここに1すべてのノ＼ひとに健康を：を歯科の｝’ノニ

場からどのように受けとめたらよいか，こオ1が問



題となる．WHOの歯科保健部は，長年にわたっ

て新しい国際的に用いられる調査法を提案した

り，テータバンクとしての積極的な姿勢を打ち出

してきていた　その上にたって歯科医療制度と歯

科医療関係者および歯科保健状態がどのようにか

らみあっているか，医療社会学的な国際協力研究

が1972年ころから計画されはじめ，1975年に実施

されることになった

　これらの資料をもとに世界のう蝕や歯周疾患の

地図が作成され，新しい資料が出るたびにこの地

図が害き変えられるという状態になってきてい

た　この時にWHOの歯科保健の責任者である

Barmes博士は，先進工業風　中間に位置する

国，途il国それぞれの歯科疾病畦，人的資源など

から，歯科保健1iの到達目標を定め，どのように

進めていくべきかの理論展開を試みていた

　二の理論展開は，あくまてもそれぞれの現状を

ふまえ，しかも実現Fi∫能なM標設定がなされなけ

れば意味のないものてある一Barmes博士のこの

具体的な構想のはじめての発表は東京においてで

はなかったかと思う　それは，1979年国際児童年

に因んで日本歯科医師会が主催した小児歯科保健

・ 医療制度に関する国際シンポジウムにおいてで

はなかったかと思われる　この考えは，その後の

FDIの委員会をはじめ多くの国際会議の中で具

体的な提案がなされ，国際歯科社会の中では2000

年における12歳のDMFTを3におさえることに

ついてのコンセンサスは得られることとなった。

　1981fliWHO総会においてi2000年までにすべ

ての人びとに健康を」を受けて「2000年における

歯科保健目標」が採択されることになった一12歳

におけるDMFTを3にしようとすることについ
ては，すでに基本的な了解を得られているので，

これをもとに各年齢層に広げた目標を作成した。

すなわち，

　目標1　5～6歳児のむし歯のない者を50％以

　　　　　上にする，

　目標2　12歳児の1人平均むし歯数（DMFT）

　　　　　を3歯以下とする，

　日標3　18歳の85％の者が全永久歯を保有して

　　　　　いるようにするL，

日本学校歯科医会会誌52ぢ1985年2月、／23

　H標4　35～44歳の無歯顎者の割合を現在より

　　　　　50％減らす．

　H標5　65歳以上の無歯顎者の割合を現在より

　　　　　25％減らす、

　目標6　歯科保健向上を監視するため資料の蓄

　　　　　磧と解析システムを確立する。

　この目標の1つ1つに解説がついているが，目

標4，5は日本にとってあまり大きな問題ではな

いが，目標1，2，3についてプライマリヘルスケ

アを軸に展開することとなる。

N　小学校・歯の保健指導の手引

　国際的な歯科保健の動きとは別に，児帝のう蝕

になんとか対応しなければならないという動きが

あっだ、もちろん，学校における菌科保健がない

がしろにされていたわけではなくs学校歯科医令

の昭和6年以前においても，学校歯科医としての

活動は行われていたし，その制度化のため大いな

る努力が払われてきた。特に，昭和33年の学校保

建法の成立以後においてはその活動もより賦活さ

れることとなった。

　しかし，学校保健法を基幹とした保健管理の展

開ではその限界は明確であり，先に日本学校歯科

医会の「むし歯半減運動」についてもふれたので

あるが，教育と管理の調和をモットーとした運動

の展開が進められてきた、だからといってその効

果がすぐ現われてくるものではない、，むしろ高度

成長の中で健康を蝕む条件のほうがはるかに強

く，埴も大となる時代であった。う蝕発生という

ことからも例外でなく，努力すればするほどひど

くなるという感じでう蝕罹患の増大があった。い

かんともしがたいというのが実態であったと思

う．こういう時において人工甘味料の廃止，全糖

時代を迎えるにあたってその極に達したともいえ

る。

　この状況下にあって，国会でも児童・生徒のう

蝕罹患が問題となることとなり，歯科保健指導を

学級担任レベルで徹底することにより教育側から

の歯科保健対策の徹底化を図るこヒにな・，た　こ

こで昭和53年q978）に文部省版i・」・学校・歯の保
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健指導の手引」の発行ということになった。

　「歯の保健指導の手’“　一の発行によって，各小

学校における歯の保健指導の位置づけが明確とな

り，年間計画に基づいた実施が一般化することに

なるのであるが，この徹底強化をはかるため文部

省は全国的に「むし歯予防推進指定校」をもうけ

推進活動を展開した　今年は，この制度の3期目

完成の年である　この1むし歯予防推進指定校」

の経験は，実にいろいろのことを教えてくれた。

むし歯予防のための活動を展開することが，いか

にむし歯予防だけでなく，児童の教育上，生活上

に大きな変化をもたらすかということである。学

校教育目標の達成にも大いに関与するということ

から，学校当局の熱の入れ方も変ってきているの

は事実である一これらの成果についてはここで述

べることが主旨ではないのて省略するが，それぞ

れの資料を参考にされたい。

　何が直接的な効果をもたらしたか，つきとめる

ことはできないが，児置の歯科保健行動に変容を

もたらし，現にむし歯罹患の減少が明らかに示さ

れるようになってきた。

　もう…つの点で歯の歯科保健指導の展開をサポ

ー トしたのが日本学校保健会の「歯の保健指導委

員会」の活動であった一この活動の成果について

は後で述べる一

V　学校歯科保健活動の実態

　調査地区は都市地域と農lll漁村地区とにわける

と42％と56％とほぼ半々であるし，学級の編成も

小，中，大規模校が適度に分布しており小学校の

実態を示すものとして適切と考えられるものであ

った。

　「1）　学校歯科医の年齢構成

　学校歯科医は老齢化しているとよく言われる。

それは若い歯科医師が学校歯科保健に関心を持た

ないからだといい，また，若年者からすると老人

が楽しみでやっている雰囲気の中ではやれないと

する両論がある。どちらが正しいかは別として，

学校歯科医の年齢構成を図1に示すので考えてほ

しい．

図1　学校歯科医の年齢構成
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　文部省から1小学校・歯の保健指導の手引」が

出され，歯科保健指導の指針が明らかにされ，む

し歯予防推進指定校が生まれ，モデル校としての

活動が積極的に進められるという学校教育の歴史

の中でも，また，歯科保健医療史の中でも画期的

な活動の展開が始ったといえよう。

　そこで，昭和55年度に全国的な規模で歯科保健

活動の実態を調べ，その成績は昭和57年3月に報

告された、その概要をここに記し，歯科保健活動

の展開を考えてみたい。

　調査は全国・」・学校の1／20を抽出し，1，200校を

対象に〔たものてある。分析の対象となったのは

1，118校である

　年齢不詳が15％イ，あることから全体をとらえる

ことはむずかしいのであるが，50歳代がil，心とな

ってはいる．上記のいずれもが正しくないことだ

けはたしかそうである．

　（2）　学校歯科医の出勤日数

　学校における歯科保健活動が活発になると，当

然のことながら学校歯科医の出勤日数が大となる

ことが予測できる

　ここで学校歯科医の出勤日数の調査結舅ミを図2

に示した　出勤日数としては年間2日力遅，っと革，

多く，ついて8日ないし〉れ以Lの出勤ll数てあ

った　80％以上が年2回以Lの川勤であること4，



　　　　　　　　　　　　　　　　　　I
　　　　　　　　　　　　　　　　　　I
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図2　学校歯科医の年間出勤日数

　i

％

15

10

0

O　　l　　2　　3

　
　且
・
・

　
　
　
　

且
・
　
　［
ロ
・

　

［
U
6

［
U
・

［
且
・

定期健康診断以外の出勤があることを物語ってい

るう　しかし，　0．8％と1よいえ，　1年に1日も出勤

しない学校歯科医のあったことは驚きであった

このような出勤日数があと1日増えることによっ

て，学校歯科保健全体の内容はも’・ともっと改善

されるものと考えられる

　（3）　学校保健安全計画について

　学校保健安全計画はさすがに高く94．2％が行っ

ており，保健と安全をいっしょの計画としている

もの，保健と安全を別々に計画しているもの半々

である．これはいずれもがよいおけであるが，保

健と安全とが別々に計画されてきていることは．

安全に対する認識が高まっていると考えるもので

ある

　保健指導計画も学級指導計画に含めるもの．保

健指導計画が独㍍しているものは半々て，今後に

おいてその性格なり位置づけなりが明確になって

くるであろう　これらの中に歯の保健指導計画が

独立して行われているところが10％あ

り，歯科保健という特殊性から考え　　図3

て，また，むし歯予防推進指定校の成
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　％
果から考えても，これからはますます　　40

独立した歯科保健計画の立案比率が高
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　30
まってくるものと予測できる。

　（4）　学級指導の年間計画

　学級指導計画は各学年とも平均して

組まれているのが実情である。しか

し，図3に示Lたように（これは全学

fトを平均して示したものであるが）1

20

10

0

単位時間と1／2単位時間とては異った傾向を示し

ているが，1単位時間の学級における保健指導が

1～3時間，1／2単位時間の保健指導で4～6時

間がもっとも多いところである。実際には1単位

時間と1／2単位時間とが組み合わされて行われて

いるのだから，かなり実施されていると考えられ

るのである，しかも，これらのうち80％近くが時

間割の中に位置づけているということは，学級指

導への認識は非常に高くなってきていることが想

像できるのである。

　しかし，これで満足してはならず，すべてが時

間割の中に位置づけられ実施されるよう努力はつ

づけられなけれはならない一

　（5）　歯の保健指導項目と学年別状況

　歯の保健指導の位置づけは，それほど，現時点

で明確にはされていないが．実施している指導内

容と各学年での実施比較を調べることにしたい

　実施の状況からみて，児帝の発達段階に応じた

歯科保健指導が進められているように思われる

し，歯科保健指導内容の特殊性のあることも示さ

わている

　しかし，内容と頻度とについてはこれでよいと

きめつけるわけにはいかず，もう少しの検討が必

要であろう　たとえば，　「うがい1についてはも

っはら低学年でとり上げられており．高学年では

50％程度となっている．高学年においては「洗口」

ということになろうが，高学年なりの取上げかた

も重要となってくるはずである

学級指導計画の年間計画回数（全学年平均）

〕〔
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気
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　これからは，具体的に指導内容をどの学年に重

点的に進めるべきか，発達段階に応じた内容の質

と1，1：を倹討し，より確実なものにしなくてはなら

たいだろう

　（6）学校行事としての歯みがき訓練

　歯科保健の推進を考えたときに必ずでてくるの

が「歯みがき訓練一iである．現在，多く行われて

いる学校行事における集団歯みがき指導について

は多く議論のあるところであるが，実施の状況を

考えて，より充実した効果の上がる方法の開発を

考えておかなければなるまい．歯みがき（刷掃法）

は，歯科保健にとってもっとも古い問題であると

同時にもっとも新しい問題でもあるので，どのよ

うに展開すべきであるか十分な検討が必要であろ

う

　それでは，学校での歯みがき訓練の回数はどの

くらいと計画されているかの調査では1回という

のが36．1％であり，4回以上というのはきわめて

少ない一全く計画していないのが0．8％あること

にもいささかびっくりしているが，この数値が年

間1日も学校に現われなかった学校歯科医の数値

と一致していることも興味のあることである

　そして，その実施が6月に集中していることは

予想できることであるが，歯みがきが歯科保健を

進めるにあたって，なんとい・・ても基本となるも

のであることから，少なくとも学期に1同は実施

できるところにもっていきたいと考える

　（7）　学校保健委員会の実態

　学校歯科保健の充実度をみる場合，学校保健委

員会の有無，およびその活動度と人いに関係する

ものである一そこで学校保健委員会についての若

干の調査を試みている．

　学校保健委員会の設置率は64．8％とかなりの高

率であることがうかがえる、学校保健活動には必

須の委員会であるだけに，すべてに設置されるよ

う努力が必要てあろう

　学校保健委員会の開催同数は，年間3回が33％

と学期に1回か≠，乏も多いことかわかった　2

回が23．6％を示し，　1回が1＆7％てこれらで全体

の3／4をしめる。金体を学期1回開催までもって

いくよう努力をしなければならないだろう．それ

にしても開催されなかったのか7．1％，不詳があ

る一tここで不詳はおかしいのて開催されなかった

とみるべきて，開催されなかった学校が10％をこ

すことがわかった　開店休業が1割をこすとなる

と，どうしてなのか原因追求をしてみる必要があ

る。後にも具体的に示すことになるが，学校保健

委員会が定期的に開催されるということは開催さ

れない学校との質的な差異がはっきり出てくるこ

とがわかっている

　歯科保健は具体的でわかりやすいということか

ら，以前から学校保健委員会で積極的に取り上げ

たほうがよいといわれてきた　逆に，学校保健委

員会で歯科保健問題を取り上げたところば学校保

健活動を強く賦活するようになるともいわれてき

た　その事実が多くの事例によって証明されてき

ている

　さて，学校保健委員会でとりトげられている歯

科保健の話題はどのようなものてあるかを調べ

た　たしかに，具体的なむし歯の治療や定期健康

診断結果に関するものが多く，しかも，これらの

話題が即教育につながるものであることはたしか

である

　（8）　歯科保健に関する校内研修

　歯科保健とはだれでも知・・ていそうであるが，

li三確にはなかなかつかめていない／，のである　そ

のためにはセ分な研修をしておかないと学級指導

にあたって困難をきたすものである。

　そこで歯科保健に関する校内研修について調べ

てみたところ，45。8％と約半数の学校において

は，とり上げられていることがわかった。

　研修内容は，歯科保健全般にわたるものである

と考えられるが，おもな内容は歯科保健の基礎が

多いようである。やはり，すべての学級担任が歯

科保健の基礎をきちんとおさえてくれることが歯

fi保健指導の内容を向上させることになるのであ

ろう

　校内研修にあた、て指導者はた2，tであるかにつ

いても調査した　その結果を図4に示したv
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図4　歯科保健に関する校内研修の指導者
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　養護教諭に負うところ大であることが示されて

いる，このような場合，学校歯科医も歯科衛生士

もともに歯科保健の指導者として十分な素養を有

することはたしかであろうが，直接的には養護教

諭が行うことが結論的には適切なのであろうと考

えられる．そうであるとするとわれわれは，今ま

でより以上に養護教諭との情報交換や情報提供を

より漬極的に行うことが重要であることを忘れて

はならない一

M　歯科疾患罹患の状況と評価

一
66£隅鰭歯数・・！・×1・・

健全老率

　　11および66のいずれにもDMFを有せぬ者
　　　　　　　　　　被検者数

　×100

　（1）下顎第一大臼歯による評価

　下顎第一大臼歯のう歯率を図5に示した　これ

ら…連の分布は、すべて個人のものではなく，そ

れぞれの学校の率がこの分布のどこに位置するか

をみて，全体の位置を知り，これをいかに低一ドさ

せていくかの指標として用いるということであ

る、

図5　下顎第一大臼歯う歯率の分布
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　　　　　　ド顎第　　た臼1矯う幽；．

　歯科疾患の罹患とい’）ても，ここでとり上げる

のはう蝕であるが，学校でのう蝕罹患なり処置状

況から，どのようにして学校全体の評価をしたら

よいか全校調査した1，118校の検診データをもと

に示しておきたい。

　う蝕をもとにした歯科保健状態の評価はド顎第

一大臼歯と上顎中切歯の罹患状況と下顎第一大臼

歯の処置率および下顎第一・大臼歯と上顎中切歯の

健康状況から健全者率を求めて評価することが適

切であると考えている。

　計算式は次に示す。

　下顎第一大臼歯う歯率

　　一66の骸骸F歯数一×i／2　×・1・・

　上顎中切歯う歯率

　　一1i’の覆講F騒一×1／2・1・（1

　ド顎第一・大臼歯処置歯率

　（2）　上顎中切歯による評価

　L顎中切歯のう蝕発生は小学校の高学年にな・，

てからであり，口腔内の汚れと関連の深いう蝕の

指標となるものである　ヒ顎中切歯のう歯率の分

fijを図6に示した。

　平均値としては約4．5％であり，最頻値として

は2％あたりである　この例では1％のちがいが

非常に大きな差異を示すものであることを知っ

て，数値の評価をすることが望ましい。

　（3）　下顎第一大臼歯の処置歯率による評価

　下顎第一大臼歯の処置歯率の分布は図7に示し

た，処置歯率は当然のことながら罹患状況によっ

て変化するものであり，この場合も分布はう歯率

と同じ形を示しており，ピーク値や平均値が若干

す淑ているだけである　Lたかって，常にう歯率

と処置歯率の対比の中で比較検討をする必要があ
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ることを忘れてはならない、

　歯科保健指導を始め，う蝕の対策を始めたと

き，まず，変化を示してくるのは処置率であっ

て，それにつづいて目1控内の清潔度，そして，う

蝕の発生阻止という方向を示してくることを考慮

に入れて常に評価をすすめていかなくてはならな

い。

　（4）　健全者率からみた評価

　健全者率は，どの歯の健全状態からでも評価て

きるものであるが，第一大臼歯の場合，就学前に

すでに罹患しているものであり，学校保健レベル

での評価としては必ずしも適切ではない、就学後

の効果判定としては歯に清掃などの効果をみると

いう点でも上顎中切歯て評価することは適切であ

る

　上顎中切歯から求めた健全者率の分lii図1よ割愛

するが，自分の学校の健全歯率を求めて図表にす

ることは，歯科保健指導，歯科保健管理を進めて

いくことは張合もでてくるし，力果的な方法であ

る

Ml歯科保健指導と学校歯科医のかかわり

　第5次むし歯’i～減運動もいよいよむし歯発生を

おさえる方向で活動を開始した　つまり，永久歯

の高度う歯および喪失歯数を現在の1・t2にすると

いうこと，健全な永久歯数を現在より10％ふやす

こと，歯口清掃状態のいちじるしくわるい者を0

とすること，などである　これら具休的な1」標達

成のためには具体的な接近，対応が必要となる．

　具体的な事例としては，昭和53年から行ってき

た之部省のむし歯予防推進指定校の活動実績が多

くの劇実を示してくれている一これらの体験をも

とに強力な推進が期待さカるところである，

　学校歯科保健てあるかぎり，実践活動は学校が

ヒ体的にこれと取り組むものでゐるが．学校歯科

医はどんな役割をはたさねばならないかというこ

とになる一歯科医師としてl！～1門的立場からの健康

診断なり健康相談については，もちろんここで触

れる必要4，ないことであるが，それ以外に養護教

諭との緊密な連繋のLに，卜分な情報交換，情報

提供によって，校内における専門家としての養護

教諭の活動を強力にサポートしていかなければな

らないであろう。全国調査の成績からみても校内

にあ・，て養護教諭がいかに毛要な役割を演ずるか

理解できるはすである　たとえば，日本学校保健

会編の「学級担任のための歯の保健指導」にして

も，学級担任のために害かれたものであっても，

実際には養護教諭の介添が必要なことが多いので

ある。

、皿　ライフサイクルの中での歯科保健のとらえ

　　方

　人問は誕牛から死にいたるまでの間，いろいろ

な肉体的、社会的な発辻へ・発展のr時期を経て生き

っづける。特に，乳幼児から成人にいたるまての



間は肉体的成長のたきいときてあi）　，それぞ21の

発達段階をよくとらえておかないと対応を誤るこ

とが少なくない

　歯科保健，特に歯科疾病を考えた場合，歯の萌

出時期，歯列形成の時期，比較的う蝕の多発する

時期，それぞれ特長のある時期をとらえた適切な

対応が必要となってくる　年齢に応じた対策をた

て，実行することがライフサイク・しに応じた歯科

保健の推進ということになる　しかも，予防を考

える場合，歯の萌出時期をのがしてしまうと手の
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うらかたが金然ちが・ノtてしまら二とにノcる

　疾病」㌔防というのは，理屈ではわかっていても

なかなか実行にうつすのはむずかしいものであ

る　そのためには個人が行うのではなく周囲の人

間との協力関係の中で実施するとよいと思う

　従来，歯科保健の推進に関しては，日では言わ

れてきたが，実際行動にはなかなかいたらずにき

ている　そこで，地域ぐるみの中で発達段階（年

齢、に応じた対策に従事することがもっとも基本

的で進歩した方法ということになる

提言者・高江洲　義　矩（東京歯科大学教授）

学校歯科保健と地域歯科保健活動の連携

1　学校歯科保健の課題

　1980年代のわが国の学校歯科保健の課題は，多

面的な様相を「罷してきた

　これを，歴史的にみると，学校歯科保健の円熟

期とみるか，あるいは経済生活と文化史的な観点

から安定期における発展段階とみるか，それぞれ

の見解があろう。

　一方，1978年の1ア・レマ・アタ宣言」以来，

WHOの健康指標による世界的動向の影響が，大

きくわが国の学校歯科保健iの現状に働きかけてい

ることも否めない事実である，

　さらに，厳しい現状分析からみると，20世紀後

半からいちじるしく変化してきた加工食品の氾濫

と，それらの食品の摂取に依存していく傾向にあ

る生活態度が，子どもたちの健全な成長発育にな

んらかの影響を学えていることが警告されてい

るc

　このような時期に，学校歯科保健の課題である

「むし歯予防啓発推進’ll二業1の意義を深く考えて

みる必要がある一

　この事業の根底にあるねらいは，セ・レフケアと

ホームケアの啓発であり，そのためには学校と家

庭との連携をどこまで発展できるかにある，

　従来も，わが国の学校歯科保健においては，学

校と家庭との連携が重視されてきたが，それは主

として未処置歯の治療促進として行われてきた，

　昭和30年から始った「むし歯半減運動」がその

契機となって，昭和50年代に入ると，小学校で処

置完了歯率が50％を越えるものがほぼ半数に達し

たとのことが，当初の目標達成を認めることがで

きる段階（2次予防のレベル）となった。

　しかし，この時期にきて，新たな課題を認識さ

せられることとなった。

　その一・つは，未処置はたしかに半減していく傾

向にあるが，う蝕経験caries　experienceを示す

「DMF．1でいうと「D」の量が一F二側に移行するこ

とで，DMFそのものの半減がみられないばかり

か，全國的にはむしろ，まだ増大していることで

ある

　そこへ，昭和55年前後からWHOが提II昌する

112歳児でDMF　3」の全世界的スローガンが浸

透してきて，日本の現状がその約2倍に近いDM

F5．9（昭和56年歯科疾患実態調配）を示すこと

から，本来のむし歯予防（1次予防のレベル）が

再検討されることになった一

　ただし，WHOのDMF　3とわが国の歯科疾患
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実態調査のDMF5．9は直接比較でぎる　（’　compa－

rable）テータではない

　WHOのう蝕検出基準は．明らかなう蝕症状と

するclinical　cariesであり，わが国のう蝕検川

基準による資料のおもなものは，sticky　fissure

を含めたC1（学校歯科健診）およびCoを含む4，

の（歯科疾患実態調査）である。

　WHOのう蝕検出基準はあくまで世界的な地域

比較のためであり，これによって歯科領域におけ

るフライマリヘルスケアの世界的な推進をねらい

としているものである（1次，2次，3次予防を

包括したもの）

　一方，わが国の従来のう蝕検出基準において，

C2～C4は2次および3次予防レベルにおいた判

定であるが，C1（学校歯科健診），　Co（歯科疾患実

態調査）の設定は，本来の1次予防レベルのむし

歯予防に有効に用いられるべきものといえよう、

　したがって，う蝕の検出基準には，（1）本来のむ

し歯予防を前提として，初期う蝕の検出（Co，　C　1）

に重点をおく場合と、・2地域比較のため，あるい

は国際比較のための明らかなう蝕clinical　cari－

es（WHO基準。わが国のC1が一部入るもので，

ほとんどがC2以上）をとる場合がある。

　もっとも，Co，　C1の初期う蝕の検出は，熟練

者による診査に基づかないと，集団検診時におい

ては検診誤差が大きい。その点では，WHO基準

のほうが検診誤差がきわめて小さいことは明らか

である

　今後の学校歯科保健において，う蝕の診断デー

タの解釈と，その検出方法の検討をする必要に迫

られている

　次に，わが国においては，この10年近い問に歯

科医師の増加がいちじるしく，従来の歯科治療の

受療状況が大きく変化してきた。昭和48年度の資

料によると，歯科医師対人口比は全国平均で1：

2688であったが，昭和57年では1：2033となり，

1人の歯科医師の受持人口が約24％減少したこと

になる。

　これをいくつかの地域を例に挙げてみると，岩

手県で1：3663が1：2174となり40．6％減，千葉

県で1：3367が1二2119となり37．1％減，東京都

は1：1580が1：ll56となり26．8傷減と全国平均

に近い、

　愛知県では1：2740が1：1938となり41．4％

減，鹿児島は1二4132が1：2833となり31．4％
減．

　例外として，沖縄県では1：10688が1二4219

となり60．396減となっている，

　この数字の変化から直接的な関連は得られない

にしても，歯科医師の増加に伴って，1人の歯科

医師の対象人口が減少してきた，それだけ国民が

歯科医療に容易にかかれる状態に近づいたことに

なる、

　歯科医師の増加率におきかえてみると，この10

年間で全国平均では32．3％増，岩手県で68．5％

増，千葉県で58，9％増，東京都は36．6％増，愛知

県で41．4％増，鹿児島県で45．9％増，沖縄県では

152％増ということになる。

　過去においては，学校歯科保健の現場で治療勧

告書を出しても，学竜がなかなか治療を受けられ

ないという状態が，地域によっては顕著であっ
7：　一．

　現在ではその点に関しては相当に解消していく

傾向にあり，この速度では今後10年を待たずに，

わが国の現状は北欧四国なみか，それ以上の変化

が予測される。

　ちなみに北欧のフィンランドでは，1984年の現

在で歯科医師対人口比が1：1080となっていて，

政府の担当官の話では，現在の歯科医療の形態で

はこの比率が限界であるとのことである。

　しかしながら，わが国においては，前述のよう

に，歯科医師対人口比については地域差がいちじ

るしく，過疎地は過疎地，へき地または辺地は，

いつまでもそのままの状態で放置される懸念があ

る．歯科医療施設の地域偏在の解消とその対策は

今後の大きな課題である一

　いずれにして，従来の学校歯科保健において

は，学校と家庭および地域の連携として，学童の

歯科治療の受療向上（従来のむし歯半減運動の主

旨）が主眼であった。つまり2次予防および3次

予防中心であった。もっと詳細にみると，DMF

の「D」を「F」に転換するだけで精一杯であったと
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　今IKは，1次j”防を｝モ体とし，　DMFそのも

のを低ドさせる方向に学校歯科保健の課題が向け

られることになるr

lr　わが国の地域特性と集団特性

　わが国は地域特性に富んだ国一liである　北から

南までの国土の分布の長さと沿痒海域を含めた広

さは世界一一である一世界的にみても南米のチリと

並ぶ緯度の長い国である一そのうえに，多島国で

あり，ほとんどの居住地域が沿岸と川野にある一

欧米諸国とは，かなり異なる地域特性を持ってい

る一

　さらに，わが国における技術革新の波は，短い

年月の問に急激であり，ある意味では，L．　Wirth

のいうurbanism（都市化）の現象が強くみられ

るのが1960年以後の姿である。この影響は，ある

地域の集団特性にも反映されている。

　このように学校歯科保健の動向をとらえる場合

にも，わが国の地域特性と集団特性についてぽ充

分に考慮していかなければならない　とくに，あ

る地域で歯科保健活動を進めていく背景には，こ

の地域特性と集団特性が深くかかわりあっている

ことを認識しておく必要がある。

　たとえば，北海道，東北，信越地域ては，冬期

間における日常の生活様式と行動様式が九州南

部，奄美，沖縄と異なっている。

　一方，大都市圏内の関東，東海，近畿の人口密

集地域における児童生徒の生活行動様式にも大き

な変化がみられる　このような特性は，欧米の諸

国の様相と比較するとかなりの特異性を示してい

るといえる。

　従来，わが国で北欧の福祉保健問題を論ずる場

合で＃、　，その基盤となる人口規模と居住形態（集

団特性）と地域の広がり，および文化経済交流の

密度（地域特性）を論旨からはずしておいて，そ

の制度と成果だけを紹介していることが多い。

　スウェーテンを例にと’、てみても，約45万km2

（わが国は37万km2）の国一Eに850万程度の人rI

で，東京都の人口以下であり，フィンランドにし
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ても33．7　Ji　km　L’の国iiで．480万程度のノ＼rl「f’

葉県な入の人IDて、ちる

　わが国の地域特性の一つに，過疎地の問題があ

り，その中でも北海道，本州，四国，九州の四島

の陸地内における過疎地は交通網の開発によって

発展と変貌が入られるが，離島，へき地（長崎県，

沖縄県に多い）の’il：情は，容易に解決し得ない問

題をかかえている、

　このような地域における歯科保健は，特別な対

策が必要である　今後，歯科医師増の傾向がみら

れても，離島へき地の歯科医療嘘輩情は，人口規模

から考えると，　・向に改善されそうにもない。

　最近のわが国の集団特性としては，日本住宅都

市整備公団などの団地居住性の形態が拡大してき

ていることが一つの特色として挙げられる（ニュ

ー タウンと呼ばれる居住形態も同類）　それとと

もに企業に結ばれた居住地区の拡ノ（も局地的なが

らみられる、

　これらの集団特性は，比較的大規模人口を基盤

にしていながら，まだコミュニティ形成までにい

たらず，まさに発展途上的な　いびつ1な居住性

を示している，

　A．Hilary（1955）は，94通りのコミュニティ

の規定分類から，コミュニティの主要素として，

①地域（area）②共通の連帯（common　tie）③

社会的相互性（social　interaction）にまとめてい

る　この中でも，共通の連帯と社会的相互性が本

来のコミュニティとして重要であり，このことは

R．M．　Maclver（1924）の“Community”の中

でも，共同性であって，地域性ではないとしてい

る．

　しかしながら，わが国の現状をみると，この共

同性の実態があいまいとしながらアーバニズムの

進行とともに集団居住の実態が変貌していくよう

にみられる。

　これらの現状が，ときに地域歯科保健活動の中

で学校歯科保健を展開していこうとする場合に当

面する問題である。

　試案として，今後，学校歯科保健活動を進めて

いくLで，行政区分けだけでなく，地域特性およ

び集団特性の面から分けたブロック別の推進事業
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を加味していけは，将来，コミュニ

ティ単位の地域歯科保健活動の中て

さらに発展していくのではないかと

考える。

田　歯科保健活動の組織づくりと

　　その展開

図1　歯科保健活動の進め方

　歯科保健活動のかなめば，よい指

標を持つことであり，よい指標と

は，活動開始して数年後（むし歯の
よう嫉患の場合は）1こ効果が確瓦思　了甥1，

できるものである．その場合，計量　　　　　｛

化できる指標がわかりやすい。これ　　　31

らの指標達成のために計画立案する　　　4、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5｝tl　；’
わけだが，そのためには組織力を持　　　　　J、

たなければならない．望ましい組織

構成は図1に示したものが一例である。

　地域歯科保健活動においては，従来の学校保健

委員の構成の中に保健所要員を加えることが，一

厨効果的である　むし歯り患の現状をみても，乳

歯う蝕の減少を図らなけれぱ児童生徒の永久歯う

蝕が本質的に減少していかないことは，これまで

のデータがよく示している。

　立案された計画を実施していく場合に，その成

果は受益者側（児童生徒および住民）と実施者側

（専門家）の両者にとって達成した価値が，分か

ち合えるもの（shared　value）でなければならな

い、そのために実施後の評価の内容が理解しやす

いものでないと，…方的になって歯科保健活動が

定着していかない．

　達成された評価が，単に教育的であったり，抽

象的であったり，あるいは努力した行為を単に表

彰したり，褒美をあげたりするようなものでは，

やがてマンネリズムに陥ってしまう評価は，で

きるだけ疾病予防のための保健行動による科学的

なデータに県つくもので表現することが望まし
い，、

　受益者側と実施者側は，この科学的なデータに

基づく評価を認識できた場合には，それはこれま

でにない新しい発見であり，新しいことを成し遂

　　　　　　　　　　　　　掌校歯科保健の組織構成

　　　　　　　　　　　　1．学校保健会1各部会・

　　　　　　　　　　　　　　1：灘〉一一一フ・

　　　　　　　　　　　　H．学校：校長、保健主事、養護教諭、
　　　　　　　　　　　　　児童・生徒代表
　　　　　　　　　　政　　　　　　　　　　　　田．教育委員会、県市町村行政保健担’li

　　　　　　　　　　　　　者
　　　　　　　　　　　　へ、児ri1生徒の保護者！℃表
　　　　　　　　　　　　　地区代ノ、・地域祉会関係者・

　　　　　　　　　　　　　コ丸，㌧一ティ単位
　　　　　　　　　　　　、．保健所1技術協力クルーフ）
　　　技術　　　　　　　　　、1．その他の技術協力クルーフ

　　協力男・－r／　　　　　　　　　　　1た学、研究機関、情報・資料処理
　　　）　　　　　　　　　機関，
　、1ま一c！）各凝Lギ哩lL・機関ゴ∴連ギ各、連係を円滑．二進める

　らの組裁こ、活1’｝化Lな、㌧．ば、車；．る行・1‘的な現象に陥・〕やすい　いかにし

活わをラえるひ　1ゐF‘ひ責f十．り提fj≒を爵：．こ’1’る二とが効果的であるか、かなめ

　ヘ　ニあり、f鴇建に携わるノ＼．りハーソナリ・’｛である

愛益者側1児唾1生1・しお3、び地域住民・の保健意識・保健行動を常に、凋査Lでおく

　7．ノ’把握

ご㍗）セ1理傷二応答Q＆Al〃式の情報力交流をftbEする二
取後，二、tてt、重装な活件化の手段，ま、経年的に歯科保健の評価ノー一ノノ伺て

　乏読者と蔦施者闇のノ・－　t・　”機i構の効率を図ることである

げた創造性（creative）のある喜びであるはずで

ある．このようなアプローチは，決して新しいア

イデアによるものではなく，教育の基本原理に基

づくものである。すなわち，　「問題発見と問題解

決能力」の原則である

　このようにshared　valueとcreativenessに

めざめてくれば，受益者側は，もはや単に参加す

るだけでなく，積極的な参加commitmentを示

すようになる．それは実施者側でも同じ反応が現

われて，次の創造性と価値観へと向上していく。

　従来の伝染性疾患に対する疾病予防が主体であ

った学校保健では，このような側面はあまりな

く，またそのゆとりもなかった。実施者側が一方

的に疾病予防に取り組まねばならないほどの緊急

性があったといえよう．受益者側はその恩恵の意

義をあとになって理解してもよいほどの緊急性が

あったともいえる，　・般に予防接種などにはそう

いう側面がある．

　しかし，むし歯のような日常の生活様式に深く

関連する疾患の場合は，受益者側と実施者側が互

いに理解し認識し合いながら進めていくべき性質

のものである。そして一気に予防していくもので

はなく，段階的に進めていくべきものだと考え

る。



　地域歯科保健活動のかなめは，よい指標を持つ

ことであり，組織力を持つことであると述べた

が，さらに組織に活性をケえることが重要であ

り，もっとも電要なことは，それがその地域に定

着していくものでな：ナればならない

N　むし歯の夕一ゲット予防

　むし歯は，その発生機序から没ると，3つの要

因に対する予防の方法がある

　第1　歯質を強化すること

　もうすこし実察灼にいうと，エナメル質の表層

の酸抵抗性あるいは抗う触性を高めることであ

る

　これにも＝．つのステップがあって，その一つは，

歯の形成期の頃から歯質強化していくことで，永

久歯の場合は出生時から始まる一これを萌出前の

歯の成熟pre－eruptive　enamel　maturationシ

呼んでいる　この時期に効果的な方法は水道水フ

ッ化物添加の方法である

　川生時から飲料水のフッ素濃度が0．6～1．O

ppm程度の水を飲んで育ったr一どもたちの永久

歯は萌出前にすでにある程度の抗う蝕性の歯質を

持っていることになる　この時期の効果的な方法

としては，この水道水中の至適フッ素濃度による

以外には，科学的に認められていない

　もう一つは，歯が萌出してから歯質を強化する

ノノ法で，これには、フッ化物歯面塗布法，フッ化

4勿洗II法，フッ化物入、り歯’磨剤の1吏用などが爵，

る　学校歯科保健の場で応川していくにはフッ化

物洗口法などがもっとも適している

　このフッ化物洗口法は，1エナメル質表層の酸

抵抗性，2歯垢中の酸産生抑制，3エナメル質表

層の再｛i灰化現象remineralizationなとの利点

を持・）ている

　歯の萌川後のエナメル質表層が成熟していくの

で，こ2tを歯の萌出後成熟post－eruptive　ma－

turationと1呼んでいる　だいたい萌出後5年間

を要するとされている　フッ素は，この萌川後成

熟をさらに強化することになる
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　第2　歯のまわりの歯垢をできるだけ取り除く方法

　これば歯みがき行動による方法である　　・般

に，歯口清掃法あるいは単に刷掃法とよんでい

る　プラークコントロールの1方去である

　従来．学校菊科保健で1魚焦的にやってきている

方法であるが，次に述べる間食の摂取制限や歯質

強化と併行してやらないと、これだけでix　なか

なか効果が確認しにくい　 しかし，［歯み．がきは

むし歯予防だけでなく，中学生以降の歯周疾患の

ア防にもっとも有効なノ∫法であるので，その1面値

はノ｛いに「貢視すべきてある

　第3　ショ糖を多く含んだ菓子類または清涼飲料水

　　　　など間食時にとリ過ぎないようにさせる方法

　これは特に歯みがき指導と併行してやることが

よい

　むし歯予防には，以1：の3つの方法があるが，

実際には，どの時期にどの方法を重点的にやるか

が重要である．

　むし歯予防は，歯の萌出時期にあわせて行うこ

とが効果的である

　乳歯であれば，ヒ顎の乳前歯の萌出したころ，

1～2歳の問に，この乳前歯にう蝕を発生させな

いように母親が気をつけることである．乳前歯に

う蝕が発生しなけ’れば，その次に起きる乳臼歯の

う蝕発生は4～5歳のころの治療で抑えることが

できる　乳歯う蝕のひどかった頃は，1～2歳で

ト顎乳前歯がすでにう触となり，3歳時では乳臼

歯まで広がっていることがよくみられた．

　永久歯については，5～6歳ころから萌川して

くる第一大臼歯のr防から始まるが，現状では，

小学校入学時にすでに20％程度がう蝕になってい

る　この歯の」㌻防のためには，幼稚園児を対象に

歯7・がきと歯質強化のf段を強化すべきである，

　小学校児童の口の中て，第一一・大臼歯に次いで，

むし歯罹患の高い菌種は，L顎切歯（中切歯・側

切歯の4歯）である

　この歯は，小学校3年生ころから生えそろって

きて4年生ころになると，100％近くの萌出率と

なる　そのころま一’．一は，このll顎切歯群にも萌出

1白：後であるので，まだむし歯の発生がみられない
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カ；，　ノ」・・’」∫二杉と6f昇コ三力・ら1一い”｝く確交1～2

年にかけて急激にむし歯の発生率が

高くなる

　わが国の学竜のlDMF」が高い

理山も，このL顎前歯部のむし歯発

生が高率であることによる

　二のヒ顎前歯部は，fどもたちに

とっては，自分の目でみやすい歯で

あり，しかも鏡でみながら歯みがき

をすることができる利点を持ってい

る。子どもたちの形成学習にも適し

ている。そして他の歯よりも．もっ

ともみがきやすい歯であり，さら

に，歯みがきの効果がもっとも確認

しやすい歯である一

表1　学童の学年別による歯種別DMF歯率（％）　（フッ素地区と非フッ素地区

　　（対照）の比較） 藻
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　小学校の歯科保健では，下顎の第一大臼歯（2

歯）とL顎の中切歯・側切歯（4歯）をむし歯予

防のターゲット（標的）とする。

　表1は，北津軽の天然フッ素地区の学童と対照

としてフッ素地区でない学童（1年生～6年生）

の歯種別DMF歯率を示したものであるが，この

数字は，むし歯予防の評価をする際に，参考にな

るデータである。歯の萌出に伴って，歯種別にむ

し歯の罹患状況がみられる．どの程度まで，むし

歯予防が可能かを知ることができる。欧米のデー

タも，この数値（F地区）にほぼ近い。

　とくに，小学校6年生の数値をみていただきた

いが，下顎の第一大臼歯については，一般的には

DMF歯率が80％程度である　この歯に予防を強

表2　1人平均う歯数（DMFT指数）

化しても60％までしか低下しない。

　それにくらべて，1：1顎の切歯群では，一般的に

DMF歯率が10～20％程度であるが，予防の可能

な限度としては，5～0％以下に近づけることが

できる。

　表2～4は岩手県松尾村におけるむし歯予防活

動10年のデータである、，資料は，　「松尾村歯科保

健活動10年の歩み」松尾村保健センター（昭和59

年3月発刊）の報告淋から引用させていただい

た。

　10年近い年月で，この地区の乳歯う蝕は着実に

減少してきた、小学校学童の永久歯についてはD

MF指数に，わずかながら減少傾向がみられる。

歯種別のデータがここに引用できないのが残念で

あるが，表4の中の（2～2DMF歯率）の欄を

学　年

小　学

中亭

年度　　50 51 52　…　53 54 55

　　　　　　　0．31　　i　o．52　　1　0．55

　　5　　　　　1
　　　　　　　1．221．26　　1　0．64

2．12　　　　1．81　　1　1．43

2．44　　　　2．67　　　　2．59

4．02　　1　3．36　　　　3。78

　　　4．73　　　　4．104，44
　　1－一　一一　＿．
6．57　　　　5．26　　　　5。83

6，34　　　　6．96　　　　6．19

7．56　　　　6．53　　1　7．73
　　　1　　　　　　　　　　　1

56

1　　0．70

2　　　1．43

3　1　1．87
4　i2．64

　　
5　　3．30

6　13．87

1　　　　－

2　　　　－

3　1　－
＿　　1

0．62　　　　0．74

1．33　　　　1．48

2．31　　　1．61

2．78　　　　3．07

4。17　　　　3．67

4．3315，51

こ」＿一＿

　0．47

　1．26

　1．80

　1．69

　3．08

14．38

4．84

6．93

7．60

57

0．63

1．07

1．99

2，39

2．36

4．38

5．08

5．70

7．60

58

0．44

1．19

1．87

2．70

2．85

2．90

5．16

6．59

6．88



表3　小学校1年生の乳歯う蝕状況

年度　・

　50
　51
　52
　57
　58

区分II人・ド均
　　　う　歯　数

10．23

10．05

10．72

9．20

8．77

表4　松尾中学校う蝕状況

馨r謄C・の割合
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％ 15．9％
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　　学年1喪失歯率
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　　53　　　　　　　7．4　　13．4　　15．2
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図2　PMA　Indexの推移（松尾中学校）
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みれば明らかに上顎前歯部のむし歯が中学生（12

歳児）で減少していることが認められる。

　この地区はフヅ化物洗口を行っていないが，こ

れにフッ化物洗口が加わると，上顎前幽部のむし

歯はほとんどゼロに近づく　同じく岩手県の花巻

市の太田小学校はフッ化物洗口実施校であるが，

ここでは上顎切歯のむし歯はゼロに近い。

　図2は松尾地区の中学生の歯周疾患の減少傾向

をPMA　indexで示したものである　歯みがき

指導の効果が中学生で明らかにみられる。

V　むし歯予防から生涯保健へ

　図3と麦5は，むし歯j”防からスタートする歯

科保健が，生涯保健へつながるためには，　「咬合

機能の維持、という重要な課題があることを示し

たものである。

　むし歯予防は，学校歯科保健の究極の日的では

ない　歯科保健の単なる導入部の「1標にすぎな

い．今から1』数年前，むし歯り患の嵐のころ，こ

のような発言をすれば，おそらく大言壮語ととら

れたであろう，今，むし歯に対して減少傾向がか

すかに見えはじめたときになって，今後の歯科医

師の治療対象は何であろうかということが話題に

なっているようであるが，これからが本来の歯科

医療の確立の時代に入るものだと予見している。

そして，むし歯予防がようやく国民に定着してい

く時代に入るようになったということである。

　学校歯科保健の本来の目標は，「il常な咬合形

態による1咬合機能の維持一」にある、このことが，

歯科保健という局部の領域が全身の健全な発達お

よび健康の維持増進と密接につなが・，ていくこと

を認識できるようになることである。

　長寿の意義が問われるような時代も到来してき

た　生体の機能維持のための歯科保健の重要性に

人びとはこれまで以上の認識と関心を寄せること

が遠からずして目前にきている。
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表5　むし歯予防から生涯保健へ

　　一年齢集団別による歯科保健指導の課題一

対　象
年齢群

1　　0－2

2　　3－5

3　　6－8

4　　9－11

標　的
年　齢

　1．6

3

6

11

512－14　12
6　　15－17

7　　18－24

　　17
　　　　　　　　

　　20

8　　　25－34　　　　25

935－44　35
10　　　45－54　　　　45

11　　　55－64　　　　55

12　65＜ 65

健　診　実　施

1歳6。月児健詞

　3歳児健診

小学校健診

　中学校健診

高等学校健診

職域健診

ライフサイクルと
しての保健制度

母子保健

学校保健

職域保健

老人保健

歯科保健からみた予防のターゲット

r

l上顎切歯，う歯率→ゼロに近づける

　　う歯保有者率　→40％以下｛
　　1人平均う歯数→3歯以下
　下顎第一大臼歯のDMF歯率：5％以下t（歯列矯正）　　一一一　　一一一

ほ瀦粛繍躍鷲課％以下
雛難蹴（歯列矯正）一一

防予
防

る
予
一

す
る
対
す
に
対
患
に
疾
歯
周
失
歯
喪

歯周疾患者率：30％以下

1人平均

喪失歯数．3歯程度

耀難橋融綴歯の）

質問　山形県・阿部

　昭和46年日本歯科医師会はフッ素の応用に関す

る手引書をだした一それが7年後に甘味食品の制

限ということでPRをしている。このことは，フ

ッ化物の応用，とくにフッ素洗口法推奨の一歩後

退ともとれるが，そのあたりを確認したい。

　私は数年前，学校内でフッ素洗［を児童に実施

したことがあるが，これの理想的な方法を教示し

てほしい

応答　高江洲

　フッ化物の応用，とくに洗口法を児童に応用す

る場合，保健教育という意味から十分時間をかけ

て，自分の歯は自分でみがけるという態度それ

に食生活の面について，保健指導を行い，それら

が完全な状況になってからフッ素洗rtを行うこと

がよい一t

　いきなり，フッ素洗rlに入っていくことは，好

ましいことではない。

シンポジウム　まとめ

座長　日本学校歯科医会常務理事　榊原　悠紀田郎

　　　愛知学院大学教授・日本学校歯科医会学術委員長

　フッ化物応用，とくに洗口法に関して山形県の

学校現場の阿部先生からの質問は大変重要な問題

であります　フッ素の問題については別の機会を

設けて，卜分に時間をかけて発言をしていただく

ことにしたほうがよいと思われます

　それでは本日のシンホシウムの4人の提言者の

先生方のこ発言をまとめてみますと，次のように

なると思います，

　杉浦先生は，学校歯科保健の歴史的な流れ，と

くに教育の面から保健管理の重要性に進み，さら

に保健指導へと進展してきた。現状の養護教諭

教員について歯科的な問題点について，学校歯科



医のはたす役割は大きく，かつ重要なホイントで

あると述べられた

　現場的にいえぱ，検査の基準とうについても検

討が加えられるべきであろう

　吉田先生は昭和53年文部省から1：1」行された一小

学校・歯の保健指導の手引」から始まり，保健指

導とくに生活指導を中心として、歯を教材とし

て，児童の健康につなげていくことを中心として

話題を提供された

　そして大きな効果をあげ，これをさらに継続し

ていくための事：業にふれられている

　いずれにしても各事業がつづけられていくこと

によって，歯科保健の問題が，大きな飛躍をとげ

るだろうし期待される

　森本先生は世界的視野にたった歯科保健動向に

ついて，これが日学歯の行う「第5次むし歯半減

運動二とどのようにむすびつくものか．
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　12歳児のDMF3以下の問題について実際的に

どのような歯科保健活動によって達成されるかに

までふれられた．

　高江洲先生は，地域特性を把握しながら，ライ

フサイクルのなかの学校歯科を考えた一

　そして全体のなかから，ターゲットをどこに絞

っていくかを説明された

　4人の先生によってうん蓄を傾けた提言の発表

があったわけであるが，なにしろ時間不足によっ

て，フロアーからの意見を充分くみあげられなか

ったことは残念でした

　しかし参加された人びとは，このシンポジウム

のなかから，何かをつかんでいってほしいもので

あり，さらに明日の一むし歯予防啓発推進実施地

域一による，実践事例発麦へとむすびつけること

を願ってやまない。
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大 会　式　典

昭和59年9月29日

受付　9：00　開会　10：00～11：45

1．開会式

　開会宣言　　　山形県歯科医師会副会長　佐藤裕一一

　国歌斉唱

　学校歯科の鐘槌打

　　　　　　　　　山形県歯科医師会会長　矢口省F三

　開式のことぽ　　山形県歯科医師会会長　矢口省三

　挨拶　　　　　　日本学校歯科医会会長　関口龍雄

2．表彰式

　感謝状贈呈　　　Ll本学校歯科医会会長　関口龍雄

　　　　　　　　　　　　　前回開催地代表　西沢正

　学校歯科保健推進モデル校表彰

（1）審査報告　　日本学校歯科医会副会長　坂田三・

②　賞状授与　　　rl本学校歯科医会会長　関口龍雄

（3）受賞校代表謝辞

　　　山形県大江町立本郷東小学校校長　和田憲太郎

　奥村賞

（1）審査報告　　　　奥村賞審査委員　榊原悠紀川郎

（2）賞状授与　　　目本学校歯科医会会長　関口龍雄

（：S）受賞校代表謝辞

　　　　　　長野県岡谷市立長地小学校校長　村松淳

3．祝辞

」
帰
匿
0
0
0

祝電披露

黙祷

　　　　　文部大臣　森喜朗

　　　　厚生大臣　渡部恒：こ

　　　山形県知事　板垣清一郎

　　　　　山形市長　金沢忠雄

日本歯科医師会会長　山崎数男

　日本学校保健会会長　束俊郎

　次期開催地決定報告

　　　　　　　　　日本学校歯科医会会長　関口龍雄

7．学校歯科の鐘引き継ぎ　　　　　　山形県→奈良県

8．次期開催地代表あいさつ

　　　　　　　　　奈良県歯科医師会会長　榎本哲夫

9．閉式のことば　山形県歯科医師会1訓会長　佐藤裕一

　　　一昼食・映画上映一　11：45～13：00

10．記念講演　13：（X）～14：00

　　動物賛歌一母と子の心のふれあいを求めて

　　　　　　　　　　　東武動物公園園長　西山登志雄

　　　　　　紹介者　山形市歯科医師会会長　大浪美正

11．実践事例発表　14：00～15：00

　　　埼玉県におけるむし歯予防啓発事業

　　　　司会者　　　日本学校歯科医会理事　能美光房

　　　　　　　　　　むし歯予防啓発推進委員会委員長

　　　　　　　　　　　　　　　　　東京歯科大学教授

　　　　発表者

　　　　　埼玉県　蓮田市立黒浜中学校校長　重盛三夫

　　　　　　　　　秩父市立西小学校校長　小見山憲彦

　　大宮ih’幼児教育センター付属幼稚園教諭　門倉晴子

　　　　　　　　　一休　憩一

12．全体協議会　15：20～16：00

　　司会者　　　日本学校歯科医会常務理事　川村輝雄

　　議長団　　　　日本学校歯科医会副会長　加藤増夫

　　　　　　　　　　　　　　前回開催地代表　西沢正

　　　　　　　　　　　　　次回開催地代表　榎本哲夫

　　　　　　　　　　　　　今回開催地代表　矢口省三

　（1）報告・第47回大会採択事項の処：理報告

　　　　　　　　　　福岡県学校歯科医会会長　西沢正

　（2）議案

　　　第1号議案　教職員の学校歯科検診の強化徹底に

　　　　ついて　　　　　　　　鹿児島県学校歯科医会

　　　第2号議案　学校歯科健康診断時における環境整

　　　　備について要望する　　　宮城県学校歯科医会

　　　第3号議案　学校給食後の歯みがきの徹底方につ

　　　　いて行政指導を要望する　宮城県学校歯科医会

　　　第4号議案　第5次むし歯半減運動の強力な推進

　　　　を要望する　　　　　　　　愛媛県歯科医師会

　（3）大会宣言　　　山形県歯科医師会理事　相馬昭一

13．閉会　　　　　山形県歯科医師会1刮会長　佐藤裕一
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昭和59年度学校歯科保健推進モデル校受賞校一覧表
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葎日出，九条北

妻鹿，瓦林．

塩屋

南方

小谷

赤江

埴生

滝宮

ド朝

北原

萩原，荘島，椋谷

警固

E名

城南

桃原

第26回奥村賞

　これは，故奥村鶴吉先生のご遺族力、らの寄付金

を基金として設けられたものである。

　当初は本会とは別に奥村賞審査委員会，奥村賞

基金管理委員会があり，審査・表彰の運営にあた

っていた　しかし，本会が社団法人になり，奥村

家直系のご遺族が逝去されるなどのことがあっ

て，昭和53年に一切の運営，管理が本会に移管さ

れ現在にいたっている

　学校歯科保健のノーベル賞ともいわれる「奥村

！狛と「奥村賞推薦賞Ir努力賞1の3段階があ

る、こ，｝tらの受賞記録・資料は本会に永久に保存

されている．

　故奥村鶴吉先生は学校歯科保健の先駆者とし

て，昭和7年日本聯合学校歯科医会の設立当時，

理事長として活躍され，のちに会長となられた

東京歯科大学の学長としても有名であ一，た．

　審査報告

tl）審査対象

　長野県岡谷市立長地小学校

　山形県東根市立大富小学校

　大阪府茨木市、7水尾小学校

（2）審査資料

　　　三校の活動概要，記録、写真，推薦、llなヒ

f3）審査結果
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・ 長野県岡谷市立長地小学校

　　　判定　奥村賞推薦賞に該当

　　　理由

　本校は大規模校であるが，昭和45年ごろから，

学校あげて全領域にわたって，学習指導の理念に

沿・）て研究をつみ，学校保健全般にも種々研究を

つづ：ナ周到な配慮をしている　歯科保建について

は創意rたを重ね，すてに昭和53年奥村賞努力賞

を受賞しているが，その後，保健指導而に創意を

こらし．個別指導にも関係者は十分な連携を保っ

て実施し，さらに家庭との連携も行われている

ただ，児童の変容や，保健状態の変化などについ

ての具体的な追及や家庭との連携に，もう一層の

Il夫が望まれる、

　よって学校歯科活動として奥村賞推薦賞に価す

るものと判定した一

・ 山形県東根市立大富小学校

　　　判定　奥村賞努力賞に該当

　　　理山

　本校は学校保健計1由i全般にわた’・て充実が認め

ら，it，歯科保健についてもみるべきものがいくつ

かある、とくに学校歯科医の熱心な活動がこれを

芝えている一しかし主たる活動は，昭和55，56年

におけるむし歯予防推進の研究指定をうけたとき

から始v・’，ており，すべての活動の定着性，安定性

に・段の研究を要すると思われるrことに学級指

導計画には，…層の創意と実践がほしい．

　以1；．の理山により，奥村賞努力賞が適当である

と判定した

・大阪府茨木市立水尾小学校

　　判定　奥村賞努力賞に該当

　　理lll

　本校は大規模校であり，昭和46年に開校以来児

竜のら歯予防対策に着脹し，その改善に努力して

きた　う歯の処置率は年を追ってlfTj．11しているこ

とはうかがえる．この点について昭和57年度には

奥村賞努力賞を受賞している　その後本校は保健

指導および管理に努力をEf1：ね，ことに6年生の高

度う幽保有状態の改Sil・：にはみるべきものがあり，

保健指導面にも工夫力㍉認められる，　しカ・し，保健

指導面における実践の串：後の追求や，指導面の定

着化にはさらに一・段の徹底がのぞまれる、

　以Lの理由により，奥村賞努力賞が適当てある

と判定した

　奥村賞受賞の業績

　（＊は推薦賞，＊＊は努力賞）

昭和33年度（第1回）1？森県八戸市学校菌科医会

　・12年以来の組織活動
EI（1不035イト1隻　（群雪21llD　lIlう1三IJl皆；｛　i：）1レ」・”］：：毛交●　5こ季交

　をあげての学校歯科衛1ヒ活動

昭和36年度（第3回）富山県学校歯科医会・富lll

　県よい歯の学校表彰を通じ，むし歯半減運動の

　推進

昭和37年度（第4回）香川県琴・P小学校・学校歯

　科衛生活動

　＊東京都　高橋一一・夫・東京都文京区立小中学校

　　児竜生徒の学校歯科保健とう歯半減運動5力

　　年のあゆみ

　＊京都市学校歯科1う・会・う歯半減運動の一環と

　　して実施したへき地の巡回診療および学童に

　　対する国保診療について

　＊福岡市学校歯科医会・う歯半減運動の実際的

　　研究

ll（｛和38年度（第5111D埼王県学校歯科医会・埼玉

　県学校歯科の組織活動

　　＊lll支阜県神一ヒ小学校

　　＊熊本県八代学校歯不こ1医会・21年にわたる児童

　　生徒の集団歯科診療保健活動

昭和39年度（第6回）新潟市礎小学校・学校歯科

　30年の歩み

　　＊長崎県神代小学校

昭和42年度（第9回）香川県多度津小学校・学校

　歯科の教育活動

昭和43年度（第10k・D

　　＊富山市八人町小学校

昭和44年度（第11回）

　　＊熊本県学校歯科医会長栃原義人・昭和38年以

　　来のへき地学校巡回診療熊本方式の開発と推

　　進
昭和45年度（第12回）

　　＊京都市学校歯科医会，京鄙府歯科医師会・京



　　都市におけるへき地学校の巡回診療と学童の

　　う歯治療，10割給付について

　＊大阪市東三国小学校

　＊熊本県佐伊津小学校

　＊佐世保市学校歯科医会・佐世保における10年

　　間のう歯半減運動

昭和46年度（第13回）京都府相楽小学校・歯科保

　健計画と管理への努力

　＊富山県藪波小学校

昭和47年度（第14回）香川県豊浜東小学校・保健

　教育の伝統にもとついての教育活動

　＊茨城県栄小学校

　＊岐阜県方県小学校

昭和48年度（第15同）熊本県佐伊津小学校・全校

　あげての学校歯科保健活動

　＊富山県ヒ市中央小学校

　＊＊大津市学校歯科医会

昭和49年度（第16回）香川県香南小学校・全校一

　丸となり，地域ぐるみの歯科保健活動

　＊岐阜県宮地小学校

　＊福岡県八幡区学校歯科医会

昭和50年度（第17回）

　＊大阪市塚本小学校

　＊茨城県津和小学校

昭和51年度（第18回）京都市学校歯科医会・小学

　校児竜への歯科治療，10年間の努力

　＊＊栃木県薬利小学校

昭和52年度（第19回）大阪市塚本小学校・長年に

　わたる学校歯科保健活動

　＊愛知県稲沢中学校

昭和53年度（第20回）神奈川県小m原市片浦小学

　校・学校歯科保健に関する管理と教育の実践活

　動

　＊＊長野県岡谷市長地小学校

昭和54年度（第21111D熊本市城東’」学校・学校保

　健計画によるむし歯予防活動

　＊神戸市歌敷山中学校

昭和55年度（第22回）横浜市鶴見中学校・多年に

　わたる調和のとれた歯科保健活動

　＊福島県安達町油井ノ1・学校

昭和56年度（第23回）

日本学校歯科医会会誌52号1985午2月／41

　＊＊福島県会津若松市城西小学校，埼玉県宮代町

　　東小学校

昭和57年度（第24回）

　＊＊栃木県小川町薬利・j・学校，川崎市百合丘小学

　　校，京都市有済小学校、茨木市水尾小学校，

　　松山市道後小学校

　昭和58年度（第25回）

　＊＊福岡市美野島小学校

　奥村賞授賞規定

趣旨　学校歯科衛生の振興に資するため奥村賞を

　設ける、

授賞対象　奥村賞は学校歯科衛生に関する研究ま

　たは学校における業績が優秀と認められ，かつ

　直ちに学校歯科の進展に寄与するものに授賞す

　る　ただし授賞されるものは個人たると団体と

　を問わないが最終発表が3年以内のものに限

　る

拍薦方法　1．　日本学校歯科医会の加盟団体長

　は，個人又は団体の受賞候補者をいずれか1件

　迫よそれぞれ1件ずつ選定し，日本学校歯科医

　会長あて所定の期日までに推薦すること

　2．　奥村賞審査委員は日本学校歯科医会長あて

　受賞候補者を推薦することができる

推薦，1｝類　推薦に当たっては日本学校歯科医会加

　盟団体長又は奥村賞審査委員の推薦状と共に次

　の書類を添付すること

　A．学校歯科衛生に関する論文については：1．

　論文要旨（400字程度）2．学校歯科衛生の振興に

　寄傍する意義（400字程度）3．原著論文

　B．学校歯科衛生に関する現場活動については

　　1．学校歯科衛生の実績を向上せしめた趣旨と

　その意義（400字程度）2．業績の経過と資料（統

　計，写真等を含む）

審在方i－」、　日本学校歯科医会の奥村賞審査委員会

　が選考し，全国学校歯科保健研究大会席上で授

　賞する

受賞者　奥村賞ぱ原則として毎年1回1イ’iに対し

　授賞する一ただし優秀なるものに推薦賞および

　努力賞を贈Lける
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【記念講演】

動物賛歌一母と子のふれあいを求めて一一

東武動物公園園長　西　lll　登志雄

　東武動物公園の西山でございます。

　私は中学校も卒業せずに恩賜上野動物園に飼育

係として勤めはじめ，それこそはじめは便所掃除

をしてきたものであります　そんなことから，こ

のような歴史的な背景を｛．つ第48回の全国学校歯

科保健研究大会の記念講演にお招きをいただいて

大変恐縮しております

　東武動物公園は，東武東上線の沿線にあって，

大変不便そうに思われるかもしれませんが，昨夜

lll形に入りますのにs伜に運転させて，車でやっ

てまいりました。

　なんと4時間ほどで到着しましたので，これで

山形の人にも動物公園に来ていただけそうな気が

しました、事実，福島県の方も見えますので，ぜ

ひお訪ね下さればありがたいと思います．

大切なのは笑顔

　IH：の中を生きていくEで，大切なのは笑顔だと

思います一本日忙しい人なのに参加をしておられ

る，参議院議員の関日恵造先生埼玉県歯科医師

会の会長さんでもあるわけですが，この人の笑顔

はすばらしいものです

　私もこれをまねようとして，関口先生の写真を

机のヒにかざっております　毎日毎日これを見な

がら，どのように笑えはよいか研究をしました

　1’1宅が動物公園から近いものですから，家をで

るときに，鏡を見て練習をしたものです。私のよ

うに園長などという立場にありますと，どうして

も事務所の大きな机の前で，書類のハンコを捺す

ことに専念してしまう懸念があります、

　笑顔で来訪してくる，お客さんや動物たちに接

するこヒの大切さを，体でおぼえておりますのて，

実践しているわけです

歯は動物の命かも

　野生動物には、むし歯はみあたらないと思いま

す、たとえは，私がもっとも長く付き合っている

カバなどは，歯の周辺にヒダがあって，口の中で

食べるごとに，このヒダが歯の掃除をしてくれて

いるようです

　カバの目の中を，大きなブラシで掃除している

シーンをよく，歯の衛生週間のコマーシャル用に

撮影をしたことがありますのて，ごらんになった

方もあるでしょう．

　ある猿の集団で，ボス猿が急に元気かなくなり

ました　どうしたのかと思ったら，犬歯がぬけて

しまったのです

　そうすると．・1：ス猿として権威がなくなってし

まったのです　歯医者さんにお願いして人れ歯を

作ってもらいました　するとどうでしょう，元気

になって，また活動を始めました，

　いかに歯が動物たちの命であるかがわかる物語

であろうと思います　ところが入れ歯ということ

を忘れて，乱暴につかうから，こわします　する

とまただめなボスになってしまうということで呂：

労したことがありました。

　ほんとうに歯がだめになってしまうと，その動

物は，やがて死への旅立ちをするということも，

たくさんあります。

動物たちとの会話は

　一日中のほとんどを，私は動物舎の前ですごし

ます　そLて，1匹1匹の動物に声をかげて歩く

こと1こしております　 しかし，なかなか通じるこ

とはありません，



　長く面倒をみてきた，ゴリラのfがある日観客

の多いなかに，私をみつけて声をかけてきました

ほんとうに大勢の人が柵のまわりにいるなかで，

私をよくみつけたものでした。おりに近づくと柵

の問から大きな手を握りしめて出すのです。

　私に握りしめていたものを渡してくれました。

それは乳歯の抜け落ちたものだったのです。たぶ

ん彼は，前の晩に抜けた歯を大切に手の中に握り

しめ，そしてかわいがってくれる私にくれたので

しょうc男・西山はこの時は大変泣けました，

　このように，ゴリラにかぎらず，その動物によ

って，独特の対話がありそうであり，こ散からも

研究をつづけてゆきたいと思っています

野生動物の子のしつけは

　動物の親は子どもたちのするいたずらには，遠

くから見守っているだけにしています　そして失

敗して，痛い口にあったとき，はじめて注意をす

るということです

　いまの人間の親たちは，あれもいけません，こ

れもいけませんと，はじめから規制をしているの

とは対照的な感があります、しかし人間のほうは，

後の子どもの面倒みがなっていないのです

　子どもはいろいろな体験から学習をしてして．

よいこと，わるいことの判断をつけます　人問の

場合も，できれはそのような育てかた，しつけが

必要なのではないでしょうか

何事も同じ背の高さで

　動物公園にお母さんがfどものfをひいて来て

くれます

　fどもが何かとぐずると，母親はfともに向っ

て上の方から大きな声でどなりちらします。これ

はもっともわるい教え方ではないでしょうか。

　動物では，その動物の背の高さにあわせて身を

かがめて，そして低い声で教育します。このよう

にしないと，恐怖だけが残って教え込んだことは

何も残りません、、

　III：のお母さんたちが，みなこんな考え方で，子
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どもたちのしつけにあたったら，きっとよい子ば

かりになるのではないでし！二うか

何事も歯できまりそう

　私は動物たちを購入する場合，まず歯をみます。

その理由はその動物の年齢を推定することができ

るし，片べりをしているときは，咬み合せがうま

くいっていないケースで，これは長生きは望めな

いということがあります、

　これは人間にもあてはまることで，よい歯の子

は，よいお母さんから生まれると私は忠います。

ですから嫁さんをもらうときも，歯を見てからに

したら，おもしろいのではないのかなとつねに思

・ ，てt・まG』

　私もあまり歯のよいほうではないので，数年前

にヨーロッハへ動物園の視察にいった時，飛行機

のなかて痛みが始一，て，終始不愉快な旅をしたこ

とを覚えております。

　こんなことではよい仕事はできません　これは
“

一一生の不作一「といえることになります一だから

私はつねに歯医者さんは大変だろうと思います。

そして品のいい方が多いのには警かされます，し

かしめがねをかけている人も多いようです．

母と子のふれあい

　ライオンの’F均寿命は15年くらいのようです。

　そして成長が完成するのに5年かかります。で

すから残り10fF問で生命がなくなりますので真剣

に生きるわけです．餌のウサギをとるときも，ネ

ズミみたいな小さなものをとるときも，いいかげ

んな気持でなく全力でかかってきます　こういっ

た生き方は人間にも必要なのではないだろうか。

子育ても，ほんとうに真剣にやります。

　私のいる動物公園には白然がいっばいです。昔

は荒れ地であったところだったわけですが，いま

自然がこわされようとしています。

　私は母と子の心のふれあいも，i’i然を大切にし

ようとする心があればと，つねに思っているもの

です。
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【実践事例発表】

その3　」〈i，，1

能美座長　前日のライフサイク・レのなかにおける

学校歯科保健のシンポジウムのあとをうけまし

て，いま学校歯科のなかで，具体的に推進されて

いる事業を「実践事例発表一として，発表させて

いただくわけです．

　これは，昭和58年度から始まりました

　文部省から日本学校保健会のセンター的事業の

なかに依託をされています一児童・生徒等のむし

歯予防啓発推進事業．のなかの一部ということに

　　　座長　日本学校歯科医会理「ii：能美光房

　その1　蓮川市立黒浜中学校校長　屯盛三夫

　その2秩父市立西小瞥交校長小見lll憲彦
’ rli幼児教育センター似薦幼稚園教諭門創’仔

なります

　すでに11の都県において実施されており，昭和

60年度まで継続されるもので．H本学校保健会と

しては，その機構iのなかに・むし歯予防啓発推進

委員会ごを設けております、

　この48回大会においては，埼玉県ドで実施され

ている，大宮市，蓮田市，秩父市の3地域のもの

を，それぞれの立場の方から発表していただきま

す

埼玉県におけるむし歯予防啓発推進事業

その1　中学校　埼玉県蓮田市立黒浜中学校

校長　重　盛　三　夫

1．　学校の概要

　工　地域の特色

　本市は，埼玉県の東部に位置し，1二越・東北新

幹線のターミナルである大宮駅から下り東北線て

3つめの駅が蓮山である一市内は元荒川が流れ豊

かな自然に恵まれ，往時は，米とナシを中心とし

た農村地帯であったが，経済の高度成長に伴い，

近年は多くの住宅が建てられ，首都40km圏内と

いうこともあって都市化が急速に進んできた．校

区も例外ではなく，その波の中にあって，全国か

ら転入者が多い　豊かな緑と，新しい文化をはぐ

くみ，末来に向かって開かれた都市蓮田をめさし

て躍進をとげている。

　②　学校の歴史

昭和22年　中学校を黒浜小学校に設置するr

昭和24年　5月15Hを開校記念日とする一

昭和35年　県美連から中学校図工科研究を委嘱さ

　れる

昭和38年　県教委から理科教育研究委嘱される

昭和40年　県第3回クロッシングゲーム優勝。

昭和41年　県教委から技術家庭科研究を委嘱さ

　れる

昭和43年　県学校保健会から保健活動推進努力校

　として受賞する

昭和47年　迄部省指定生徒指導研究発表会を行

　う

昭和48年　発明創意1二た展において科学技術庁か

　ら表彰を受ける

昭和51年　第151・】全日本ならびに関東甲f言越地ix：

　1卜学校技術家庭科研究大会機械領域研究発表会

　を行う

昭和58年　むし歯j”防啓発推進中心校に指定され

　る



　：≧　学校のようす

（1）学年別生徒数（h段・昭和58年5JJ，下段
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2．教育計画

il、基本目標

　本校は教育基本法の精神にのっとり人間尊重を

基調とし，21世紀に生きる人間の教育をめさし，

国際社会の中で信頼と尊敬を得る日本人を育成す

る

　’2F重点目標

　1　自ら学び，創造性に富む生徒

　2　心身ともに健康で，情操豊かな生徒

　3　勤労を重じ，進んで実践する生徒

　i　々：いの幸福を考え含い，協力して生きる生

　　徒

　（3＞学校経営の方針

　「1　教育課程の研究と実践を深め，全教科・領

域にわたり調和的，実践的な運営を推進する

　2　研修と教育実践を基盤とし，たえず自己研

讃につとめ，自らもえて教育活動に専念するL

　3　学年・学級経営をとおし，生徒指導の充実

　　　日本学校歯科医会会誌52号1985年2月　／45

と，基本的生活規範の確立を図り，自ら考え行動

できる生徒を育成する

　D　体育的活動への積極的参加と保健安全行動

の習慣化を図る

3．研究への取組みについて

　！P　研究主題

　親と子の健康な歯づくり活動の推進

一
地域ぐるみの学校歯科保健活動の確立をめさ

して

　’2）主題設定の理由

　本校では，教育日標具現化のために「心身とも

に健康な生徒」の育成につとめ，保健・安全行動

の習慣化を図ることを基本に．自ら健康問題に対

処できる能力や実践力の育成が大雰であるまた，

学校におげる教育活動だけでなく．家庭における

望ましい習慣づくりが不可欠であり，保護者の養

育態度の変容を図ることが大きな問題であると考

え，本主題を設定した

　〔3）研究のねらい

　学級指導，学校行事，生徒活動，日常指導等に

より，生徒が1’1ら健康な体力づくりをめさして，

蜷ましいむし歯予防を中心にすえた保健習慣を身

につけて実践する人間を育てる　また，正しく招

進させるために，保護者の理解と関心を高め，む

し歯の早期処置の徹底を図る。

　1）　研究の経過

　昭和58年度（指定1年「D

　・研究計画の立案

　・年間指導計ll珂の立案

　・むし歯f’防に関する実態調査

　昭和59年度（指定2年目）

　・授業研究

　・むし歯予防啓発活動

　・環境整備

　・保護者の理解と関心を高める」二夫

　・家庭におけるむし歯予防活動資料の研究と作

　　成

　・隼間指導計画のf／F成
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4．研究の内容

（1）　糸旺糸歳！づく　り　（口召不058イr圧芝、

　蓮田市むし歯予防啓発推進委員会の組織

　　　　　　　　　　　　　　　　　一幼稚園部会

会長一副会長一企画委員会一推進委員会一一小学校部会

　　　　　　　　　＼／
　　　　　　　　　籔育委員会　　　　一中学校部会

（1）蓮田市むし歯予防啓発推進委員会に会長，副会長

　をおく。

　　会長1名，副会長2名とする。

（2）　この会に企画委員会と推進委員会を設置する。

　　企画委員会には，企画委員長（1名）企画副委員

　長（1名），推進委員会には推進委員長（1名）推進

　副委員長（1名）をおく。

（3）企画委員会の委員は

（4）

委嘱校・幼稚園の校長，

〃

〃

〃

〃

　　　園長

保健主事代表

養護教諭代表

PTA（母親）代表

学校（園）歯科医

名
名
名
名
名

0
δ
　
－
　
1
　
1
　
2教育委員会代表若干名をもって組織する。

推進委員会の委員は

委嘱校・幼稚園の校長・園長　　　　3名

〃

〃

〃

〃

保健主事　　　　　3名
養護教言6む　　　　　　　　　　　　　　　3　名

PTA（母の会）代表3名

学校（園）歯科医　　2名

　　教育委員会指導主事1名をもって組織する。

（5）企画・推進委員会に幹事を置く，若干名。

（ω　部会は学校・幼稚園の職員を／，って組織し，部会

　長は校長・園長とする。

（7）役員および委員会の任務

　・むし歯予防啓発推進会長は推進委員会・企画委員

　　会の研究活動を総括する。副会長は会長を補佐し

　　’1蝶を推進する。

　・企1画委員会はむし歯予防啓発推進に関する計画の

　　調整・立案にあたる。

　　推進の組織づくり

　
［　　研究内容の調整立案
　　研究のまとめに関する調整

　　厘営上の諸問題の調整

・ 推進委員会は

企画委鎮会の提案を研究審議し，実践の具体化を

はかる。

llll究の成果をまとめる。

・ 部会は部会長が総括して研究を実践する。

・ 幹事は会議事項をあらかじめ整理する。

　2）内容（昭和59年度）

　丁　授業研究

　本年6月15日に埼葛教育事務所指導主事，要請

訪問の際に授業実践した学習指導案およびそのと

き使用した資料

　2　むし歯予防啓発活動

ア．蓮田市教育委員会で企画した啓発資料

　・〈虫歯〉むし歯の原因の説明文。

　・あなたは砂糖をどのくらい食べていますか？

イ．埼玉県教育委員会で啓発資料として募集した

　ボスター・かるた・標語に本校生徒が応募した

　作品の一部

　③　蓮田市歯科医師会協力研究

　「むし歯予防のしおり」をプレゼント。

　6月29日，丸田省吾会長から，市内の保育園，

幼稚園，小中学校をとおして，各家庭に「むし歯

f防のしおり」　（日本学校保健会発行）が贈られ

た一

5．　今後の課題

　この研究も2年次半ばにはいり，より進展させ

るべく計両に沿って着実に推進していかなければ

ならない

　（1／啓発すること

　歯をみがく意義やその励行の必要性を頂点に，

むし歯予防に関することがらは1つ1つは長い間

つづけなければ定着しない。　一むし歯予防につい

てはわかったよ」とか「私は歯がいいから関係な

いよ」という無関心な人を1人でも少なくするこ

とが啓発活動のねらいである。これは指導上の大

きな課題である，

　（2）よい相談相手となること

　教師は日の前の児童生徒を教える一しかし保護i

者には直接指導しない一多くの保護者は助言や援
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助をほしがっている　むし歯朔功の推進について

は保護者をはじめ他の家族の人たちの理解と協力

がきわめてノ〈　’」｝二である　そのためにも教師は磧極

的に相談相手になるよう努めたい

　｛31むし歯と食べものの関係を知ること

　糖分の多い食べものは健康の面から注意を要す

ると言われている一食べものの面からむし歯予防

を推進していかなければならない。

その2小学校埼に県秩父市立西小学校

校長小宮ILI憲彦

1．　地域の概況

　秩父市は埼1ミ県の西北部に位置している．県内

では飯能市につく・広大な面積（134．03km2）をも

ち，人口は約62，000人で過疎化現象がみられる。

　秩父市は秩父盆地の中央を占め南北を荒川が貫

流し，東と西はなだらかな丘陵となっている、東

掲）や児竜生徒等むし歯j”防啓発推進事業実施計

画（別掲）に基づいて，iii心校を軸として各推進

校が努力している。秩父市むし歯予防啓発委員会

の組織は別紙のとおりである。

3．学校の概要

本校は昭和40年4月1日に秩父第一小学校から

中学校　小学校1医数　医数　巾学校　小学校　医数　医数　中学校　小学校

a

A　中　b

B　中

C

d

e

」
4
7
一
－

　
一

、
　

、
　
＼

4
〔
4
d
小　　8

小　　5

12

13

C　中　f

　　　　9
D　中　一一

　　　　h

E　中　小

小

小

小

1

0

1

0

0

F中］小　0

0

1

0

0

G　中
k　小

1　小

数医

0

数医

0
　
0

南には石灰石の豊富な武甲山がそびえている．風

光明媚，山紫水明の産業観光都市である

　市内には小”1：校12校・中学校7校・高等学校3

校，幼稚園・保育所は公私立あわせて25ある　小

・中学校の校医別歯科医数は表のとおりである。

　市の中心部には歯科医も多いが，周辺部の学校

には校医内に歯科医がゼロのところも多い．

　市内12校の小学校と7校の中学校の規模もさま

ざまで，生徒数1，200名の学校から児童数10名たら

ずの学校まである

2．　地区のむし歯予防への取組み

秩父市児竜生徒等むし歯予防啓発推進til：業（別

分かれて新設された一今年は開校20年日にあた

る一秩父市の中央部にあって児童数805名，学級数

21で職員は30名である　児帝は純真，すなお，ま

じめである。

4．　「むし歯予防啓発推進」の経過について

　本校では昭和57年度から一進んで学習に取り組

ませる指導法の工夫」をテーマとして，それぞれ

のブロック（低・中・高学年）で授業研究を中心

として，研修をすすめてきた。

　これを受けて昭和58年度も57年度のテーマを統

・研修テーマとし，低学年ブロックでは「やる気

を喚起させる授業」，中学年は「意欲的な学†脚態度
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を育てる授業一，高学年は「教材・教具の工夫と活

用について」というサブテーマのもとに研究が始

っていた、

　このような状況のなかでtLむし歯予防啓発推進

事業’をすすある秩父地区の中心校となるように

要請されたが，すでに新しい行進が開始されてい

る　割りこませるのに気の重いものを感じた　ま

ず，教頭，教務主任，保健セ事，養護教諭に話を

した

　これらの先生方の個人としての意見はiここへ

きて（新年度始って数ヵ月経過）の研究はむりで

はないか一という意見が大部分であった

　しかし，この事業の実施期間は3年間というこ

とであり，地区内の中心校の関係もあるので引き

つづき検討をお願いした、

　次に，学校運営委員（長・頭，教務主任・保健

主事・学年主任）に養護教諭を加えた会議をもっ

たりここでの意見は，

　（1）新年度（昭和58年度）が始って数ヵ月た・）

ている、二兎を追うことになって，結局一兎をも

得ないことになるのではないか。

　（2）　「むし歯予防」は家庭で負うべき問題では

ないか。

　（3）学校で，学力の向hにこそ力を入れるべき

である．

　（4）現在の本校のfどもたちの姿を見るとき，

「むし歯予防」より，もっと勉強に頑張るための

集中力や注意力をどうつけてやるかを研究すべき

58年度学校歯科保健状況調査　埼玉県秩父市立西小学校

である

「中心校」を積極的に引ぎ受けることに賛成の意

見は少なかった一

　職員会では，

　「1）今，なぜ「むし歯予防」なのか　生活が豊

かになり，文明が進めば進むほど「むし歯．が増

加する一国民の大部分の人が「むし歯」をもって

いる一今こそ，なんとかしないと，どうしようも

ない状況になるのではないか

　（2）　「学習指導要領」でも「健康の保持増進1

は大きくとりあげている

　i3｝本校の教育〔標は，　rかしこく一「たくまし

く」「あたたかく一である　一むし歯」だらけでは，

たくましいfどもを育成したことにならない。

　全体の職員で，いろいろと話合いを深めるなか

で，学力を高めることも，注意力や集中力を養う

ことも，さらに忍耐力をつけることも，「歯」への

取組みを真剣にすることで達成できる。このよう

な全職員の共通理解のもとに，この仕事が始めら

れた

　昭和59年度は職員の統一研修テーマを「むし歯

予防啓発活動」の実践にかかわることとし，サブ

テーマを「健康な歯を育む親子活動の推進」「歯み

がきタイムにおける歯みがきの実践」とした、

5．　研究推進組織について

当然のことながら，小学校は1年生から6年生

’　　　　　　（学年学級数）　　1　年　　2　年

　　　　　　　　　　　　　　（3ノ　　　（3）
項　目　　一
在翻臓．・i・，徒数　12・　128

検査ノ、員　120　128
嚇久請歯纏翻　l　l
　（歯数）処置歯数計　　28　　74
　　　　　D十M十F計　　 30　　　81

　　　　　　　　　Fl2）う歯処置歯率　　　　　　　　　　　　×100　＝　96．3　96
　　　　　　　D十M十F

｛3）1人平均DMF保有数D一ヒM＋F－＝1．88本
　　　　　　　　　　　　A－＿

3　年
（3）

　】21

　121

　0

　0

166

166

4　年
（4）

161

161

30

　0

333

363

57年度
91．9％

5　年
（4）

152

152

　9

　1

407

417

6　年
（3）

56年度
91．896

126

126

　7

　0

454

461

　計
（20＋1）

　808人

　808人IA｝

　55本（DJ

　　1本（M）

1，462本rF｝

1，518本

55年度
91．7％

57年度
1．93本



まで非常に発達段階に大きな差がある、

　それぞれの成長の実態に適合した指導，研究が

できるように本校では，低学年部会（1・2年担

任）中学年部会（．　3・4年担fr：）高学年部会（5

・6年担任）ごとにさまざまな研究や指導がすす

められていた一

　むし歯予防に関する研究も，学年部会組織を生

かくて活動することとした。

　むし歯予防という専門的な雰柄に対する研究の

推進には，学年部会糾織だけでは不十分である

そこで導門的な立場からの研究を考えて専門部会

を作った、

　なお，このほかに企画，連絡，調整のため1む

し歯予防推進委員会」を組織した，構成員は校

長，教頭，教務主任，保健主事，養護教諭と各学

年の学年主任である。

　（1）専門部会

　ア．調査研究一各種の調査t集計分析

　イ．学習指導法研究部一歯の保健指導法・学習

　指導過程の研究

　ウ．学習指導資料研究部一資料の蒐集と整備，

　資料の活用・保管

　工．地域啓発研究部一地域の啓発について

　（2）組織図

　（3）研究推進のしかたとしては毎月1回定例の

研修会を開催する、学年部会・惇門部会で自主的

に研修会を設定する

　むし歯予防に関する研究授業を計画し，部員が

協力しあってすすめる，

　研修の成果を全職員のものとずるため全体会を

開催し，冊子にまとめて発表する

　実際の問題として学年部会と1阜門部会といら2

つの部会をうまく活動させるには困難な点が多
し・、，

　むし歯予防啓発推進事業の地区中心校としての

活動を始めるにあたって，次のような葬柄をはっ

きりしておく必要を感じた

　1）学校教育目標との関係。

　　　小学校の保健指導の目標や歯の保健指導の

目標はどうなっているか．

　C3h地域の基本目標や具体目標はなにか。

　Cl”　歯の保健指導の観点から学年経営や学級経

営には，どんな配慮が要請されるか。

　　　歯の保健指導の場面として，どんな場面が

考えられるか。

　以上の事柄をはっきりさせたものを，歯の保健

指導の全体計1呵とよび，進行のための目標にして

いる。

　　　（1）歯みがきタイムの設定

　　　むし歯予防への取組みは実践的なものである。

　　　　　学校で，むし歯予防の成果を1二げようとす

中学f儲陰　　るとき，実践と結びつく場は歯みがきタイ

高学年部会

調査研究部

指導1去研究剖；

資科研究部

地域啓｛亡研「究部

　58年度の日課表はこのままとし．

間，ブクブクうがいの時間として指導してきた。

　59年度は次のように歯みがきタイムを設定し，

指導をしている。

　　　　　　　　歯みがき
　4校時　給食　　タイム　　清掃　　休み　　5校時
　　一一一一一一一1－一一一　　　　一1
　　　12：15　　13：00　　　　13：10　　工3：30　　】31’1：，

　ムにしか求められない，

　　いかにすぐれた調在・学習・研究も「歯

　をみがく」という1つの実践に結びつくの

　でなければ単なる調査，学習，研究に終わ

　り空論となってしまう

　　昨年度（昭和58年度）の日課表の一部は

　下記のとおりであったJ

4校時　　給食（45，）　清掃　　休み　　　5校時
　一　　　　　　　　一一．．　1－－1　　　　　1
　　12　：15　　　　　　13：00　　13：20　　13：35

　　　　　　　　　　　　　　13時から5分
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　（2）学校｛　i’　t］－1：を通しての指導

　ア．入学式，始業式，終業式などで

　「この学校は，むし歯をなくそう，むし歯を防

こうという取組みをしています」一生けんめいや

りましょう。

　終業式では，一建康な歯作りの活動が十分でき

たかどうか反省してkましょ臥，

　こういった言葉を必ずいれることにしている。

　イ．朝会時における指導

　毎週月曜日の8時20分から8時40分までの20分

間を全校朝会にあてている。校長が全校児童にい

っせいに話しかけられるのは，原則として，この

時だけである。

　全校あげて取り組んでいる歯の保健指導につい

て校長が直接指導できる時間と考えて，この時間

を大切にしてきた。

　朝会の訓話の後に必ず歯の保健指導に関する短

い話（ワンポイント指導）をしている。

ワンポイント指導主題表

週

1
2
3
4
5
6
7
8
9
玲
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
2
1
2
2
2
3

　　　　主

よい歯の猿は成長も早い

よい歯の猿は物覚えがよい

文明病・国民病とは

歯の生える時期
1歯は何本あるでし・う

歯のやくめ

永久歯と乳歯

歯のかたさ

健康な歯とは，

「むし歯」とは，

歯のよごれについて

どうして，

むし歯になりやすいところ

運動とあまい食べもの

題

どういう歯でしょう

　どんな歯でしょう

むし歯になるのでしょう

あまいもののとりすぎをやめよう

魚にむし歯はない

「うがい」をしよう

歯の成分

むし歯は早くみつけて直そう

歯の検査を受けましょう

早寝，早起き，規則正しい生活をしよう

3・3・3運動ということ

野菜と菌

4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5

2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3

日本健康な歯の親子

むし歯はいっぺんに広かる

歯をみがこう

うがい・歯みがきの習慣

歯の健康によい食べもの

歯ならびと歯みがき

おやつで気をつけること

歯を自然にきれいにするもの

むし歯予防の実際

むし歯予防家族会議

むし歯予防の家庭づくり

むし歯予防の学校づくり

ワンポイント指導例

a．よい歯の猿は成長が早い。

　アメリカで歯のよい猿と歯のわるい猿に同じ餌を半年

・ 1年とやって調べたら，よい歯の猿の方が早く大きく

なったそうです。

　歯がわるいと同じものを食べても，からだの大きくな

り方が小さいということです。

　歯は大切ですね。

　b．あまいもののとりすぎはやめよう。

　砂糖を1人の人が1年間に使う母は，アメリカ・西ド

イツでは10～13kgです。

　日本では約50kgということです。アメリカ・西ドイ

ツの人の，およそ4倍から5倍の砂糖を日本人は使って

います。

　砂糖のとりすぎは健康にわるいのです。砂糖をとりす

ぎないようにしましょう。

　c．魚にむし歯はない。

　魚の口の中は，いつも水が出たり入ったりしていま

す。だから，むし歯はありません。私たちは，いつも口

の中に水を入れてはおけませんが，せめて何か食べた後

には口の中に水を入れて出す（うがい）ようにしましょ

う。

　この例のように，ワンホイントの指導時間は，

だいたい1分から1分半である。短い時間で，今

週もそして来週も，次の週の朝会でもやるという

指導である。

　児童の中に，　一また，歯の話　という声もある

が，内容を工夫し，短い時間でできれば，歯の保

健教育の上に大きな効果があるものと考えられ

る、



　（3）　「学級指導」における指導

　学級指導で行われる歯の保健指導は，児童の心

身の健康・安全の保持増進，さらに健全な生活態

度の育成を図る観点から学級を中心として指導さ

れる。

　したがって，この指導は学級担任によって，計

i画的，継続的になされなけれ1よならない

　学級指導における歯の保健指導の内容について

は，歯の保健指導の全体の計画を見とおした上で

十分に検討し，適切な時間を配当する，

　1単位時間を必要とする主題については，指導

を必要とする月や週に，その時間を設定する。1／2

単位時間程度の指導でよいものについては，ある

曜日の第1校時の前，あるいは第5校時または第

6校時の後に位躍づける一

　月ごと，時間別の学級指導における歯に関する

指導項目を学年別に作っている。

　児童・生徒等むし歯予防啓発推進事業

　　　　　　　　　秩父市むし歯予防啓発推進委員会

1．　目　　的

　幼児，児童，生徒のむし歯予防活動を推進するために

は，乳歯から永久歯への転換期に家庭と学校が連携し

て，むし歯予防のよい凋慣を身につけさせることが不可

欠である。

　このため，幼児，児童，生徒を持つ保護者を対象とし

て刷掃法，間食のあり方，早期治療の徹底等について資

料の作成配布，講習会の開催等，実践的な啓発事業を行

い，学校歯科保健活動に資する。

2．事業内容

　（1）本会は本事業を埼玉県学校保健会より受託して行

う。

　受託事業として，むし歯予防啓発推進委員会を設置

し，埼玉県学校保健会に対して指導助言を依頼する。

　（2）本会は推進中心校（幼稚園，小学校，申学校）各

1校を選定連絡調整を図る。

　（3）幼稚園，小学校，中学校の一貫したむし歯予防に

関する保健年間指導計画等を作成し，その計画に基づき

学校歯科保健指導を展開するとともに保護者に対し次の

啓発事業を行う。

・ 学校におけるむし歯予防実践に資する資料の作成およ

　び活用。

　イ　むし歯予防推進組織
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　ロ　年間指導計画

ハ　むし歯予防指導展開例

　二　むし歯予防啓発活動例

・ 講習会，講習会等の開催（保護者を対象に開催する）

イ　子どもの歯の発達段階に応じたむし歯予防法

　ロ　むし歯予防啓発活動のあり方

ハ　幼，小，中学校の一貫した指導のあり方

二　地域ぐるみのむし歯予防活動について

・むし歯予防に関する実態調査（家庭対象）

　イ　刷掃状況，治療状況

ロ　間食調査

・ むし歯予防学級懇談会

児童・生徒等むし歯予防啓発推進事業実施計画

　　　　　　　　秩父市むし歯予防啓発推進委員会

年　度

醐容　活動区分婁校庭委
　　　　　　　　　＿一．＿＿．＿＿　　こ一

　　むし歯予防啓発推進委員
　　会の開催

啓　3校連絡会

　　広報活動によるむし歯予
発　防啓発活動

　　講演会，講習会開催

　i学校保健委員会

謹纂）（刷掃状況間ト

，講欝縢窪保の
　　指導計画の作成（幼，小，
　　中一貫したもの）

実　指導法の工夫

　1歯みがき時間の確保と行
　1事
　1家族ぐるみの歯みがきの
　　実態

　　歯みがきカレソダー作成
　　と活用

践　学級懇談会

　　子どもの歯科検診，治療
　　日の設定

　　むし歯予防指導教材，教
　　具整備

　　洗口場等施設，設備の整
　　備充実

資 指導展開例作成（学校，
家庭）

料1 実践事例作成，まとめ

58～59

歯
医

　　　　OIO

OIO　　lO
－一　「

　　○　　　○
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　イ　家庭におけるむし歯予防のための実践に関する話

　　し合い

　ロ　家庭と学級との連携

・ 事例集作成

　イ　むし歯予防啓発組織

　ロ　啓発活動実践事例

3．実施期間

　　3か年

4．　委託費の額，予算の範囲内の額

　　対象経費　旅費，謝金，会議費，消耗品費，通信運

　　　　　　搬賃金，会場借料，印刷費

秩父市むし歯予防啓発推進委員会

企画委員会

り（学校だより）．学年だより，学級だより等の発

行にあたっては，つとめてむし歯予防に関する記

事をとりあげて啓発活動につとめた。

　〔2）カルタ・標語・ポスターの募集

　むし歯予防に対する関心を高めるため，全校の
　　　　　　　　　　　の児童ならびに保護老を対象にして募集した。

　特に児童には，ポスターは必ず1人1枚書くこ

と。このほかに，カルタまたは標語を作ることと

した。

　ポスター805点，カルタと標語あわせて805点集

まった。

　　全児童に下記のような賞を与えた、．

学校部会 家庭部会

鉄

父
ふ
た
ば
幼
稚
圓

幼
稚
園
、
保
育
園

叫1’じ・手交

秩

父
市
凱
秩
父
第
．
中
学
校

⊥坐 秩

父
第
．
中
学
校
、
尾
田
薄
中
学
校
、
高
篠
中
学
校
、
た
田
中
学
校

影
森
中
学
校
、
浦
山
中
学
校

秩
父
第
一
小
学
校
、
花
の
木
小
学
校
、
南
小
学
校
、
尾
田
蒔
小
学
校

原
谷
小
学
校
、
久
那
小
学
校
、
高
篠
小
学
校
、
大
田
小
学
校

影
森
小
学
校
、
浦
山
小
学
校
、
川
俣
小
学
校

学校歯科医部会

秩

父
ふ
た
ば
幼
稚
園
P
T
A

各
圓
P
T
A

中心校

各
校
P
T
A

秩

父
市
之
秩
父
第
　
中
学
校
P
T
A

各
校
P
T
A

中
心
校
担
当
菌
科
校
医

推
進
校
担
当
歯
科
校
医

歯
科
医
師
会

企画委輿会構成

・ 委賛長

・副委員長

・　傑護者代表

・ 各離会長

　
　
　
　
賞

　
あ
な
た
は
む
し
歯
よ
ぼ
う
の

た

め

に
、
た
い
へ
ん
よ
い
作
品

を

か
い
て

く
だ
さ
い
ま
し
た
の

で
、
そ
の
努
力
を
賞
し
ま
す
。

　
昭
和
五
十
九
年
七
月
十
八
日

　
　
　
秩
父
市
立
西
小
学
校

　画用紙1／4のミニ賞状だったが全児童に渡さ

れ好評であった。なお，応募標語のうち校内審

査で次のものが優秀と決定した，

　・かわいい笑顔むし歯のない子。

　・歯みがきで作ろうみんなの明るい笑顔。

　・たべたあと必ず歯みがき1・2・3。

　・いつまでも大切にします私の歯。

　これらの作品については家庭の適当なところ

に貼付できる形で印刷し配付して，啓発活動に

役立てたい。

　（3）各種の集りを通しての啓発

　授業参観・学級懇談会・PTA総会・役員会

・ 1日入学等さまざまの集りのあいさつの中

に，むし歯予防啓発事業推進に関する事柄をい

れている。

8。啓発活動について

（1）各種の「たより」の発行

保健だより，西の環（PTA広報紙），西小だよ

9．施設・設備，教材・教具について

ll）施設・設備について

ア．鏡の設置

児童ひとりひとりが自分の歯に関心をもつよう



にするために全部の教室に鏡（35．5x45．5）を設

置した　また各階の洗口場にも91×30。5の鏡をと

りつけた

　イ．蛇口について

　10分間の歯みがきタイムで児竜の歯みがき指導

をするには学級あたり3個の蛇口では指導がむつ

かしい

　特に低学年では1蛇口当り13人から14人となる

と10分間以内の指導は困難である

　できれば学級あたり5～6個の蛇口がほしい

f算の関係もあるので低学年だけでも蛇口の数を

増すように考えている、

　ウ．歯ブラシ・コッフの収納について

　歯ブラシとコッフの収納の方法について，どの

ようにするか　他校の様子もきいたり，職員会で

討議もした　歯みがきの指導の形と関連が深く議

論の多いところだっだ結局，全職員から「収納」

の方法を募集することにした

　指導面・衛生而・経済面を考えた案を採用し

日本学校歯科医会会誌52号1985fl・2月／53

た．

　2／教材・教具について

　むし歯予防啓発推進のため必要な教材・教具は

順を追って，そろえてきた。

　今まで購入し利用しているものは次のようなも

のである

　・歯とブラシの模型，掛図，歯の保健指導・歯

の保健指導の手引・歯の健康と子どものからだ

（図書），むし歯予防レコード，歯鏡，はみがき体

操レコード

10．むすび

　むし歯予防啓発推進地区の中心校の委嘱を受け

て2年目である。さまざまな活動をとおして職員

の共通理解が高められ，以後の研究に大きな期待

がもてる現状にある

　今後の課題として保護者の啓発，児童の自己点

検の活発化など研究し努力すべき点である一

その3　幼稚園　埼玉県大宮市立幼児教育センター付属幼稚園

教諭門倉晴子

創立昭和52年10月1日
幼児数　83名（3・4・5歳児の3学級）

1．本園の特色

　本園は大宮駅東口から徒歩5分，市の中心部に

ある小学校の中にあり，交通の便がきわめてよい

所に位置している

　その［：，大宮市の唯一の公立幼稚園（研究機関

的要素）ということもあり．市内全域から通園し

てきている。

　そのため，全園児の約5分の3は電車やパスま

たは自家用自動中二を利用しての通園となり，徒歩

通園児は少ない

　小学校の一部を借りた園舎なので，遊びはお｛，

に小学校の広い校庭を利用している、築山，固定

遊具等は幼児の気に入り，自園のものといった感

じで興じている。休み時間の小学生と一緒にゲー

ムをするなどほほえましい光景も見られる

　避難訓練，交通安全教室，美術展などは小学校

と合同で実施するほか，職員朝会にも週3回は参

加するなど，遊びや行事を通して幼’」・関連の好ま

しいあり方を総合的，系統的に研究しながらすす

めているL，

　また，昭和57年11月には，放送教育全国大会の

会場園として，2年間にわたる研究の成果を発表

し，現在も引きつづき園内で実施している。

　昭和58年9月に，むし歯予防啓発推進事業の推

進園となり，本年はその実践の年として研究に力

を注いでいる。

　…方，幼児教育センクーの付属幼稚園という関

係で，全職員がセンターで行・）ている家庭教育の
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相談指導，母と子のための幼児教

育学級等の仕事にも携わってい

る、これらの仕翼は独立したもの

ではなく，相fl：に関係し合い，幼

稚園の保育に相乗効果を止げてい

る．

2．教育目標

　幼児の経験の場としての生活環

境を発達段階に応じて整え，個性

を大切にしながら集団の生活を通

して自主性，社会性，創造性を育

て．豊かな情操を培う。

①具体的目標

・ 明るいたくましい子

・なかよく遊ぶ子

・ ゆたかな心の子

大宮市むし歯予防啓発推進事業活動の全体構想

　　親と子（幼児・児童・生徒♪の健康な歯づくり活動の推進

　　　　地域ぐるみの歯科保健活動の確立を目指して

1．年齢別指t4目標

ll）6歳臼歯をむし歯から守る

　　（萌出期のみがき方の修得♪

2）前歯部（特に歯と歯肉の境・歯

　と歯の問に注意）のみがき方の修得

（3）第2大臼歯をむし歯から守る

　　（萌tfl期のみがき方確認）

（4）思春期性の歯肉炎を理解させる

　とともに歯のみがき方に歯肉のマ

　ソサージを濠ねて修得させる

2．保護者の理解と関心を高める

3．早期治療の徹底を図る

幼稚園～

　！玉、学｝交1r　　2∫r

　ノ」遙汐校3、　4ff

5、6年～中学1年

5、6年～中学3年

②　本年度の努力点

・ 豊かな人間性を育てるための

　環境整備と構i成

・ むし歯予防啓発推進藍業の研

　究推進

・ 基本的生活習慣の育成

・ 家庭，幼稚園，小学校の連携

i　，　Fl」

・歯の保健指整の指導計1画

　、！）作成及び指導法のr夫

・ 歯の保健指整教材教具の

　．に夫

・ 歯みがき洗lI時閻の工夫

粥
庭」皐●

　　　　　　　　　　　　　　　　　ト

L蒙　庭1

● むし1菊戸｝；方｛こ1糊弓る知1”哉

　の理解

・ 家庭ぐるみの歯みかき実

　践

・おやつの作り方ラえ方の

　1二夫

・むし歯f｝防について家庭

　での話し合い

・むし歯のFti・期治療のずす

　め

教育委員会　歯科医

・むし歯予防指導教材の整

備援助

・ 広報活動

「τ絡調整委員部会

・ 講演会・講習会の開催支

援

連絡調整委員部会構成

　・各校代表　2名

③　園内研究課題
“

いきいきと意欲的に遊ぶ幼児を求めて”

　　　　　　固定遊具の活動をとおして一

3．実践活動

昭和58年の実践活動

1．　幼児1人1人の取組み

（1）定期健康診断　5月　4・5歳児

　　　　　　　　　10月　3・4・5歳児
・ 集団指導および個人指導

3歳児は、入園当初および1学期間は基本的生

匡±歯 f’防啓発推進委員会

活習慣を身につけることを中心に考え，歯科検診

は10月となったが．険査の意義や検診時の態度な

どは幼児の発達段階に応じ，個ノ、指導に重点をお

き，不安感をいだかせないよう配慮しながら指導

した。

　4・5歳児は，前年の経験を思い出させ，検診

の大切さを改めて知らせ，自分の歯に関心をもた

せるとともに，むし歯予防に自分から取り組ませ

るように指導した．

　・自分の歯の状態を知る

　検診後，結果のお話をしたり，疾病通知票をf

渡しながら，治療の必要性とむL歯を防ぐ態度や
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幼児・児童・生徒むし歯予防啓発推進業事実施計画

58・59年度

一．．一

騨会…学校隊庭教委i歯医

気
1

発

実

践

資

｝、腫半

むし歯予防啓発委員会の開催

連絡調整委員部会

学校保建委員会

広報活動によるむし歯予防啓発活動

講演会・講習会開催

ノ

／

丸

O
＼

ソ

）

）

：・　」

実態調査（刷掃・間食・治療状況等）

学年別歯の保健指導年間計画の作成
　　　　　（幼・小・中一貫したもの）

指導法の工夫　（例）小学生による幼稚園訪問指導
　　　　　　　　中学生　〃　小学校　　〃

昼の歯みがきの実践

家庭への啓蒙・家族ぐるみの歯みがき実践

歯みがきカレンダー等の作成・活用

児童生徒活動の指導助言

学級懇談会に歯科保健指導の導入

歯科保健指導教材教具整備

歯の保健指導実践例の記録

溝演会・講習会の記録

実践事例集の作成まとめ

○

○

○

○

○
　　　　　　）　　1

年齢別指導目標

幼

稚

園

小

1
・
2
年
小
3
・
4
年
へ
」
P
D
　
・

ノ

　
　
一
　
　
　
　
　
　
　
　
一

6
年
炉
1
1
≒
馴
一

　　　目　　　　　　標　　　　　備　考

・6歳臼歯をむし歯から守る

　堅いものもよくかめる。　　　　　歯みがき
　歯によい食べ物を知る。　　　　　の習慣化

　　　（早期治療）

・切歯をむし歯から守る

　前菌がよごれやすいことを知る。　歯みがき
　　　　　　　　　　　　　　　　の認識　自浄作用（カリカリ運動）を知る。
　　　（早期治療）

・第二大臼歯をむし歯から守る

　歯肉の健康について考える。　　　むし歯予
　　　　　　　　　　　　　　　　防の認識　自浄作用を理解する。
　　　（早期治療）

・ 切歯と大臼歯をむし歯から守る

　歯肉の病気に注意する。　　　　　口腔衛生
　自浄作用を考える。　　　　　　1の認識

　　　（早期治療）　　　　　　　1

習慣を育成する。

　12）歯みがきテスト

　親子歯みがき会を6月に実施， 講演のあと実際

に歯をみがき，染出し液を幼児1人1人に塗る。

また，3学期は，学級別の刷掃指導を設け，カラ

ー テスターによる歯みがきテストを受け，親子で

歯みがきの仕方の反省をしたり，幼児の励みにす

る手がかりとした。

　「3）歯みがきカレンダー

　58年10月から毎月家庭にカレンダーを配布して

実施する　これは，幼児の歯みがきの習慣化を図

るとともに，親への啓蒙の意味も含めたものであ

る，特に就寝前は，親が幼児の歯をみがき，幼児

自身の刷掃では，いきとどかない部分を補ってみ

がくことを位置づけ，予防の強化を図った。

　5ヵ月ごとに園に提出し，家庭における幼児お

よび親の補助の状況を把握して指導した。

　2．保育および行事に位置づける（ただし，3

歳児は1学期はブクブクうがいをし，2学期より

始める）

　（1）毎日の保育に歯みがきを

　・月水土のおやつ，火木金のお弁当後，必ず歯
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おもな年間行事

　始業式・入園1

4：式

　健康診断

　離任式月

lPTA緻

磨鮪ll繰しみ発表
8プー，レ遊び112会
　　　　　　　　　大掃除　夕涼会　　　　　　　　　　　（PTA）
　　　（PTA）月　　　　　　　　月　　　　　　　　　終業式

ゆ餅もい
9

健
子，

親

観
，
参
断

　
　
月

講
の

・

児
）

級
幼
導

学
（
指

ど
ど
育
診
足
親
会
事

子
つ
保
康
遠
母
演
食

5

月

移動交通安全
教室

親子歯みがき
会

始業式　　　　　始業式，避難

学饗繍・1灘学級．講

　　　　　　　　演会（新入学
敬老のつどい　　　　　　　　の心得）

　　　　　　　　親子雪遊びの
　　　　　　　　つどい

6
外
－園練

父
い
と
ど

観
つ
参
の

訓
育
育
日

難
保
保
の

月

7

月

　　　　　　　　開園記念日

；個人面縄1・：欝齪

月

避難訓練

七夕まつり

1プール遊び

保護者会，大
掃除（PTA）
終業式，夏季
林業

　圏外保育
　11礪墾学級゜講

　ト
　保育参観

　i歯みがきテス
　　ト（組別）
月

ゴノ

　節分豆まき会

　園児作品展2

　お別れ親睦会
　1　（PTA）

　お別れ親子遠
　足

　個人面談月

　歯の刷掃指導
　　　　（組別）

　おひなまつり
　会
3
　園外保育
　1　お別れ会，小
　摩校見学

月大轡TA）

　修了式

・ 月行事　体重測定，誕生会　　・週行事　衛生検査

歯の保健指導内容

　噛の発達
　1

幼
　

　　　内　　　　容　　　1間　食

1歯みがきに興味をもつ　　1甘いもの
1　ブクブクうがいとガラ1とむし歯
　　ガラうがいのちがいを1おやつの
：　知る（うがいの練習）　時間と回

　　6番（6歳臼歯）みが
　　きを知る

みがきを行う、

・ 歯ブラシの持ち方，みがき方等は，年齢に応

　じ，学級別に指導する。　（歯のみがき方模型

　　利Jf］）

　・毎食後，個人指導。

　121園外保育での指導

　お弁当後の歯の刷掃の大切さから，外出した時

の「ブクブクうがい」の必要性に気づかせる。水

筒の中は，全員湯ざましとし，　rブクブクごっく

ん」を実施している。

　（3）歯の衛生週間に親子歯みがき会を開催，講

演と親子歯みがき。

　・紙芝居利用（歯の大切さ）

　・歯のみがき方模型利用（正しいみがき方）

　・染出し液をぬる（4・5歳児個人指導）

　IP　講演会

　幼児の食事指導　　栄養のバランス，歯によい

食べ物等，栄養の面からも啓蒙を図る。

　3．　環境面での工夫

　（1＞洗口場に，幼児の顔の高さに鏡を取りつけ

る

　2）歯ブラシケース（学級用）の利用と歯ブラ

シの消毒およびチェックー

　［3）歯みがきカレンダーの掲示．　（1ヵ月全部

みがいた幼児のもの）

　環境を工夫することを通して，幼児が喜んで歯

をみがくようになり，家庭での歯みがきに対する

意識も高揚した．

　1．　家庭への啓蒙と連携

　V　毎週配布している「園たより」に時おり，

歯に関する記事を掲載した

　・家庭におけるむし歯予防法

　・定期検診の結果

　・歯みがきテストの結果

　・歯みがきの大切さと親の補助

　121歯みがきテスト時，親も参加．わが子の歯

みがきの結果を点検し，親の補助みがきの方法，

今後の歯みがきの仕方．歯の発育状況等歯科衛生

士から細かく指導を受けた

　（3｝歯みがきカレンターの中に，・ひとロメモ1

グ）欄を設け，そこに豆知識を載せ，啓蒙した



5．　教職員の研修

・ 研修委員会を開き，研究の方針や全体計画を

　立てた。

・ 研究のための諸調在を実施し，その結果を園

　および学級の指導と家庭への啓蒙に生かす。

・ 歯みがきカレンダーの統計と分析tt

・ 歯の保健指導計画の立案（昭和59年分）。

・優良校視察。

4，　昭和59年の研究計画と実践

　本年は，推進園として2年目，実践研究の年で

ある。園の努力目標に1むし歯予防啓発推進事業

の研究を推進する」を掲げ，指導計画ならびに指

導法について検討し，実践を通して指導の充実を

はかり保護者への啓蒙をはかることに重点をお
く．

　1．　研究の全体計画

　ω　むし歯予防推進のための園内研修組織，む

し歯予防推進委員会の体制をつくる，

　2｝年間指導計画にむし歯予防の指導を位置づ

け，学級の実態に即した指導を心がける、

　［，3）歯の保健指導計lllii（59年度うの原案に基づ

いて指導をし，原案の見直しと修正を実践を通し

て図る。（保育に位置づけた指導，月1回）

　（4）よりよい習慣の定着を求めるために，日常

の保育での指導を充実する。

　（5）園行事およびPTA行事等を通して，むし

歯予防に対する親・子の意識，技能の高揚を図

る。

　（6／むし歯予防推進に必要な資料および環境づ

くりの構成を工夫する

　（7）幼児教育センターにおける「幼児教育研修

事業」とタイアッフし，むし歯予防を中心とした

公開保育を当園で開き，幼保小の連携および指導

法のあり方を研修し，啓発する

2．研究の実践

山　研究組織とおもな活動

4　むし歯予防啓発推進委員会

日本学校歯科医会会誌52号1985で12月、57

　・委員長（園長）

・委員（市教委指導主事，園主任，歯科医，養護

　教諭，PTA正副会長，　PTA各部長，幹‘ll：，

　計12名）

・ 推進母体（幼稚園教師，各家庭両親）

・ 研究の方針や全体計画，日程等の立案と活動へ

　の協力，調整等にあたる。

　2’研修委員会

　従来，園内の研究推進のため定例であ’）たこの

会を月1度，むし歯予防についての研修として別

に定める、

・ 教師5名で構成し，研修を積む

・ 学級別年間指導計画，歯の保健指導計画の原案

　について，保育を通して見直し，修正を図る。

・ 研究保育の実施と指導の反省会を開く　5歳児

　6月，4歳児10月，3歳児11月。
・ 幼児の歯の実態調査を実施し，保育および家庭

　ノヒ活に生かす、その他，各種調査実施。

・ 歯みがきカレンダーを分析し，家庭での歯みが

　きのあり方を知り，啓蒙をはかる．

・ 学校の指導に必要な資料を作成する。

　2｝指導の実際

　1’幼児の取組み

　定期健康診断と歯の治療：本で1渡は5月に3歳

児も診断を実施、その結果，う歯治療を要する幼

児には治療票を配布し，治療完了者にはピカピカ

ちゃんペンダントを奨励のためにケえた，（5歳

児は7月に治療率100％となる）

　歯kがきテスト（6月，11月，2Jj）：親子歯

みがき会時に親子で染出しをし，親の歯みがきの

影響と子どもの歯の補助みがきの大切さをみがけ

てない部分を通して知り，親子で学びあう（歯科

衛生上の実技指導を受ける）。

　歯みがきカレンダー（58年から開始）：3歳児

は5月から，4・5歳児は4月から引きつづき実

施，家庭および個人の指導にあたる。

　保育の中でのむし歯予防：おやつ，昼食後，必

ず歯をみがく。みがいた後のブクブクうがいも，

習慣化のため，徹底してさせる

　2保育および行事に位置づけた手旨導：歯の保

健指導計画の原案にもとついて指導案を立て，月
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日　案

3組（5歳時’1大宮市、7二幼児教育センター付属幼稚園

1

石　田　友　隆r熱）
お 穴

も
な ○歯の正しいみがきノ∫を知り、 その方法でみがいてみる 席 大久保文恵1事故欠）
活

動 者 許　藤　　彩1病気）

教師の援助と指導上の留意点

　　　　　　　　1

湘iの蹴　l
　　　　　　　　l

記録、反省、評価

ワv・尺ヒ明るくあいさつを交わしながら、よく視診㌧．健

　　　　　　　　　　　l

l　　　　　　　l
l　　　　　　　　　　　　　　I

一黒板に3枚；・」絵をは昌ノご・rヒ、会疑か纂圭・1、自然な形で歯

康状態を把握する みかき指尊へゐ噂入ができた クイてでは．まちがったもの

登圏時活動を手順よくすませ、好きな遊びにと1｝し：、でいる
もいたが、　　， ：まとんどの幼児は、」Eしくあてていた，理由をこ

か、－1＼一・人みていくようにする。晴れていたら、なるへく ≧．ごにするのは、 幼児：ニヒ・，て難し1、敦師のつ、きだしたか

pi外で遊ぷ．ように∫睦か1＋ていくヨ雨天の場合は．色紙等を ㌧た　“ll力夫きさの遊い噸かてるまてに時間がかかった、大

　　　　　　　　　　　　　　　　　，出L、飾り’∫くりなどにもヒリ（ダ）るよつにLてお： 頻1噛ブラシで， 幼児；ノ噛を£・かいてみるこヒを提案するヒ、

当番活動かスムーズにすすめられてい1ように見守・たり、 kき1て口にはいらないイ ・かけない　なビのこヒばカ・

援助Lた1庄ていく 出ざれ、 1’1分の口に合・〕もカでな㌧・ヒためだヒいう二とか意

ll｝時少L前にな・、たら黒板に絵をはり、幼児か興味を’パー．、 識てきた メく男を呼べばたきな歯プランでもノく丈夫」ヒい

ド1然に堅まってくるよう：こする、黒板のところへこない幻∫児 1
ゐニヒばをきうか1テに、歯の模型を出Lたのて、歯ブラシの

；二払｝Lては、 ことばかけをLていくようにする． 1 ’くぎざを確かめろ活動を降固時rlllに変更Lでしま・’た．

絵の説明を，’た後， 34三の歯ブラシを出し、誰の歯プランか レ
模型をみて、 す1に汚れに気つき∴客とそう．ヒの声が畠た．

許、“こてい（ ヒ！1ξに噛 なぜそめ歯ブラシになるのかという理由 ；
1　　－
　　　．・つも みたい，二紀・》まLポ〕　という教師に卸fして、清

も考えさせてい（ようにする． 1 放、棚馬は、 ド」’歯た：＋なク1て丸（．みか：十ない1描円法．ヒ

歯ブラシか大きすきる場合どうなるっ・問いか；年．歯マラシノ， ｛
1
，；・、ている∴て与法をよ1理解しているなヒ感心Lた、歯と

氏きざかで？わないと汚れが落ちにくいヒいう二とに気つかせ 1 ！ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ρ歯ゐ聞や歯力裏側にチ」一クか残っているのをみっ：＋、よ（

てい1 1　自分川1；二で7つた歯 1　　みかかない≧ためた
1

も・、ヒ強（みがいてみたら．との声

歯の模型 1ド1作 を出し、大ざっは：なみがき方をLてみせ、 もきう・」∴ 模型をみるこヒによ　／ご幼児なり；二　叩みがいて

みかき残’、ている部分があることに気つかせてい（ようにす か一たか いる’Pヒ
“ 翫か汁’：いる．ゐ違いに気っ：干たゐではないたろ

る 5か 1｛省ピ’で 模型を使・．て指曝する際、いつも歯で

歯の部分によ・、て歯ブラシのあてノ∫をかえたリ、みかき残L みかき残Lプ）あるこ あるヒいうこヒを考えて扱わなくてはい：＋ない二と、向かい

やすい部分は注意してていねいにみがいたりしてみせ、汚れ ヒに気づいたか． あ一，た時に、 教師は左 トて森かく技術か必要て’あることを痛

をよく落とすみがきノ∫の大切さを知らせていく
1戒1’・’uザノ　’1　「

自分の歯ブラシを使って実際に正しいあてノ∫でみかいてみる 歯ブラシをIELlあ ．実際に歯みかきをL’ご点る時、 L狙二てきている幼児や要領

ようにさせ、 要領をつかませる．教師は、指与用ノ’顎模型を ごで二・かこうと㌧て のつかめない幼児をヒりあ：｝るこヒによ㌧てもっと効果的な

使っで幼児と一諸に、 みがいていく い’こか 指噂ができノ：ゐてはないかヒ思’｝

一机やいすをグρレーブごkに並べ、おやつの準備をf噸よ：㌧ 　．おやつ後の歯みかきは． ヒゐ幼児もていムいにやっていた，

ていくよう長助する 1
本Hゐ活動によ・〆ご正：：みかこ・1という気持ちは、もてた

Cことばかけをし、 みがき残しのない正しいみがき1∫をLよう 1
1

ように感㌧るのて’こ批をノか後生力・LていきたL・．

とする気持ちをもたせるようにする， 1賄的なニヒ嵐 またう表くできない幼児か多いので、毎日

一水道で一人…ノ、の歯みかきの様子をみながら、」卜∴い｝ドコ∫
1

i・噛導で． く りゆ・えLべ’り身i二つ：÷ざせていきたL㌧　また、

でみがいている幼児は、認めたり、要領のつかめない幼児：二 ｝ 歯ブラシバもナ、，∫．二んにちは、ざようならのもち方）につ

は、具体的にあて与を示したりしていく， 、くい かりおざえた指尊が欠：＋’：いたゐで、なるべくはや

」本Hの活動をふりかえり、家庭での歯みがきの時もIELいあ く指導していきたい“

て方をしていくように話していく。

○歯みがき会で歯ブラシの植毛部の長さは、指2本分か適して

いるということをきいているので、幼児からそのことをひき
，噂

だしていき、 歯プラシクイズの3人の歯ブラシの大きさを確

かめていく。（指のペープサートを使う）

Q自分自身の歯ブラシは、どうか明日大きさを確かめてみるよ

うに約束する，

明lllと， 泥粘卜鵡遊．：；「し4㍉；舌1、覇待を1，ノ泌、降1剰晃ぜ

1

し



1度「歯の指導日」を設けて指導し，互いに保育

を参観し指導法の研究を通して，よりよい習慣

づけの基礎を作る。

　研究保育での指導：指導者，歯科衛生士等を招

いて，研究保育し，よりよい習慣が定着している

か，指導のあり方はどうなのか，子どものむし歯

への取組み方はどうかなど研究し，協議する。

　園外保育でのブクブクうがいの徹底（日常保育

での指導）：「ほんとうにみがくということはどう

いうことなのか」毎日の歯みがきを通して，年齢

別に個人指導をする．．

　10回ずつ声を出してみがく、音は大きく，歯ブ

ラシの当て方は正しく。終了後は友だち同士見せ

合ったり，教師に見てもらい，ピカピカちゃんに

なった満足感に浸らせる　（5歳児例）

　③　PTA活動とタイアッフしての指導
・ 親子歯みがき会の開催（6月）

・ 講演一歯の大切さ一

・歯みがき指導（親子）

・ 歯みがきテスト（3歳を除く）

・講演会の開催（幼児と食事指導）：特に今回は

歯によい食べ物についても指導してもらう

　特に近頃は，やわらかい食物が多くなっている

ので，歯のためにはやや固めのものや生野菜など

を最後に食べることがよいこと（自浄作用）を学

習する。

　④　環境構i成の工失

・ 手鏡を1学級分購入：学級での指導および歯が

よくみがけているか，常時の指導に使用，効：果を

あげている，

・ 各保育室にむし歯予防コーナにつくり，その月
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の指導のねらい達成に役立てる、

　「幼児教育研修事業」の一端として，幼保小の

研修会があるので，当園を公開保育園にし，歯み

がき指導のあり方，歯みがきの大切さを幼児の実

践を通して先生方に見ていただき，意識の高揚を

はかる。（10月予定）

　幼児教育学級に参加の母子に対しても，学習に

参加するたびに歯みがきの大切さについて触れて

いるし，ブクブクうがいの実際指導も子どもに対

して行っている。

5．　まとめ

　59年度は，1学期が終ったばかりで実践活動が

まだスタートしたところである　最終的なまとめ

にはならないが．研究の途上で次のことが大切で

あるということがわかった。

　Cl＞教師自身が歯についての正しい基礎的，基

本的知識をもつ．

　（21指導計画を常に明確に持つとともに，柔軟

な使い方をする．

　／31経験のさせ方や課題は，発達段階に即した

ものであり，細やかな段階をふんでいく。

　・i）主体的，自ニド的に活動できる条件をもっと

工夫する

　上記をふまえ，私たちは今後さらに幼児1人1

人の姿をとらえ，励まし，共感し，見守ったり，

教えたりしながら，次の課題を与え，本気になっ

て幼児とともに歯をみがき，望ましい援助活動を

していきたいと思っている。
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【全体協議会】

第48回全国学校歯科保健研究大会提出議案

第1号議案　教職員の学校歯科検診の強化徹底につい

　　　　　　て

　　　　　　　　　提案者　鹿児島県学校歯科医会

　1／j・学校・歯の保健指導のr引」が昭和53年に

文部省から発刊された　この推進をはかるために

全国にむし歯予防推進指定校雰業が始められ，現

在3期に入っている．このことによって，学級指

導のなかに歯の健康に関するカリキュラムの確立

がなされつつあるt

　さらに昭和58年から，幼稚園・小学校・中学校

を総括した，歯・口腔に関する保健活動を推進す

るために、釜国11都県において　むし歯予防啓発

推進事業」が実施され始めた

　このように，学校歯科保健活動は保健管理の局

面と保健教育を十分に機能させなければならない

重要な時期を迎えている。そこで，児童・生徒の

保健指導にあたって，教職員の歯の健康に関する

自己認識をもたねば適確な効果は期待できない．

　保健指導と管理の調和を求めた本大会におい

て，教職員の学校歯科検診の強化徹底を訴えるも

のである、

第2号議案　学校歯科健康診断時における環境整備に

　　　　　　ついて要望する

　　　　　　　　　提案者　宮城県学校歯科医会

　毎年行われている学校歯科健康診断は，その年

度の児並生徒の健康管理，保健教育に重要な役割

を果たしている、しかし残念なことに現在，健康

診断時の照明，器械器具の整備，事前の歯みがき

が不卜分なため診査が不正確になりやすい　また

歯鏡，探針の本数不足から消毒が不1’分になりが

ちである。これを解決するためには早急に学校歯

科健康診断時における環境整備が必要と思われ

る　II（｛和53年度から始った文部省0）むし歯（う歯）

予防推進指定校の学校歯科1塊腱に対する認識が高

ま、てきている現在，さらに・層の向Eを図るた

め以kのことを要望する、

第3号議案　学校給食後の歯みがきの徹底方について

　　　　　行政指導を要望する

　　　　　　　　　提案者　宮城県学校歯科医会

　近年「歯の健康一について家庭の関心が高まっ

ていることは周知のとおりてある　家庭において

ば食後の歯みがきが定着してきているにもかかわ

らず，学校給食後の歯みがきがなおざりにされて

いる傾向がある一

　それに対して疑問を感じている保護者も多く，

学校給食が教育の一環であると考えるならば，行

政の立場からも学校給食後の歯みがきの徹底をぜ

ひ配慮されることを要望する、

第4号議案　第5次むし歯半減運動の強力な推進を要

　　　　　望する

　　　　　　　　　　提案者　愛媛県歯科医師会

　第5次むし歯半減運動の発起は，去る昭和57年，

愛媛県松山市において開催された第46回全国学校

歯科保健研究大会であった

　以来．H本学校歯科医会において積極的な運動

展開が行われているものである

　第1次むし歯半減運動は，昭和31年，戦後の荒

廃から立ちあがった国民運動のように，当時とし

ては画期的なー歯科保健対策の運動として注目され

たものである、第4次の活動までは．むし歯の処

置の向上を図るものであり．まことにめざましい

効果は計りしれないものがあった一

　第5次におけるむし歯’卜減運動は，その到達目

標のひとつとして，世界保健機関（WHO）の提

唱する健i康Ll標として，西暦2000年までに12歳児

のDMFT指数を3歯以下にするといった国際的

な感覚を盛りこんだものである。

　このような視点から，本運動は児竜・生徒の心

とからだの健康の根源ともいえるものであり，今

後さらに積極的な推進がはかられ長期暖望にた

》た評価がなされるよう要望するものである、
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第48回学校歯科保健研究大会をふりかえって

山形県歯科医師会

　今大会がシンポジウム・大会式典とも大過なく

運営でき，また約1，　300名の参加Mを得て，成功

裡に終、rできましたのも関係各位の御助．りによる

ものと深く感謝の意を麦するとと／．に，厚くお礼

中し上げます

　58年10月に日学歯からの大会開催の話を，お引

き受けしてから，準備期間が1年しかないもので

すから，さてさてどこから手をつけてよいものや

らなどと，じっくり考える余裕もなく，日時の決

定，会場の確保，大会当日の日稗の決定と追われ，

なんとか11月の福岡大会までに開催」　・lll｛を出すこ

とができました

　大会日程も，これまでの領域別研究協議会を開

催するには準備期問が短いこと．ここ数年，学校

歯科保健活動が質的変化をし，より総合的な活動

が必要となってきており，これまて明らかになっ

た問題点を話し合うことによi）　’これからの活動

の方向を明確にできるのではないかということ

で，これまでの領域別研究協議会に｛…苧えて，シン

ポジウムと実践‘ji：例発表を設定することになりま

した．

　12月9日には第1回の準備委員会を設け，ここ

で大会全体の色づけといいますか，意義づけを各

委員から険討していただき，この中から，メイン

テー・’！を「保健指導と保健管理の調和ゴサプテー

マを1ライフyイクルの中の歯科保健、とするこ

とにより，個人の・生の各段階に合わせた適切な

指導法を明らかにしよう

　また．その効果を高めるために，地域ぐるkの

相飛効果を生むサイク・レ形成の核として，学校歯

科保健をとらえてみようということになりまし

た

　これに沿って，シンポジストの選択，実践：iif列

発表の発表者の選択などを日学歯にお願いをいた

しました。

　さて，大筋が決まったところで，後はしぼらく

’j｝二務的な仕事がつづき，開催要項の発送，参加申

込みの受付などを行いながら，参加の勧誘をつづ

けました　幸い各後援団体に大変熱心な御協力を

いただき，大会へ向けて次第に熱気が盛り上がっ

てくるのが感じられました。

　9月にλ、ってからは，連日深夜までの打合せが

つづき，細部を煮つめ，いよいよ大会当日となり

ますが，ここまでくればあとはもう台本通りに手

落ちがないように進めることで精一杯で，何も考

える間もなく2日間が過ぎてしまいました．

受付風景 前日の準備
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　大会が終i）て，最近になってようやく冷静にふ

り返ってみることができるようになったところで

す。

　最初の企画段階では，この大会はどのような性

格のもので，どんな意義を持つものか，というこ

とが考えられたように思うのですが，それとて

も，今考えてみると認識が非常に甘かったと反省

させられます。

　大会が近づくにつれて，大会の運営がうまくい

くかどうかが最大の関心’摘こなっていたように思

います。

　この1年間のこの大会に関係したたくさんの方

がたの労力と費用が，大会を開催することだけに

費やされたのであれば，非常にもったいないよう

に思えます。

　この大会を大会だけのワンポイントの刺激で終

わらさないで，それをいかに有効に活用し，熱気

をつづけていくかがこれからの最大の課題であ

山形県歯・冨田理事，寺崎理事

り，またも’・ともむずかしいことではあります

が，これもまた大会を主催した者の責任であると

思っております一

　それにしても学校歯科保健の普遍化がいかに困

難であるかを身にしみて感じている次第でありま

す、

　最後に関係各位，特に日学歯の方がた，また形

歯事務局の諸氏に，重ねて厚く御礼申し上げま

す。

第48回大会に参加して

　会誌52号の編集にかかわる委員会を8月23日に開催しました。この号ではlll形大会の記録を中心とするものな、

ので，委員会の考え方をお伺いしました。

　榊原委員長のまとめ：こより，前日のシン小シウムを軸とした大会への反省をふくめた感想文を，委員各位にお

1唄いしました。

　各委員には各地からの参加者の感想文を数多く集めていただきました。しかし，類似するものが，かなりみら

れttしたので，整理して，その一部を記録をし，残部については今後の参考とし，機会をみて報告をしたいと考

えております。

　特に，愛媛県・中桐　委員，神奈川県・戸出裕委員，千葉県・加藤想士委員には，ご努力いただきましたこと

に心から感謝します。

第48回　全国学校歯科保健研究大会に参加しての感想

（専務貴志記）

愛媛県歯科医師会兵藤正畠

　「県健指導と保健管理の調和一ライフサイクル

の中の歯科保健」大きな主題が興味を誘う。空

港から会場までの道中，刈り取られた「ササニシ

キ」の田園・リンゴがたわわに実った風景，初秋

の愛媛から秋深いII」形へ，季節を一ヵ月先回り，

時期は最高でした。大会は従来の方式と異なり，

会場は山形県民会館一ヵ所，それに講演形式で場

所の移動がなく，じっくりと聞くことができ，ス



ケジュー・レ的には好都合でした

　初口のシンホジウムが大会の目玉と思われる，

　「歯科保健指導の現状と問題点」などのテーマ

で行われたが，シンポジストの発表がそれぞれに

すばらしい講演で，よい勉強になった

　4人もの発表で時間的な束縛もあったが，も一一）

とも期待していたフロアの意見が調二でシンポジ

ウムにしては物足りない気がする　フロアの意見

をもっと拾える方法を望みたい：

　2日日，大会式典は型どおり．記念講…演，西山

登志雄園長の動物賛歌一母と子の心のふれあいを

求めて一，はカバ園長といわれるだけに，ユーモ

ラスでしかも活力あふれる話しぶり，動物を通し

ての多方面の話に感心させられた　いい演者を選

んだと思う一

　実践事例発表は，むし歯予防啓発推進事業のね

らいが初日，吉田螢一郎氏により発表されていた

ので，その実践方法が埼玉県の発表と結びつき，

中学校，小学校，幼稚園での実施がよく理解で

き，すばらしい発表だと感じた。学校歯科医とし

てはたすべき役割は能美光房教授のまとめで，職
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員研修での助1－i指導，PTA，父母集合時の講話

・ 学校保健委員会の助．1指導等があり，学校歯科

医としての責任の重さと，研修の必要を感じた。

また，学校，園てのむし歯予防が教育の中に浸透

している様fを目のあたりにして，心強い面もあ

一 ，た

　推進指定校の歯科医の重要性をはだで感じ，わ

れわれに学校側がいかに期待をよせているかも理

解できたように思う、推進指定校の学校歯科医と

しての実践発表も聞きたいものと思われる。

　本大会は学校函科の問題を家庭や，地域社会と

の関連から個人一一・生の問題としてとらえ，今後の

指導実践法を探ろうというのが狙いと聞く。大会

要項がよくその点でまとめられ，今日からでも学

校歯科医としての参考書として使いたいと思う。

　学生時代交友したなつかしい顔にめぐり会い，

顔なじみや新しい友とはるばるやってきた山形大

会，山寺のイ1段に流した汗が岩にしみいる。48回

大会に参加できてうれしく思った。感謝いたしま

す。

シンポジウムを聞いて

神奈川り・噛科医1｛絵田中晋也

［　　　　　一　　　　　冒　　L　　　　－h’　一一

　第48回全国学校歯科保健研究大会シンポジウ

ムに，神奈川県から出席した40数名の，県歯役

員，会員，保健関係者は，会場の方にそろっ

iて，熱心にシンポジストの話に耳をかたむけて

｝いる一榊原日本学校歯科医会常務理事の座長に

よるシンポジウムはスムーズに進行し，あっと

いうまに予定の時間を消化した。もっと多くの

時間があったらと感じたのは，小生だけではな

かったであろう。

1　神奈川県歯からの参加者から，田中先生にシ

：ンポジウムについてのご感想をお願いし，な

！かなかするどい御意見をいただいたので御紹介

するn

I　　　　　　　　　　会誌編集委員　戸田　　裕
1

　保健指導と保健管理の調和一ライフサイクルの

中の歯科保健一という大変大きな標題に向って，

おのおの異なった立場の4人の先生方の発言は，

聞く者にとって，それぞれ好みの角度から発言を

解釈し，標題を理解することができ，大変わかり

やすいものでした。

　教員養成に直接従事している立場の杉浦教授

は，戦後の新しい教育制度になって，教員養成に

用いられる教科書の中から衛生（保健）が削除さ

れ，衛生（保健）は一部の学生が選択課目として

受講するにすきなくなり，それ故，最近の新卒教

員の多くは学校保健（歯科保健も含め）に関する知

識をほとんど持たないと考えなければならない，

という。

　こういう状況の中での山形県内の保健主亨，養
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護教諭の先生方に対しての学校歯科保健に関する

アンケート調AHiでは

　1）養成機関での歯科知識をより多く要望する

　　傾向にあること。

　2）　歯科保健に関する指導，1；：が少ないこと。

　3）　巡回歯科指導の要望、

　4）　養護教諭の複数制rl人歯科衛生士）。

　5）　検査票の簡単かつわかりやすい方式。

　6）　初期う蝕発見時の精密検査の要請券ri勺な藁，

　　のの必要性。

　7）　1年2回の検診の実施。

　8）初期う蝕の検’戯騨iの統一・（学校検診と診

　療所での違い）等。

　いろいろな問題を含んだ回答が川され，特に学

校歯科医が関わりを持つ部分については，大変大

きな宿題を与えられた感じでした。

　行政の立場で，53年の「小学校・歯の保健指導

の手引」発行から今日まで行ってきた施策につい

ての話は，充分にその流れを理解することができ

た。

　現段階て，むし歯予防啓発推進事業へと発展し

ていくことは，う蝕発生阻【Lのために大変重要な

事業であると理解できました

　31年からの第1次むし歯半減運動から，第4次，

第5次へと移行，その問「小学校・歯の保健指導

の手引」の発行と「むし歯予防推進指定校」の設

定など行政側からの対応があり，一方WHOに

おける「2000年における歯科保edi　I　I標．「の採択

など，世界的な動向の影響を受け，内面的には，

歯科医師の急増問題がクロスしている現状の中で

の歯科保健活動や対策について，4人のシンポジ

ストの先生方，ひとりひとりの話の内容は，その

置かれた立場を充分に表現し，その立場でやらん

としていることは充分に言い表わされていました

ので，そのとおりを理解することができたと思い

ます，

　ただ先生方ひとりひとりの話の内容が大変多い

わりに時間が短く，大変もったいなく残念でし

た

　ひとつの話が独立するのではなく，4つの話が

つながってひとつの話になるほうが理解しやすい

ように感じましたし，壇上での討論の形を取り入

れていただけたらよかったように思いました．

　特に最初に出された教員養成用教科書に見られ

る衛生（保健）の問題や，アンケートの結果等に

ついて，行政の立場での意見や，日本学校歯科医

会としての考え方などお聞かせいただく必要があ

ったと思いますし，具体的な話合いをいただけた

らと思いました。

　文部省が行ってきた現場に向けての働きかけや

接触が，実際の現場の声ではそれほどタッチをし

ていないようにも見うけられました．

　このへんについても，日学歯という立場での考

え方について発言を望みたいところでした．

　最後にフッ素について改めて勉強しておく必要

があると痛感いたしました。

第48回全国学校歯科保健研究大会に参加して

茨城県歯科医師会石井謙二郎

　地区の参加者からシンポジウムについて取材を

してみました．茨城県から参加された4人の学校

歯科医の先生方の感想によってまとめてみまL

た

　大会のテーマ「ライフサイクルの中の歯科保健」

すなわち，学校歯科を個人の…生，さらに，その

回りを取り囲む家庭，地域社会との関連からとら

えよウという趣旨で開催されたことは，WHOの

提唱した「西暦2000年までにすべての人びとに健

康をのスローガンにあった21世紀に向っての大

会であると感じました．

　特に今回新しくシンttジウムの形式がとられ，

それぞれの立場のシンボジストから講演があり，

私たち学校にかかわりのある学校歯科医として，

現場の教師が教員になる過程で，すなわち，教員



養成の大学で，どねだけの学校保健関係の講義を

うけているのかに不安な而もありましたが，歯科

保健の目標が設定され，現場活動へと展開されて

いる様子，また，文部省が学校歯科に取り組んで

いる内容もよくわかりました

　しかし，一歩，IY，yたちの姿を振りかえってみ

ると，個人の学校歯科医としての力不足を考えさ

せられました　21世紀に向って個人の学校歯科医

の意識の高揚（一部の先生はすばらしいですが）

と底辺を広げるようにすべきだと思う．

　歯科医師会での学校歯科の立場は，今の姿でよ

いのだろうか．考えさせられた2日間でした、

　21世紀に向って真に健康な国民の育成は，学校

歯科を考えないでは存在しないのてはないかと思

います　これからも学校歯科のため頑張っていき

たいと思います　広野の一・点にともった火が広野

を埋めつくす日を夢みて　　（茨城県歯科医師会

学校歯科委員会　委員長　上野　光）

　今回の大会に参加して，最近の学校歯科保健の

流れが，保健指導に重点をおいた保健教育の時代

から，さらに一歩進んで家庭や地域をも含めた組

織活動に輪を広げようとしている今日，今大会が

「ライフサイクルの中の歯科保健」をテーマに掲

げたことは，まことに当を得たものでした。

　今回は今までとは違ってシンポジウムの形式が

とられ，4人のシンポジストはそれぞれの専門の

立場から，最近の学校歯科保健に関する経緯と今

後の展望を述べておりました一各先生とも組織活

動（家庭・地域との協力体制，教職員との協力体

制，学校保健委員会など）の重要性を強調されて

おりましたが，具体的内容についてのシンポジス

ト相互の意見の交換や会場の参加者との質疑応答

は時間の制約で，あまりありませんでした。

　そのためか，せっかくの発表が一方通行になっ

てしまい残念に思われました。内容をもうすこし

絞って論議した方がよかったのではないでしょう

か。　（茨城県歯科医師会学校歯科委員会

　　　　　　　　　　　　常任委員　野溝正志）

今大会は初日にシンポジウムが開催されまし
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た。歯科保健指導の現状とその考え方について，

各シンポジストの講演と座長先生の総括などに聞

き入りました。

　山形大学の杉浦教授は，学校歯科保健の歴史を

ひもときながら，歯科衛生に関する教員の役割に

ついて説明されました

　吉田文部省調査官は，「小学校・歯の保健指導の

手引」が作成された背景を中心に，手引を活用し，

「人びとに健康を与える」のではなく「人びとの

手によって健康は形成されるものである」という

考え方に変ってきたことを話されました。

　森本教授は，吉田調査官が述べられた項目をさ

らに補足し，学校においては養護教諭，家庭では

母親の協力が必要であり，どちらに対しても対応

の仕方が今後の重要な課題であると解説されまし

た、

　高江洲教授は，むし歯予防に関する施策や健康

な歯を保つための学校・家庭内ににおける具体的

なチェックポイントなどを提言され，むし歯予防

がようやく国民に定着していく時代に入るように

なったと結んでおられた。　（茨城県歯科医師会学

校歯科委員会　委員　塩原徳勇）

　今年の山形大会に参加してみて，現場において

学校歯科医，教職員，その他学校保健関係者が，

むし歯予防のために真剣に取り組んでいる姿に接

し，深い感銘をうけました。

　むし歯半減運動，この〔標に確実に近づきつつ

ある現在，では，その後はどうしたらよいのか，

それと平行しての目標は何なのかと考えておりま

したところ，シンポジストの高江洲先生の話の中

に，むし歯予防からスタートする歯科保健が生涯

保健へつながるためには，「咬合機能の維持」とい

いう重要な課題があるというような話を拝聴し，

今までの歯科検診に対する見直しを迫られたよう

な関心を持ちました。

　学校歯科保健を通して，むし歯予防はもちろん

のこと，生涯の歯科保健についても充分考えなが

ら，学校歯科保健活動を進めていかなくてはと，

考えているところです。　（茨城県歯科医師会学校

歯科委員会　委員　浅野克実）
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　以ヒ，今回のシンポジウムに参加した学校歯科

医の一部の声としてまとめてみました、

　座長としての榊原教授は，総括的な話として，

学校教育の中で学校保健は生活指導としてとらえ

ることが重要であると結論づけられ，そしてシン

ポジウ！、のまとあとして，’i歴史的に学校歯科保

健は管理面から始められ，学校歯科医の指導が主

イ、↓　　　≠・Lダ）つ’＿o

　2小学校・歯の保健指導の手引の推進の重要性

　3）第5次むし歯半減運動の大切さ

　建ライフサイクルの中での歯科保健推進の重要

性等を挙げられた一

　本日のシンポジウムの中から何かつかんてもら

えたら．学校歯科保健の・つのきっかけをつくる

ことができるのではないかと結ばれた。　（シンポ

ジウム取材・石井謙二郎）

事例実践発表をきいて

T一葉県歯科医師会　加　　藤　　想　　士

　「保健指導と保健管理の調和一1一ライフサイク

ルの中の歯科保健一をメインスローガンのもと

に，前日のシンポジウムにつづき，大会2日目は，

「埼玉県のむし歯予防啓発推進事業」について3

つの事例発表があり，学校歯科医はもちろんのこ

と，現場の先生方の多数の参加と熱心な態度がll

をひいた。

　前日のシンポジウムでは4人の先生方により，

学校歯科保健の施策，地域との連携，職員の役割

が論ぜられ，今後の課題が提起された。

　啓発事業をすすめる中で，埼玉県の幼稚園，小

学校，中学校，各現場での実践活動にライフサイ

クルの中でどのように取り組み，実践していくか

の貴重な実践事例研究発表であった

　その1：中学校　埼玉県蓮田市黒浜中学校

　研究主題

　「親と子の健康な歯づくり活動の推進」

　一地域ぐるみの学校歯科保健活動の確立をめ

　　　ざして一
　保護者の養育態度の変容を図ることを大きな課

題として本主題を設定され，歯科保健啓発活動を

通して，子どもたちおよび家庭へ，教師が積極的

に「よい相談相手となること…を目標とした

　学校歯科保健活動を介在として，生徒を中心に

家庭，地域社会全体で考えていけは，現在の中学

教育の諸問題を乗りこえ，解決できる何かが得ら

れるようである、

その2：小学校　埼玉県秩父市西小学校

　「むし歯予防啓発推進事業」にあたって，今後

どの学校も，学校歯科保健，学校保健を推進して

いく上でのいくつかの問題点が提起されている

参考にしていただきたい。

　西小学校は，昭和57年度からr進んで学習に取

り組ませる指導法の工夫1をテーマとして，それ

ぞれのフロック（低・中・高学年）で授業研究を

中心として．研修をすすめてきた．

　これを受けて，昭和58年度も57年度のテーマを

統一研修テーマとし、低学年ブロックでは「やる

気を喚起させる授業’，中学年は「意欲的な学習

態度を育てる授業1，高学年は「教材・教具の工

夫と活用について1という＋ブテーマのもとに研

究が始っていた，

　このような状況のなかて「むし歯予防啓発推進

゜拝業一をすすめる秩父地区の中心校となるよらに

要請されたが，すでに新しい行進が開始されてい

る　割りこませるのに気の重いものを感じた　ま

ず，教頭，教務主任，保健主事，養護教諭に話を

した

　これらの先生方の個人としての意見は「ここへ

きてむりではないか．という意見が大部分であっ

た

　しかし，この要業の実施期間は3年間というこ

とであり，地区内の中心校の関係もあるので引き

つづき検討をお願いした

　次に，学校運営委員（校長・教頭・教務主任・



保健主事・学年主任）に養護教諭を加えた会議を

もった　ここでの意見は，

　i，・1）新年度（昭和58年度）が始って数ヵ月たt，

ている．二兎を追うことになって，結局一兎をも

得ないことになるのではないか、

　121「むし歯予防」は家庭で負うべき問題ではな

いか，

　i3）学校は、学力の向上にこそ力をいれるべき

である、

　凶　現在の本校の子どもたちの姿をみるとき，

「むし歯予防一より，もっと勉強に頑張るための

集中力や注意力をどうつけてやるかを研究すべき

である

　一中心校」を積極的に引き受けることに賛成の

意見は少なかった一職員会では，

　il）今，なぜ「むし歯予防」なのか．生活が豊

かになり，文明が進めば進むほど「むし歯」が増

加する　国民の大部分の人が「むし歯」をもって

いる。今こそ，なんとかしないと，どうしようも

ない状況になるのではないか。

　・2）「学習指導要領」でも「健康の保持増進」は

大きくとりあげている、

　耐　本校の教育目標は，「かしこく」「たくまし

く」「あたたかく」である。「むし歯だらけ」では，

たくましい子どもを育成したことにならない、

　全体の職員で，いろいろと話合いを深めるなか

で，学力を高めることも，注意力や集中力を養う

ことも，さらに忍耐力をつけることも，「歯」へ

の取組みを真剣にすることで達成できる。このよ

うな全職員の共通理解のもとに，この仕事が始め

られた。

　昭和59年度は職員の統一研修テーマを「むし歯

予防啓発活動」の実践にかかわることとし，サブ

テーマを「健康な歯を育む親子活動の推進」「歯

みがきタイムにおける歯みがきの実践」とした一

　その3：幼稚園　埼玉県大宮市立幼児教育センター

　　　　　　　附属幼稚園

　幼児の習慣性，親の意識を高める　2つのねら

いのもとに，きめ細かい実践活動を展開されてい

る。
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　三つ子の魂百までといわれます。小学校，中学

校，高校時代の保健上の諸問題のスタートの時期

です。この時期を大切に学校保健に継続されれ

ば，よりスムーズに連携していくことでしょう。

　以上3者の発表は，将来の日本を担う子どもた

ちの心身ともに健康な発育，成長にとって欠かす

ことのできない大切な時期です一

　学校歯科保健活動，学校保健活動を通して，21世

紀を担う子どもたちとともに「命の大切さ」「生

命教育、をともに考え学んでいかなげればならな

いことを痛感し，願っています、

　学校歯科医感想

　むし歯予防啓発推進拝業にあたって，

　1、行政

　2　学校（幼稚園）

　③家庭（家庭のある地域環境）

　の3部門での意識と連携の確認が問題となるで

しょう。このどれひとつ意識が欠けても不可能な

事業であることのむつかしさを再確認した。学校

サイドでは「むし歯予防啓発」は家庭の役日，家

庭サイドでは学校の役目と，とかくなりがちであ

る、，

　共通理解のもとに，共通実践が行われていると

いう努力は大変なことであったと思う。

　算業にあたって，行政，学校，家庭が各々の立

場を認識，協力して今後とも3年間の事業期間以

後も順調にこの事業の発展を期待したい。

　また，この組織活動における学校歯科医の適切

な助言，指導がいかに重要な役割を占めるか，そ

の責任の重さを痛感した、

　丁〕この啓発事業の輪を推進指定校に止まらず

にもっと大きく広げなければならないこと

　2　事業の組織活動内において適切なる助言，

指導ができる学校歯科医の育成等，現場の人びと

にのみ苫労を負わせないよう，学校歯科医，日学

歯の役目はまだまだこれからではないか
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栃原義人先生の足あとを追う

榊原悠紀田郎

　昭和59年4月10日，熊本の栃原義人先生がその

89年の生涯の幕をしずかに閉じられた

　お元気でおられると聞いていたが．最近では足

が御不自由になられたせいか，久しくお目にかか

ることのないままにすぎていたr

　日本学校歯科医会では，昭和40年4月から，昭

和50年3月までの10年間，向井，湯浅の両会長の

下で，副会長をつとめられ，いろいろな会合には

いつも元気なお姿をおみせになられ，そのころ油

断していると，少々うるさいおじいさんで，会で

は大久保彦左衛門的な存在であった

　その後は顧問という役であった。

　ところで，私にとっても栃原先生は，すでに学

生のころから雑誌の上で，しばしばお名前をお見

うけしていた大先輩であって，とうてい近よりが

たい雲の上の人のように思われていたものであっ

た。

　しかし日本学校歯科医会のいろいろな会合や活

動で，ほんとうに親しくさせていただいたので，

先生の古いことなどを改めて思い起こすことがし

ばしばであった、

　私にとって栃原先生は，学校歯科保健以外の分

野での活動がさきに深くきざみこまれていたの

で，ともすれば，いわゆる熊本方式の活動や，熊

本の城東小学校を中心とする現場活動などは忘れ

がちになっていたし，日本学校歯科医会の組織を

法人にしようという論議がでてきて，その準備の

ため，法人化準備委員会がつくられた時，委員長

として活動されたことなども注意ぶかく心をとめ

ていないと忘れてしまうところであったfX

　それに，栃原先生の歩んでこられた道は，先生

にお会いするたびにふっと感じる一種の骨っぽさ

のようなことと無関係ではないようなことに気づ

いたので，改めて，先生の足あとを追って，亡き

先生にささげたいと思った．

　ただ，ほんとうは生前の先生にそう親しくさせ

ていただいたわけではないので，いろいろと誤っ

たことを記して，泉下の先生のお叱りをうけるか

もしれないが，とにかく，手もちの資料をもとに

して先生の足あとをたどってみたい一

　生いたちのころ

　栃原先生は，明治28年3月10日，熊本県菊池郡

加茂川村（現在の七城町）の農家の二男として生

まれたということである。

　そして中学卒業ののちに，L京して東京歯科学

尊門学校に入学し，大［E7年10月に卒業された。

　当時は3年半の課程であったわけである。

　東歯の同期には，補綴の溝上喜久男教授や日本

歯科医師会の副会長などもつとめられた渡辺昌夫

先生などがおられる一岡本清櫻先生や博多の池田

明治郎先生は一期先輩にあたっている。

東大歯科に入局



　東歯卒業とともに，すぐ東京帝国大学医学部の

歯科学教室に介補という形で入局されて，石原久

教授の下で指導をうけることになった、

　これは今ではなんでもないことであるが，その

ころは，私立である東歯と東大の歯科学教室とは

ちょっとした敵のような関係にあり，東歯を出た

ものがストレートに東大にいくことなどぱ，よほ

どの決心を必要としたことであった、

　そんなとき栃原青年はあえて東ノ〈の教室に行っ

たわけである

　栃原先生ものちに一束歯出身にはめずらしい母

校愛？に欠けた1人と目されている私一というよ

うな表現をしておられるが，また一生来のあまの

じゃくの性格」とも言っておられる

　のちに先生から感じる一種の骨っぽさのような

ものは，こうしたことと無縁ではないと思う、

　いずれにしてもこうしたことで，そのころ東大

におられた佐藤運雄先生や島峰徹先生などの方が

たとのおつきあいが始っている、

　伊藤忠三郎先生とのかかわり

　こうして東大に籍をおく一方で，当時麹町平

河町で超一流の患者をみていた伊藤忠三郎先生の

診療所に勤務することになった　これも東歯出身

者としては大変めずらしいことであった

　伊藤忠三郎先生は，東大歯科の創設のころ，高

僑直太郎先生とともに石原久教授をたすけた歯科

医であった　歯科医師になった経歴も，当時主流

とされていた高山歯科医学院系ではなく，歯科矯

和会系である

　この伊藤忠三郎先生のオフィスには犬養毅，高

橋是清などの政治家や川合玉堂などの画家なども

通院していたし，現在の皇后も歯列矯正のために

通院していた，ということである

　こういうオフィスをめがけて臨床を学んだこと

が，のちに臨床家としての栃原先生の盛業ぶりに

つながっていくものであったかもしれない。

　熊本での学術活動

　大正10年7月に，郷里熊本に帰って，下通新町

に開業することになった，
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　しかし，そこでもじっとピンセットをもってい

るだけではすまされなかったようで，大正13年1

月には，熊本市内の有志とともに熊本歯科医学研

究会をつくり，毎月例会をひらいては互いに勉強

を始めた、一

　スタディクラブのはしりとでもいうべきもので

あったわけである

　この研究会はずっと活動をつづけ，昭和13年10

月に会員も59名になって，熊本歯科医学会と改名

し，さらに昭和19年9月，太平洋戦争のはげしく

なったときに休会になるまでつづいたというか

ら，なまなかのことではなかったようである．

　こうした活動の中心は，もちろん栃原先生であ

った、

　熊本での開業とほとんど同じころ，大正13年3

月，博多に新たに設立された九州歯科医学専門学

校では栃原先生を教授として迎えることとなり，

口腔衛生学，歯科材料冶金学などの講義を担当

し．熊本から毎週月曜日に福岡まで通ったようで

ある。

　若冠28歳の教授というわけである。

　創設後いろいろの事情があったし，国永正臣校

長との交りのあった故とはいっても，やはり九州

地方で栃原先生がすで光った存在であったことを

物語るものであろう。

　これはのちに，九州歯科医専に，東大の和泉橋

病院から永松勝海先生が赴任されたとき，さらに

深まることとなった

　このころは非常勤講師という立場であったが，

東大のころからのつながりもあって，永松校長を

たすけて，昭和10年ごろまで講義をつづけられた

ようである」

　このように多忙な日々を縫って，昭和4年に，

熊本医大の内科，眼科，耳鼻科などが中心になっ

た診療班に加わって，五木の子守唄で知られる僻

地五家荘への巡回診療をされている。

　これはいわゆる僻地診療活動の・客わけであった

かもしれない

熊本医大での研究

この活動が縁となったかどうかは明らかでない



70

が，昭和8年5月には，栃原先生は熊本医科大学

の病理学教室の森茂樹教授の下に研究生として入

局された。

　ここでの研究は実って，昭和14年7月，“甲状

腺機能と歯牙発育”という6編にも及ぶ大きな論

文にまとめられ．これによって熊本医大から医学

博士が授与されている

　またこうした研究の背景となっていたものに，

栃原先生の癩についての研究がある

　昭和6年ごろから手をつけておられたようで，

この方面の雑誌にはそのころいろいろの論文を出

しておられる．

　癩性紅変歯という命名は栃原先生によるもの

で，私も学生のころ雑誌の一ヒでお口にかかったこ

とがある。

　そのころは，今日とはちがって，学校にいる者

以外の人の論文を雑誌でみるというようなことは

大変めずらしいことでもあったので，何か目をひ

いたことを覚えている．

　思い出すままに誌してみると，“熊本市幼稚園に

おける園児の口腔検査成績”（昭和7年），“癩性紅

変歯について”（昭和7年），“臼歯部過剰歯に関す

る研究”（昭和10年），“健歯保有の高年者（60歳以

ヒ）の統計的観察”（昭和11年）なとである

　熊本医科大学との関係はその後もずっとつづい

たようで，その後熊本医科大学が，歯科医専卒業

者に対して進学をゆるすようになってから，栃原

先生の関係からか．多くの歯科医専卒業者が熊本

医kに就学することになった一

　昭和18年9月に，東歯出身の八木茂，佐田勝清

などの新進の人びとが学士試験合格証書を授与さ

れている

　そしてこのときには，のちに東歯の解剖学の主

任教授となったL條雍彦教授は2年生として在学

していた一

　　E條教授は横浜一中の出身で，私の中学の後輩

に当たるし，厳父のヒ條肇先生は私の父の朋友と

して横浜市歯科医師会会長などでもつとめておら

れた　上條教授は，東歯卒業後熊本医大に進ま

れ，昭和21年9月に医学士になると、そのまま解

剖学教室に助手として残られ，昭和25年11月には

その助教授となり，26年には学位を得，その異例

の研究のはやさは注目をあびたのであったc

　そして昭和26年，母校東歯大に教授として迎え

られた一

　こうした上條教授の熊本における活動や，母校

に迎えられるに当って，栃原先生が陰に陽に力と

なられたことは想像するにかたくない．

　フッ素内服の実験

　栃原先生と熊本医大とのかかわりで，もう1つ．

みのがせないのは佐田勝清さんとの関係である

　佐田勝清さんは，高知県人で昭和15年3月の東

歯卒業である

　正岡健夫前愛媛県歯会長や坂本豊美静岡県歯会

長，歯科ペンクラブの堤敏郎さんや，先ごろ来日

した北京の柳歩青さんなどと同期というわけであ

る、

　佐田さんは卒業後すぐ熊本医大の専門課程に入

り，卒業するとすぐ病理学の波多野輔久教授の下

に入局して研究に従事した。

　昭和17年，波多野教授は，阿蘇火山帯地域にみ

られた歯牙フッ素症に対して“阿蘇火山病”と命

名して研究をすすめ，そのころ，九州帝国大学の

加来素六教授の提唱した局所原因説とはげしく対

立していた

　こういう中で佐田さんはものすごいファイトを

もってこれにとりくみ，フッ化ナトリウムによる

いわゆる斑状歯発症の動物実験に成功している。

　一方，この研究の途中で，フッ化物を応用して

いわゆる潜在性斑状歯の状態にしておけば，う蝕

への発病を抑制し得るであろう，という着想から

微量フッ素の内服の研究が始った。

　そして動物実験の結果から安全性を推定して，

1錠中にフッ化ナトリウム1m9を含み，消化強

壮剤を配合した錠剤をつくり，これを“健歯錠”

10号と命名して，臨床研究に人るということにな

り，栃原先生の協力を求めた

　そして昭和18年9月，熊本市城東国民学校初等

科1年生のうち男女各10名，さらに翌年度からは

男女各25名に対して“健歯錠”の服用実験が始っ

た。



　昼食時に対象児童を保健室によんで養護訓導の

指導で健歯錠1錠を内服させたわけである。

　この際もちろん保護者からは健歯錠内服の承諾

害はとっていたc，

　計画では，5年後に成績をまとめるつもりで始

ったが，昭和19年5月に．熊本日日新聞にスクー

プされて“ムシ歯を内服薬で退治，栃原博士予防

薬を発見”などと記事にされたことがあった。

　しかしその年の9月ごろから学童疎開が始まり

昭和20年7月2日に熊本市の大空襲により，学校

の建物は残ったが，住民が被害をうけることにな

って実験は中IEとなった一t

　佐田さんは研究途上で昭和18年9月軍医として

召集をうけ．昭和20年12月に帰還すると八幡製鉄

病院に赴任するとともに研究にも意欲をもやして

いたが昭和22年5月8日に，腸疾患手術中に急逝

した，31歳の若さであった。

　こういう若い学徒をはげまし，それと協力し

て，フッ化物のう蝕抑制のための貴重な臨床研究

を行ったことも，栃原先生の1つの側面を物語る

エピソードであろう。

　学校歯科保健の熊本方式

　僻地における学校歯科保健の問題として，どう

しても何らかの形での診療体系の導入，確立が必

要であることは今日でもいえることであるが，そ

れにはいろいろな困難力～ある

　その1つに財政的な問題があるt

　そういうことに栃原先生が会長をしていた熊本

県学校歯科医会は1つのシステムを導入した，

　これがいわゆる熊本方式といわれるもので，県

教委と緊密な協ノフのド，僻地の学校の保健室に保

険医療機関の指定をうけさせ，そこで社会保険被

保険者証を利川させて経済的な問題の解決をはか

ろう，というものである

　二れを昭和38年から始めた

　コロンブスの卵のようなもので，机の上では考

えつくが，実際に県のレベルでこれを実施しよう

とすると，いろいろと派生的な問題がでてきて，

すぐデッドロックにのりあげることになるが，と

にかく熊本県ではこれを克服したわけである。

る
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ここにも栃原先生の骨っぽさをみる思いであ

　小学校に洗ロ場の設置

　’」・学校に洗口場をつくることなどは，今日では

常識といってもよいほどになっているが，栃原先

生は，昭和30年ごろから，これをしつこく強調し

ておられた，

　御自身が学校歯科医であった熊本の城東小学校

の改築に当って，それを実現したことはもちろん

であるが，“新しい学校保健施設としての手洗兼

洗口場設置の提唱”（昭和34年），“学校本建築に

おける洗rl場の設置についで’（昭和41年）“小学

校施設規準の中に能率的な洗口場を取り入2よ”

C昭和45年）などの提言をくりかえした。

　そして現在は，それら規準の中に取り入れられ

るようになった、

　栃原先生のねばり勝ち．ということになろう。

　余　栄

　栃原先生のお宅は，熊本市内随一の繁華街下通

町にある5階建の栃原ビルの3階である。

　これは昭和38年に完成している。この建築はむ

しろ栃原先生の長男一広さんによってすすめられ

たもののようであるが，やはり栃原先生の余栄と

いっても言いすぎではないであろう一

　ちょうどこの翌年の昭和39年9月，第16回の保

健文化賞を受賞された

　多年にわたる歯科衛生の向上についての努力に

対してである．

　歯科領域における個人の保健文化賞の受賞は，

第11回に：三重県の巾川市郎先生，第15回の私の父

の榊原勇占についで3人目のことであった。

　余栄の1つといえよう。

　もう少し付け加えるならぽ，昭和40年9月に藍

綬褒章，昭和42年に勲五等に叙勲されておられ

る

　正に余栄とともいうべきものであろう。
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溶陽市南京街第一小学校を訪ねて

神奈川県歯科医師会

　昭和59年7Jj16日から27日まで10日間のスケジ

ュールで，神奈川県遼寧省医学交流団として，神

奈川歯科医師会加藤会長ほか12名が参加，訪中の

機会を得た．

　その時，7月17日遼寧省藩陽市南京街第一小学

校児童の学校歯科健診ならびに保健指導をする機

会を得ましたので報告する．

　校長から，次のような要旨の挨拶をされた．

　挨拶

　木村先生を団長とする神奈川県遼寧省医学交流

団がこの藩陽にお着きになったばかりであります

のに，今朝は加藤副団長ほか多数の歯科医師の皆

さまをお迎えすることができ，心からお喜び中し

上げますとともに，皆さまのご来校を熱烈歓迎申

し上げます

　今般は，児童の口腔検査を行いますが，このこ

とを通じて両国の口腔保健事業の向上にお役に立

つことができれば，大変よろこばしいことであ

り，本校を代表して深く感謝いたします。

　神奈川県は，私どもの遼寧省と友好締結県省で

親戚です。皆さまは日本人民の子どもたちに対す

る深い関心をもっておられ，私たちの国と友誼を

深めるとともに，これを機会に本校児童に対する

歯科保健の教育向上に大きなお力添えをいただけ

ることを深く感謝いたします

　本校の概況

　この学校は1年～6年までの小学校です　19ク

ラスで児童数875名，教職員44名です．学校の教

育運営方針は，知育，徳育，体育に力を入れてお

り，ふだんは健康のために体育に力を入れており

ます、

　学校には，衛生室があり，医師・看護婦が各1

名おり．生徒たちの慢性病予防に重点をおいてい

ろいろやっております．

　特に同虫の予防と駆除に重点をおき，口腔衛生

については，3年ほど前までは関心度があまりな

かったが，2年前から力を入れることとなり，本

市の教育局も口腔衛生に大きな関心を示してきま

した

　現在は主として，日本の口腔衛生による予防に

準じてやっており，本校ば貴国の札幌三角山小学

校と姉妹校となっており，三角山小学校は，むし

歯予防では表彰されている学校です、

　たびたびむし歯予防の資料を送っていただいて

おります．

　最近は，むし歯の罹患率は多くなり現在は60％

です

　このことは，主食と関係があり，口腔衛生的に

配慮する必要があると思います　すなわち，主食

における糖分が多くなったためと考えられます、

　罹患率が高くなった結果は，おもに咀噛しない

ためか，消化器系統に影響があることがわかりま

す。

　中国には古くからこんな諺があります。

　　　　　「病は口から」

　最近口腔衛生に力を入れている本校としては，

皆さまのご来校がどんなに大きな励ましとなりま

しょう

　どうぞ子どもたちの口腔健診の結果，種々な問

題点などご教導ご指導をいただきますよう心より

念願いたし，ご挨拶といたしますc，

　　　1984年　7月19日

　　南京一校接待神奈川県医学交流団

　　　　　　　　　　　　　藩陽市　人名単

　　　校長　　孫主新

　　　副校長　王　屹

　唐乗環　遼寧省医療器械研究所室主任



　調査結果として学校健診に使った検査票ぱ児竜

（生徒・学生）歯の検査（第3号様式）である．

　小学校2～5年生児童，男子54名，女J’－62名，

計116名を健診した

　倹査の結果は別表のとおりである，また，その

時，神奈川県歯科医師会で作成したアンケート用

紙を使って健診を受けた児童にアンケート調左も

した．

　1．　永久菌むし歯所有者率は，男f’r均77％，

女子82％を示している．

　2．　永久歯むし歯処置歯率は男r平均27％，女

子30％である。神奈川県で行われた県ド児竜・生

徒の永久歯う蝕疫学調査第1報では，平均50．1

％　男了47．4％，女子52．8％を示している

　3．　乳歯むし歯所有老率は男子平均48％，女子

平均54％で高い値を示しているが，昭和56年度厚

生省が行った歯科疾患実態調査報告書によれは、

日本の7歳児の乳歯う蝕罹患者率は96．3％に達し

ているのが実状である、乳歯の処置に対しては別

表のように処置の行われた歯は大変少ないと考え

られる．

　4．永久歯むし歯未処置歯者率は男f73％，女

子85％を示している，前述の永久歯う蝕疫学調査

（44年実施）では54．3％を示しており．表処置者

率が高い値を示していることがわかる　永久歯む

し歯未処置歯率も同様，男子平均72％，女壬平均

70％で高い値を示してる。

　5．　永久歯DMF者率は男子’F均79％，女f平

均89％であり，やはり神奈川県で行われた永久歯

う蝕疫学調査と比較してみると，男子73．9％，女

子79．8％を示しており，神奈川県の方が低い値を

小している、

　6．　1人平均DMF歯数は，男子2．64，女子

3．22であり，神奈川県で昭和44年実施のものと比

較してみると，男子2。12，女子2．57であった。

　また，F検定を行ってみると，1人平均DMF

歯率での男女差は，男女に有意の差がないことが

認められた，

　永久歯未処置歯教の男女差も男女に有意の差は

認められなかった　つまり男女に差がないことが

わかるL
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　現在中国では児託のむし歯は急増していると考

えられる　急激な文明の流入とそれに伴う食生活

等が関連しているように思われる。昭和44年神奈

川県下で行われた児童・生徒の永久歯のう蝕疫学

調査と中国での健診と比較してみると，県下での

調査は458，040名に及んでおり，これと116名の健

診との比較には問題があろうかと考えられるが

（同一の比較検討を加えること），中国における学

校歯科保健の現状を推察することはできると思考

される　そのほか中国での学校健診で気がついた

ことを記すと次のようなことがいえる．

　①永久歯に着色歯が多く見られる　男f・　37．03

％，女一f－　53．22％の高率を示している　とくに低

学年より高学年児竜に多いようである　このこと

は，胎生時あるいは，出生後いずれかの時点で，

テトラサイクリン系抗生物質の乱用かどうかは明

確ではないが，問題点として指摘したところであ

る

　2日本の児竜のように永久歯の高度う蝕はな

い，また，永久歯の処置歯はすべてアマルガム充

填であり，2次う蝕になっているものを散見した。

　③歯周炎をもつものは男子29．6％，女子12．9％

であり，高い値を示す　刷掃指導が十分に行われ

ていないか，あるいは刷掃の習慣が十分でないよ

うに感じられた　歯石の沈着も多く見られたの

で，これからの学校歯科保健の大きな課題の一つ

になると思われる。

　①健診中に感じたことは日本の児童・生徒にみ

られるような，いかにも軟らかいという感じの十

分に石灰化していない歯牙は皆無であり，歯質に

ついては強いという印象をえた。

　⑤矯正歯科治療を目的とした装置またはそれに

伴う永久歯の便宜抜去はなかった、

　⑥永久歯の喪失歯は，こんどの検診で2，173歯

数中でわずかに1歯であった一

　⑦乳歯処置歯率は男子4．9％，女子5．2％であ

り，その処置完了者も男子26．2％，女子32．7傷を

示している。

　以上，本県歯科医師会疫学調査との比較ならび

に考察の一・端を記した、

　　　〔文責　学校歯科担当理事　！il十嵐武美〕
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藩陽市南京街第一小学校検診結果
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不正咬合に対する児童と歯科医師との判断の関連

山田茂田村隆彦浜雄一郎

外山瑞子　富永雪穂　沼田圭介

日本大学歯t’．f可矯正学教室　（指導：納村晋吉う

　緒言

　埼玉県蕨市立北小学校5学年生199名を対象と

して，不正咬合に対する児童自身の判断，不正咬

合による精神的影響，矯正治療の希望の有無を各

個人の問診によ一，て調査し，ついで日本大学歯学

部矯正学教室員が，古く聯合学校歯科医会時代か

ら応用されている前歯部の歯列状態による診断

外見上の歯列の良否の判断およびアング，L不正咬

合分類（以下アンクル分類と略称）による診断をそ一J

った。これら児童自身の判断と検査医の判断とを

対比した。両者の考え方にかなりの相違があり，

矯正治療に対する必要性の判断希望にもかなりの

相違があ一，た　これらの相違，児童の判断は学校

歯科における保健指導，健康相談の参考になると

ころがあると考えられるので，その概要を報告す

る。

　対象と方法

　埼玉県蕨北小学校は歯科保f建指導が充実した学

校で，学校歯科医はもとrl本大学歯学部矯IE学教

室員であった岡田達二氏が担当している。

　同校5学年199名を対象として，表1の調査用

紙を川い，検査医が当初児童各自の自分の歯並び

に対する正不正の考え方、一般的良否，不正状態

表1　調査用紙

学校　年　組　饗氏名 調査　　　41　　　月　　日
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表2－1　検査医の診断と児童の歯並びに対する感じ方
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目に該当するかを確認Lた　問診を先にしたのは

検査医の診断が児竜の考え方に影響し，誘導的質

問にならないことを考慮したためである
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を列挙したもののうち，そのどれか，あるいは9

種類のうちどれとどれかを記入し，この9種類に
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表2－2検査医の診断と児童の良否の判断
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　学校歯科検査に応用されている，前歯だけの不

正状態を9つ列挙した診断方式は古い時代から応

用され，昭和12年当時，口肌『’今査票が改正されて
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表2－3　検査医の診断と児童の矯正治療の希望
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「歯列異常」が診陛項目に加えられたために，診

断というよりは，一・般開業医でもある学校歯科医

の歯の検査時の歯列異常の一つの目安として当時

の日本聯合学校歯科医会などによって考えられた

方式で．その当時から多くの疑問や異論があり，

多少改変されたが，これに代わるよい方法が見当



たらないために，今日でも応用されている

　われわれは担当検査医が，表1の方式にしたが

って9つの区分による分類で診断し，表2の成績

を得た。ここに報告するのは途中欠席者などを除

いた194名についての報告である、

　これによると前歯の叢生（乱排）がもっとも多

く26．29％，次位が上顎突出（上下顎前突を含む）

が16．49％，以ド過蓋咬合，高位犬歯（犬歯突出），

空隙歯列，反対咬合（切端咬合を含む）の順て，

開咬は0．5％であった　また正常咬合は14．43％で

あった。この分類に含まれない捻転，過剰歯，交

叉咬合などが5．15％認められた。

　次に歯列の外見によって，主観的に良，軽度の

不正，中等度の不正，高度の不IF．の4分類とした

結果によると，良が14．43％で，この中にはL顎

中切歯の軽度の捻転，軽度唇側傾斜または転位，

軽度の側切歯の舌側転位および軽度の犬歯突出を

含んでいる．軽度の不正と中等度の不正はともに

41．24％　，高度の不正は3。09％であった，

　アングル分類は他の1名の検査医が担当して診

断した。表2のように正常は1．55％，1級が69．07

％，2級が18．56％，3級が10．82％であった、従

来，矯正専門家の行ったアングル分類は正常が…

般に少なく，たとえば三浦らDの報告によると正

常咬合は2．9％であった．

　調査の始めに，児童に自分の歯並びの良否をど

う思っているかを，質問要旨の説明と問診によっ

て確認したところ，自分の歯並びはふつうだと答

えたもの41．75％，いくらかわるいと答えたもの

46．39％で，この2つの回答が大部分を占めてい

る。かなりわるいは9．79％で少なく，ひじょうに

わるいと答えたもの1・＃　o．　6％にすぎなかっだ

　ついで矯IE治療に対する希望の有無を質問した

ところ，なおしたいと答えた著はかなり多く，半

数に近い47．42％，どちらでもよいと答えたもの

は36．60％，なおしたいと思わないと答えたもの

15．98％であった　つづいて自分の歯並びのわる

いことが日頃気になるかどうかを問診したとこ

ろ，気にならないと答えたものは過半数の61．86

％，いくらか気になると答えたもの37．11％，いつ

も気になると答えたものは1．03％，歯並びのわる
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いことで悩んでいると答えたものは皆無であっ

た

　これら児童の自分の歯並びの良否の判断と，検

査の主観的判断およびアングル分類とを比較する

と，かなりの相違が認められた　検’己医が主観的

判断で良としたもの，および9種類の不正状態列

挙方式による診断で良としたものはともに14．43

％，アソグル分類で正常としたもの1．55％である

のに対し，児章がふつうだと答えたものは41．75

弩で多く，いくらかわるいと答えたもの46．39％

を加えると，88弩におよび，大部分の児童は特に

自分の歯並びがわるいとは思っていない。

　また，児童自身の歯並びに対する感じ方をみる

と，気にならないと答えたものはおよそ62％であ

った　いくらか気になると答えたものは，主とし

て前歯部の叢生がもっとも多く，ついで，上顎突

IH，反対咬合などであった。

　矯正治療に対する希望をみると，なおしたいと

答えたものがおよそ半数の47％あったが，どちら

でもよいと答えたものもおよそ37％あった。

　L記，自分の歯並びが気になる，あるいはいく

らか気になると答えたものの過半数は前歯部の叢

生で，ついで上顎突出，反対咬合などの順で，犬

歯突出ぱ少数であって，検査医の診断と児童自身

の自分の歯並びの良否，矯正治療に対する希望，

精神的負担などに対する考え方とはかなりの差が

あった、

　これらの関係を，数値で表現しないものの相関

関係を検討する方法として応用されているYule

のC（独立値とも呼ばれる）によってみると，こ

れらの関係は一層明らかである（表3参照）。

　YuleのCによると，児童が自分の歯並びの良

否に対し，気になるかどうかの相関は0．44でかな

りの相関があると考えられるが，矯正治療に対す

る希望の有無とアングル分類および検査医の外見

による主観的判断との相関は0．2以下で，相関は低

いようであった．

　また児童の歯並びに対する判断は，主として前

歯部の外見によるもののようで，検査医の外見に

よる主観的診断とのYuleのCは0．39で十分関連

があると考えられる．
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表3　YuleのC

検査医の診断と児童の判断との相関 YuleのC

検査医の前歯部の外見による主観的判断と児竜の歯並びが気になるかどうかの感じ方

検査医のアングル分類と児竜の歯並びが気になるかどうかの感じ方

検査医の外見による主観的判断と児童の自分の歯並びの良否に対する判断

検査医のアング・レ分類と児瓶の歯並びの良否に対する判断

検査医の前歯部の外見による主観的判断と児竜の自分の歯並びの矯正の希望

検査医のアングル分類と児li貿）歯並びの矯il｛の希望

児童の自分の歯並びの良否に対する判断と矯正の希里

児童の白分の歯並びが気になるかどうかの感じ方と矯正の希望

0．17

0．20

0．39

0．20

0．17

0．17

児童の前歯の不正状態による正・不正の判断と自分の歯並びが気になるかどうかの感じ方

8
n
∠
4

9
臼
3
4

0
0
0　考按

　学校歯科における不正咬合の定義は定まってい

ない・歯科矯fll学における定義や考え方などとは

違ったものがある。第1に歯科矯正学における正

常咬合は理想的な咬合，歯列を想定して，これを

正常咬合とする，いわゆる仮想正常咬合あるいは

これを個人に該当して考えた個性正常咬合であ

る。矯正臨床においても個性正常咬合を目標とし

て歯の移動や対顎関係の改隆を行う立場であるの

に対し，学校歯科では著明な前歯部の配列不正を

不正咬合としている一

　第2に学校歯科では，不lil咬合の予防に弔点を

おくことが本道であると考えられる一

　第3に歯の検査票の不正咬合の欄に記入するの

は不正咬合があって，そのうち矯正治療または予

防処置を必要とするものだけである．学校歯科で

矯正治療を必要とする状態はどういうものか，そ

の基準は明らかではないが，学校歯科が常識的に

あるいは歯学的にみて，咬合能力や発音にいちじ

るしい障害を与えているもの，あるいは与えるで

あろうと考えられるもの，反対咬合などで早期治

療によって容易に治癒し．安定性が高くなると考

えられるものである一そして実際に矯正治療を行

うかどうかは，保護者や本人の希望，家rE，　sk：情に

ょってきまる

　第4に児童の集団調査の目的は矯正専門家と学

校歯科医では調査目的に違いがある一矯正嘩門家

が集団検査をするH的は，矯IE治療の対象となる

不正咬合が，その集団にどれぐらいあるか，それ

の不正咬合の種類，頻度その他疫学的研究，発生

原因の解明などを目的としているのに対し，学校

歯科では簡易で，印象採得も，頭部X線規格写真

を必要としない方法で，いちじるしく咬合能力の

障害となっているような不正咬合，いちじるしく

前歯の歯並びのわるい子どもを見出して，保健指

導や健康相談に役ウニてるfあるいは不iE咬合予防

の見地から，指しゃぶりなどの不良習癖の矯正，

L顎中切歯の強い離開や捻転や唇側傾斜などがあ

って，舌側に埋伏過剰歯の疑いあるものへの精密

検査の指示，側方歯群の正常時期での交換が得ら

れるための指導が重要である，

　歯の検査票（学校保健法施行規則の3号様式）

に不正咬合の有無を記入する欄があるが，記載上

の注意事項をみると，　丁不正咬合の欄　不正咬合

であって，特に矯正手術，徒手的矯III，不良習癖

の除去等の処置の必要性を認められる者について

ば，その旨を記入する」と書かれている、

　したがって，（1不正咬合であって，”2特に矯正

的処置を要するヰ，のを記入することになってい

る．なお上記徒手的矯正というのは，小学校児童

のL顎前歯1・2歯の反対咬合の治療に，竹べら

などを毎日噛ませて治療することなどをいうもの

のようである

　厚生省の歯科疾患実態調査報告をみると，学校

の歯の検査と同様に，不正咬合の欄は「矯正治療

の必要状況」という表題になっており，その目安

として7つの配列不正を列挙している．

　本調査で児童の不正咬合の認識，矯正治療に対



する希望の有無を調査して，検査医の診断と対比

した成績では，児童の望んでいるのは，主として

前歯部の外見をきれいにしたいという希望であ

り，検査医の前歯の外見による主観的良否の判断

と一致するところが多かった一児童が自分の歯並

びをなおしたいと答えたものは，前歯の叢生，過

蓋咬合，EX前歯前突，反対咬合（切端咬合を含

む）が主で，犬歯突出はわずか4％で，あまり気

にならないもののようである，，

　また児童自身の歯並びの良否の判断は，アング

ル分類とは関係が少ないものと考えられた。学校

において不正咬合の診断が9種類の不正状態の列

挙方式を採用しているのは，前述のように矯正学

的には問題点も多いが，現在のところ，止むを得

ない実際的方法であろうと考えられる。

　総括

　1，　前歯部配列の不正状態を不正咬合診断の基

準とする学校歯科の方式は，多くの問題点がある
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けれども，児童自身の歯並びの良否の判断と関係

が深い。

　2．　学校における歯の検査で，不正咬合の欄に

記入するのは，不111咬合の有無そのものでなく，

矯正治療またば不正咬合の予防的処置を要するも

のである

　3．　犬歯突出の矯正を希望しない児童がかなり

認められた。

　4．　学校における不Ill咬合に関する指導は，予

防を中心に考えることが重要であろうと考えられ

る。

　参考文献

　L　イルマ・カルシア，三浦不二夫，黒田敬之；目本

人成年男子の咬合の観察一咬合調査の基礎資料とし
て一，日矯歯誌，32：265～274，1973．

　2．　須佐美隆三，大道昭二，島崎　聡，三羽由美子，

松ド公平，和田清聡；石川県内灘町学童における不lll咬

合の発現状況，日矯歯誌，40：393～401，1981．

　3．　厚生省医務局；昭和56年歯科疾患実態調査報告，

1983．
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栄養の問題点を考える

一
生活の基礎的なことがらから一

貴志　淳＊・安西順一一＊＊

　はじめに

　厚生省が行った昭和58年の国民栄養調査が発表

された。

　その結果，1人1日当りの栄養摂取量は前年に

比較して，カルシウムが4％，ビタミソAが3％

増加した程度で，全体的にはほぼ横ばいの状況を

示している。

　カルシウムを除いては，どの栄養素も所要量を

上回って摂取されており，タン白質は26％，ビタ

ミンは21～17％も摂取量が必要量を上回ってい

る。

　カルシウムについても，所要量を3％程度下回

・
・ているにすぎず，不足というほどではないのが

わかる。

　とりすぎが，健康上マイナスになると心配され

るのは，エネルギーと脂肪である。

　エネルギーの所要量は，成人男子で1日2500

kclであるから，63％の家庭が2600kclを上回っ

ており，　「とりすぎ」と判定された，この比率は

年々高まっているのがわかる。

　バランスよく栄養素をとりなさいといわれてい

るが，その方法はというと，具体的にはなかなか

指導しにくい面があるのは’li：実である。

　なかでも，牛乳と乳製品の摂取量が着実に増加

しているのは喜ばしいことといえる、1日1人当

り平均で，昭和56年1169から1249，1299と年

ごとに伸びてきている．

　こういった背景のなかで，食生活における態度

はどのようにすればよいのかを考えてみたわけで

あり，日常生活を振り返りながら，本文を作って

みたので，いくつかの項Flにわけて記してみた。

＊日本学校歯科医会
＊＊神奈川県歯科医師会

カルシウム

　カルシウムはほんとうに足りないか

　カルシウムが足りないと骨折やむし歯が多くな

るかというと，ただ単に足りないというだけの問

題ではなく，もっと複雑な問題が含まれているよ

うに思う、

　昭和25年と現在とでカルシウムのとり方を比べ

ると，いまは昭和25年の倍とっている，，ところが，

骨折とか，背骨が矯正できない寝たきり老ノ、のよ

うに，骨に関する病気は，昭和25年よりいまのほ

うがずっと多い。ということは，カルシウムの量

を倍とっても，身体の中でうまく吸収されていな

いということになる。

　砂糖をとると骨ヵ三弱．く一な亙ヵ≧

　砂糖は酸性食品だから骨を溶かすのではないか

というが，酸性食品をとって，われわれの骨が溶

けるならば，昔はどうであったかと考えてみる。

昔に比べると，いまの砂糖の使用量は多いr酸性

のものをとるからということになれば，日本人は

いまだかつてアルカリ性食品を十分に食べた時代

はない。戦後，国民栄養調査をやるようになった

が，それをみても毎年酸性である。

　酸性食品，アルカリ性食品というのは，食品と

しては酸性，アルカリ性というふうに分けられる

けれども，私どもの身体とは何のかかわり合いも

ないことである。

　また，コーラを飲むと摂取したカルシウムが利

用されないというのはどうか、コーラの中に含ま

れているリソ酸の量はトマトジュースと変わらな

い。コーラを飲んでも，もし骨が弱くなるなら，

トマトジュースを飲んでも同じである。そうする



と，　トマトジュースというのは，水を使わずにト

マトをすりつぶしただけだとコマーシャルに出て

いるから，それをそのまま信じるとすれば，トマ

トを食べると骨が弱くなることになる。すこし飛

躍したいいノiをすれば，野菜を食べると骨が弱く

なるということになるr）これは大変矛盾した話で

ある

　カルシウムを吸収するには

　食品に含まれているカルシウムは，私どもがか

み砕いて食べて飲み込むと，胃の中の胃酸に会

い，イオン化し，カルシウムイオンに変わる。牛

乳は1／3以上が初めからイオン化している。した

がって，胃酸の出がわるい人や無酸症の人は，胃

酸ではカルシウムがイオン化しないから，牛乳を

カルシウノ・の給源にすることが大切になる。

　イオン化したカルシウムは胃から出ると，十二

指腸を通って順々に小腸，空腸，回腸といく。吸

収率はどうかというと，回腸の吸収率を1とする

と，空腸あたりはその4倍である。したがって，

胃から出て早く吸収されるところにいき，細胞の

中に取り込まれればいいわけである。胃の中でデ

ン粉が分解してきたブドウ糖とか，タン白質が分

解してできたアミノ酸それから食塩，そういっ

たものは吸収されるべきところにくると，どんど

ん吸収されて，リンパ液に入り，胸腺にいき，血

液の中に入って，それぞれ必要とするところに自

分で移動していく。

　ところが，カルシウムは言い換えれば非常には

にかみ屋さんで，自分の吸収されるべきところに

はいくが，そこで，自分から入っていくことはで

きなくて，中から引っばり込んでくれるものがな

ければ，いつまでも中に入っていかないで待って

いる。そのために押し流されてしまう。とくに胃

に近いところは，吸収がいい反面，ものがたくさ

んあるから，どんどん押し流されて，だんだん効

率のわるいところで吸収されることになる。した

がって，効率のいいところで吸収されるために

は，カルシウムを引っぱり込んでくれるカルシウ

ム結合用タン白質がたくさん必要となる。

　カルシウム結合用タン白質とは

　ネズミ，ニワトリのように哺乳動物からカルシ
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ウム結合用タン白質を取り出し，成分を検査して

みると，この中にはたくさんの塩基性アミノ酸が

出てくる一塩基性アミノ酸というのは，リジン，

アルギニン，ヒスチジンといわれるものである、，

　試みに，ふつうにリジンを加えた餌とふつうよ

り10％ほどよけいにリジンを加えた餌を作り，ネ

ズミを飼育してみる。そこで，これらの餌を食べ

ているネズミの糞便を測ると，リジンがたくさん

含まれた餌よりも，リジンの少ない餌を食べたネ

ズミの糞便のほうがカルシウムの量が多く出る。

ということは，リジンがたくさんあると，カルシ

ウムの吸収がよくなるということになる。

　昔，学校給食のハンにリジンを入れておいたと

ころ，入れる必要がないという意見が出，全国的

にリジンを入れることをやめてしまったd，考えて

みると，その次の年から子どもたちの骨折が問題

になり始めている。いま子どもたちにリジンをた

くさんとらせる手当としては牛乳ぐらいになって

しまった。とにかくリジンの量がカルシウムの吸

収に大きな関係を持っているということである。

　食生活を考えてみる

　昭和25年ごろの大部分の人の朝食は，ご飯と味

噌汁＋αであった。現在も同じ食べ方をしている

人がいるが，パンとコーヒーという人が多い。こ

れがパソと牛乳であれば問題はないのであるが，

パンとコーヒーという人がかなり多いのではない

か。

　ご飯とパンを比べたときに，穀物の中のリジン

は決して多くはないが，ご飯はその中でも一番多

い、パンー小麦粉は穀類の中で一・番リジンが少な

い、要するに小麦粉製品のタン白質の栄養価値が

わるいのは，リジンが足りないということであ

る。しかも，入っている理想の割合に対して47ぐ

らいしか入っていないから，同じタン白質を食べ

た場合，もしパンだけを食べたとするならば，パ

ンのタン白質の半分しか私たちの身体づくりには

役に立たない。だから，ハンといっしょに牛乳を

飲むとか，卵を食べればいいのを，このごろはパ

ンとコーヒーになってしまった。

　味噌汁はリジンの多い大豆から作られている。

大豆，牛乳，卵は三大給源といわれており，大変
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リジソが多いものである。昭和25年ごろの朝食で

考えられるご飯と味噌汁は，リジンの大変に多い

食物であるから，カルシウムの吸収がそれなりに

よかった　ところが，現在はバンとコーヒーとい

う組合せの状態で食べるため，カルシウムの吸収

がはなはだわるい　そこに問題がある。

　要するにカルシウムを吸収するために必要な塩

基性アミノ酸を私たちの食事の中から追放してい

ることがカルシウムの吸収を大変にわるくしてい

る。

　それでは，何が細胞の中でカルシウム結合用タ

ン白を作るかというと，活性ビタミンDである。

活性ビタミンDは何からできるかというと，ビタ

ミンDからできる，ビタミンDは私たちの肝臓と

腎臓の中を通るときに酸化され，活性ビタミンD

に変わり，実際の働きを始める。

　カルシウム結合川タン白質を作るビタミーヒD

　ビタミンDは太陽に当たるとできる。しかし，

昔に比べれば確実に2時間はいま朝寝坊をしてい

る、．それと，ビタミンDをたくさん含んでいる食

品はイワシなのに，いまはイワシの食べ方が減っ

ている。昔は目刺しだ，煮干だといって，とにか

く朝から食べていた。しかし，いまイワシを食べ

る人が少ない。これらのことから，ビタミンDの

でき方が昔に比べてわるいと考えなければいけな

い。ビタミンDの摂取が少ないということは，肝

臓腎臓の機能を低下させることを考えなければ

し・けなし・○

　大腿骨のカルシウムは18塑＿目笠入れ替ねる

　私たちの骨は毎日1％ずつ溶けている　だから

毎日1％ずつ補わなければいけない，，その補いが

うまくいかないとだんだんと骨がもろくなるJ

　年をとると，だんだんカルシウムの取込みがわ

るくなり，排泄が逆にふえる。カルシウムの利用

率が非常にわるくなり，若いときにせっかく伸び

た背が年をとるとだんだん小さくなる。

　人間の骨の中で一一番大きい大腿骨でさえ，180

日で全部新しいカルシウムに入れ替わる。年に2

回われわれの身体は新しくなるということであ

る。2週間，3週間で替わる小さな骨もあるcふ

つうの骨は2～3ヵ月で大体新しいものに替わっ

てしまうt，それくらい身体の中のカルシウムはた

えず替わっているのであるから，毎日補給してや

らなければいけない。ネ甫糸合がうまくいかないと骨

が弱くなる。

　富山のイタイイタイ病の例でわかるように，カ

ドミウムによって腎臓の機能障害を起こしたとこ

ろに，あの地方では病人が出ると座敷の奥に寝か

せる習慣から，ビタミンDがとれなかった。これ

では活性ビタミンDができない．したがってカル

シウム結合用タン白ができない。カルシウムの取

込みがうまくいかない。そこで何十年間に蓄積さ

れた骨のカルシウムが毎日少しずつ失われていく

から，叩いただけでポキソと折れてしまうレンコ

ンのような骨になってしまった。もちろん，これ

だけが原因ではなく，もっと複雑なことがからん

でいるのではあるが。

　カルシウムが吸収されると

　カルシウムが吸収されると化骨する。－1％，

＋1％というふうにカルシウムの出入りがあり，

リン酸カルシウムという形で入ってくる1そうし

て化骨したカルシウムはハイド1・アハタでトに変

わり，固い骨になる一

　このようなカルシウムの出入りをするにはホノレ

モンが関係している、－1％にするほうのホルモ

ンは副甲状腺ホルモンをはじめとする2～3のホ

ルモンである，これらのホルモンがいっしょにな

ってカルシウムを溶かして身体のほうにもってい

く。要するに尿として出すためにもっていってし

まう、＋1％にするほうはカルチトニンというホ

ルモンである．それ＋αである、

　その＋αの中には，エストロゲンという男性ホ

ルモンがある。性ホルモンというのは，若いうち

は男性も女性ホルモンを分泌しているし，女性も

男性ホルモンを分泌している。しかし，年をとる

とだんだん分泌量が少なくなる。そのために，若

いうちは女性も男性ホルモンであるエストロゲン

の分泌があるのに，年をとるに従って女性はカル

シウAの取込みがわるくなる一寝たきり老人のほ

とんどがおばあさんであるということは，そこら

へんに問題があるようである、女性のほうが骨に

関してはどうも神様はいいことを与えてくれなか



ったと考えたらいいのではないか。

　とにかくリン酸カルシウムにカルチトニン十α

のホルモンが働く．その他に活性ビタミンDが働

く、活性ビタミンDは，出ていくことと取り込む

ことの両方に作用する。したがって太陽に当たる

か当たらないかが大きく影響をする。ホルモンや

ビタミンDは膜と軟骨につき，リン酸カルシウム

をだんだんとハイドロアパタイトに変えていく働

きをする、

　膜や軟骨が何からできているかというと，コラ

ー ゲソタン白質である一コラーゲンタン白質はア

ミノ酸が十分にそろってなければできないから，

そういう点ではタン白質が大切である，，しかし，

タン白質はいま日本人は平均20％ほど過剰にとっ

ている一タン白質が足りないというのは，ほんと

うに特殊な人たちである、やせようとしてお昼に

野菜サラダばかり食べているような人は足りない

かもしれないが，一般的にいって，コラーゲンを

作るのに，その材料であるアミノ酸が不足すると

は考えられない，

　私たちの身体の中でコラーゲンタン白質を作っ

ているのはビタミンCである　ビタミンCが十分

にないとコラーゲンがうまくできないLそれはビ

タミンCがないと歯茎から血が出るといわれてい

るゆえんでもある。

　歯肉から血が出るのはなぜか。細胞と細胞をつ

ないでいるのがコラーゲンであり，これには血管

が通っている、コラーゲンが十分に詰まってピチ

ッとついていれば，どんなに歯ブラシでゴシゴシ

こすっても血管はきれない、ところが，細胞同士

がピチッとついていないで，その間のコラーゲン

がゆるくなっていれば動くから，血管が細胞と細

胞の間でプツンと切れて出血する：．とにかくコラ

ー ゲンが膜や軟骨の中に十分にあると，それだけ

丈夫な骨ができることになる。結局，ビタミンC

が十分にあるかないかということが，コラーゲン

を十分に作るか作らないかということになる。

ビタミンC

いま，ビタミソCを十分に摂取しているかどう
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塗

　現在，緑色の菜っ葉を食べる率は，昭和25年ご

ろに比べると減っている。緑色の菜っ葉を食べず

に白い菜っ葉ばかり食べている。自い菜っ葉は，

緑色の菜っ葉の1／3から1／5のビタミソCしかな

いrくだものの消費はふえていても，かなり偏っ

ている。しかも，買ってきて冷蔵庫の中に入れて

おくという習慣がついてしまって，菜っ葉を毎日

買うことがなくなったため，ビタミンCの含有量

の少ないものぼかり食べるようになっている。菜

っ葉というものは毎日買うものであった。

　昔，京都に「三里四方の野菜を食べろ」という

教えがあったt，これは京都だけではなしに，他の

町にもあったと思うが，今日までその言葉が残っ

ているのは京都である、京都の三里というのは，

鞍馬であるとか，昔の京都の郊外を意味してい

る一そこでお百姓さんが朝とった野菜を京都の町

の中に持ってくる，いわゆる大原女はその代表

で，ああいう形で持ってくるのには，三里という

のは2時間から2時間半で歩けるところであるか

ら，午前中に持ってこられる　ということは，京

都の人たちはお昼ご飯にはとりたての野菜を食べ

ることができた。とりたてであるから，おいしい

し，栄養価値も高い，菜っ葉というのは都市の凋

りで作るものであった。

　ところが，戦後，要するに高度経済成長になる

と，東京という大都市を作るようになったために，

練馬をつぶし，小松川もつぶした　したがって練

馬大根がなくなり，小松菜がなくなり，亀戸大根

もなくなった　野菜が東京の周りからなくなって

しまった。いまでは，北関東，長野県，遠くは北

海道，もっとひどくなると，南半球のニュージー

ラソドから野菜を持ってきて私たちに供給してく

れている、しかし，ルートが長くなれは当然ビタ

ミンCは壊れる。

　冷蔵庫の中の菜っ葉はビンとしていてもビタミ

　ンCの量は？

　またこていねいに冷蔵庫の中に入れておいて，

1週間分わざわざ占くして食べている。毎日買っ

て食べるものと教えられたものを冷蔵庫の中に入

れ．たらどうなるかt、これはどんどんビタミンCは
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減るはずである。

　たとえぽ，大根やくだもののようなビタミンC

を貯蔵する形でもっている場合は減り方も少ない

が，菜っ葉のようなものは，根から引き抜いて下

から肥料が一Lがってこないとなれば，自分の身体

のものを使わなければならないから，ビタミンC

の減り方は極端である　冷蔵庫の中に入れておい

て，ピンとしているから新鮮なものだと思ってい

る方が多いと思うが，それは冷たいところで密閉

しておけば水蒸気が飛ばないから菜っ葉はピンと

しているのは当り前である。しかし，菜っ葉はそ

こで生活をするために，根から吸い上げる養分が

何もなければ，自分の身体の成分を使ってしま

う。したがって，ますますまずい菜っ葉を食べて

いることになる、まずいだけではなく，ビタミン

Cが失われ始めたころに買ってきて，さらに失わ

れたころに食べているのであるから，われわれの

口の中に入るビタミンCは1’分といえるかどうか

わからない。

　骨づくりに大きな影響力のあるビタミソC

　実際にお膳の1：にのったものを測ると，私たち

が必要とする1，1二のすれすれしか食べていない．だ

から，丈夫な骨ができるはずがない　ことに軟骨

の部分の骨がうまくできないから，いま，ボンと

飛び降りたときにどこの骨が折れるかというと，

真ん中から折れるのではなしに，軟骨のところが

グシャッとつぶれる骨折が多い．そういうことか

ら考えても，ビタミンCのとり方が今日十分であ

ろうか疑問である、カルシウムの骨づくりにはビ

タミンD，ビタミンA，その他いろいろなビタミ

ンが関係しているが，もっとも影響力を持つのは

ビタミンCである。

　「牛肉100％」という表示があっても100％の牛

　肉が何9？

　「牛肉100％」とカレーライスには書いてある．

しかし，何9入っているかわからない。われわれ

に必要なことは，豚肉が入っていようと，クジラ

が入っていようと，牛肉が100％なくてもいい。

タン白質がどのくらい入っているかということで

ある一ところが，作るほうは牛肉100％と全然違

ったことを書いているJ消費老はそのほうを喜ん

でいる。昔のように，牛肉を買ってきて，ルウは

作らないにしても，玉ネギ，ニンジソを買ってき

て作れば，家族5人で食べたから，1人何9いき

わたっただろうとおよそその計算はできた、しか

し，3分温めてという加工食品ではわからない。

そのときの牛肉の値段で中に入れる量が変わって

いるでしょう

　ヵルシゥムが足りないことは事実であるが，い

まよりも半分しかとっていなかったとぎに比べ

て，われわれの食べ方はほんとうに進歩したかと

考えていくと，ちょっと遅れているような気がす

る．パン食にしたら牛乳を飲むことが基本である

し，卵を食べることが基本である　そういった点

を忘れずにやってほしい

　しかも，塩基性アミノ酸というのは，身体の中

で移動することが非常に遅いから，食べてすぐ役

立つということよりも，ある部分は次の食事に大

きな影響を及ぼしているかもしれない，そういう

S・うに考えると，1回だけまとめて食べたら，あ

とはアンパンだけ，ジャムパンだけでいいだろ

う，というわけにはいかない一3度3度正しく栄

養素のとりそろえをして食べないと，吸収という

ものを考えたときに，うまくいかないということ

をひとつ知ってほしい。

鉄（栄養性貧血）

　女性の1／3，男性も1％近い貧血者

　貧血といっても．ffllを作る部分がわるくなって

しまって起こる病気としての貧血ではなしに，食

物の吸収がうまくいかなくて起こる貧血，要する

に栄養性貧血が多くなっている。

　栄養性のある食物とは一体何なのだろうかとい

うと，1つはタン白質である。なぜなら，血を作

る材料であるからである．」（IN　JIタン白質と鉄から

できている　他のものもあるが，タン白質と鉄が

一番大きな材料になる，そうすると，タン白質が

足りないのか，鉄が足りないのかということを考

えてみる必要がある。

　国民栄養調査をやると，約20％過剰に食べてい

る．いまアメリカ人よりも日本人のほうがタン白



質をよけいにとっている。アメリカ人はいまでも

12％～13％ぐらいしかとっていないが，いま日本

では15％タン白質をとっている。ちょっと食べ過

ぎなので，もう少し減らさなければいけない。と

にかくタン白質が足りないことはない。　しかし，

やせようと思ってお昼に野菜サラダしか食べない

お嬢さん方はまさにタン白質が足りない。そうい

う特殊な人たち，約国民全体の1割くらいタン白

質の足りない人がある．しかし，90％の人は十分

であるし，逆にいえば，その中で約’卜分の人は食

べ過ぎているのが現状である。

　鉄はどうかというと，鉄もよけいにとってい

る、しかし，吸収のわるい鉄をとるようになって

しまった1、鉄には2種類あり，1つはヘム鉄とい

う血の中に含まれている鉄で，もう1つは野菜の

中に含まれている非ヘム鉄である．貧血寸前の人

間をうまく食物でコントロールして，ヘム鉄と非

ヘム鉄を食べさせて，どのくらい吸収率があるか

という実験をすると，ヘム鉄は35％吸収される

が，同じ条件下では非ヘム鉄は5％しか吸収され

ない一非常に吸収がわるい。1／7しか吸収されな

い、だから，同じとるならば，ヘム鉄をとれば1

ですむところが，非ヘム鉄では7とらなければ血

液を作ることができなくなる。そのヘム鉄がいま

減っています。

　ヘム鉄のある食品が減っている

　魚を1匹食べることによって，35％の鉄を身体

の中に吸収することができた。しかし，切り身に

なると，洗うことによってヘム鉄がなくなる。い

いかえれば，ヘモグロビンがなくなる、血がなく

なってくる。かまぼこになると，ヘム鉄のかけら

も残っていないということである。なぜかという

と，材料である魚に血が残っていると，真っ白に

でき上がらないから，一生懸命に魚を洗って作る

ためである。

　肉はどうかというと，肉を煮て茶色の泡が浮か

ぶというのは，ヘム鉄があるからで，血液が固ま

った証拠であるわけです。それを菜っ葉と混ぜて

煮たり，ジャガイモといっしょに煮て食べた。ど

んなに牛や豚をさかさまに吊るして放血をやって

も，血が完全になくなるわけではなく，肉の間に
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は血が残っているから，ヘム鉄を食べることがで

きた。ところが，ハムになるとやはり非ヘム鉄で

あるから，吸収率のいいヘム鉄を食べるよりたく

さん食べなければ，鉄分は不足することになる。

　日本製ハムと外国製ハム

　ハムというのは，なんとかして肉を腐らせない

で保存できないかということからできたものであ

る。そのために，いろいろなことが試みられてい

るうちに，肉に亜硝酸を塗るといつまでも肉がピ

ンク色で保存できることがわかった。外国ではこ

の亜硝酸をたくさん使ってハムを作るため，徽菌

がたかりにくい。しかし，日本は保存するためと

いうよりも，色をきれいにするためだけに使って

いる。

　なぜかというと，日本人は魚を食べる民族であ

り，漬物を食べる民族である。亜硝酸は魚の中に

ある第二級アミンといっしょになると，発ガン物

質であるといわれるNニトロソアミンができる。

胃ガソは日本人に多いというのもそこに由来す
るt、

　しかし，亜硝酸と第二級アミンを食べさせたウ

サギの胃の中にビタミンCを溶かし込んでみる

と，胃ガンができない。胃ガンはそれだけの原因

でできるわけではないが，スルメと古漬でお酒を

飲んだようなときには，お酒を飲んだあとにくだ

ものを食べるとよい．新しい漬物に比べて，古漬

はビタミンCがほとんどないから，あとで，柿で

も，ミカンでも，トマトジュースでもよいから，

何かビタミンCの多いものを食べることを心掛け

るとよい。胃ガンになるのではないかという安心

料として，お酒を飲んだらビタミンCをとること

をすすめる。

　日本のハムに無添加と表示したものがある。無

添加というのは，ソーセージにしても，ハムにし

ても，亜硝酸を使ってないということである、使

うとすれば，ヨーロッパのハムの何十分の一とい

う少ない量しか使っていない。添加物として入れ

る亜硝酸の量と，漬物で食べる亜硝酸の量とどっ

ちが多いか。少ないほうを気にするために，ヘム

鉄のないハムを食べさせられる結果になったとい

うことである。
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　亜硝酸を使わないためにはどうするかという

と，かまぼこと同じように塩漬け肉を一生懸命洗

う．そのためにフライパンの上にハムをのせると

チリチリと縮まる現象が起きる、1kgの豚肉か

ら1．5kgのハムができる　これが現在のハムで

ある。だから，昔2切食べた人は，いまは3切食

べなければタソ白質が不足してしまう。ドイツあ

たりのハムは1kgの肉から500～7009しかでき

ない，これがほんとうのハムである　日本では水

洗いをするから倍できる．現在のハムは水気が多

くて，肉の中にあるヘム鉄を失ってしまった。二

重：にも，三重にも損をしている，、

　ハムというのは，肉の周りを脂肪で包んで熟成

させて，脂の中のうま味成分を肉の中にしみ込ま

せるようにして作る　だから，食べるときには，

脂のところをミカンの皮のように削って捨てる、

日本人は食べない脂をつけられるのは困るから，

脂を減らせ，減らせということで，まずいものを

わざわざ作って食べている一西洋の作り方をした

ものが，どんなにうまいかを考えてみる必要があ

るのではないか。

　脂をきらう理由としては，コレステロールかふ

えるというが，コレステロールというのは，私た

ちの身体の中で必要だから，毎日1．59～29f乍

っているのである、身体全身で1009～1209要る

から，毎日1．59～29ずつ1乍って，また1．59～

29ずつ捨てているc．だから，そこに入ってくる

と，作るのをやめるだけである　ただ，年をとっ

てくると，その順応がうまくいかないから，年を

とったらできるだけコレステロールをとるのを控

えるのはわかるが若い人まで減らす必要はない

　おばあさんの知恵

　明治時代に外国人がたくさんやってきたとき，

私たちのおばあさんたちは，肉を薄く切り，すき

焼き，肉ジャガなど，肉でだしをとってご飯を食

べることを考えた。ところが，現在は外国人と同

じように肉を塊で食べるようになった。それな

ら，ご飯を食べるのをやめればいいのを，昔と同

じようにご飯も食べている、だから，コレステロ

ー ルがよけいになる．戦前，コレステロールが一

番高かったのは秋田県であったということからも

わかる。秋田県では他の県に比べて肉をよけい食

べていたわけでもないし，脂肪を食べていたわけ

ではない、米をたくさん食べていたということか

らコレステロールが高くなったわけである、最近

では，ご飯と肉の両方を食べていることがコレス

テロールのたまる原因になっているのではない

か，外国をとるか日本をとるか，どっちかをやれ

ばいい　それはおばあさんの知恵を否定するとい

うことて『1よなしN一

　鉄の吸収率35％リへ！Σ鉄

　鉄の要求Ifiが10％吸収されるということを前提

にすると，男性が10mg，女性が12mg。5％しか

吸収しないのならば，男性を20mgにして，女性

を24mgにすればいいということになる，しかし，

これは数字だけで解決する問題ではない　なぜか

というと，この10％という数字が出てきたのは，

昭和40年のはじめごろ，まだヘム鉄と非ヘム鉄の

食べ方で，35％のものと5％のものの食べ方をう

まくやると，10％になったということから出てき

たわけである、外国でも10％であるから，日本も

10％になるようにということで，肉をどのくらい

食べ，野菜をどのくらい食べるか計算をして，男

性が10mg，女性が12mgという数字になったと

いうことである

　日本ばかりでなく，アメリカ，ヨーロッパで日

常食べているものの鉄の含有吊：を測ってみると，

どこの国でも1000カロリー当り平均6mgであ

る．だから，24mgとるとなると，4000カロリー

食べなけれはならない．いま，2000カロリーでも

太るといって制限している人はとても4000カロリ

ー とることはできない　となれば，当然貧血を起

こすeまして12mgということになると2000カロ

リーである　それを太るからと1800カロリー，

1600カロリーにすれば，貧lnLが起こるのは当り前

である　それなのに，貧lflLの手当なしに，やせる

ために安易に昼ご飯を抜いてしまう。

　お相撲さんは1日2食

　1日2食にすると，お相撲さんのようになるの

です一なぜかというと，お相撲さんは朝飯を食べ

ないでけいこをし，お昼前にチャンコ鍋を食べ，

またけいこをして夕飯を食べる　人間というの



は，生物として，長い間たえず飢餓にさらされて

きた。だから，食べなかったときに，それにどう

いうふうに備えるかというふうにできている。い

まのように食糧が豊富になったのは，生物として

人間の長さからみれば，瞬きする時間よりもまだ

短い。そんなことへの対応は何もできていない。

飢餓状態にしておくとどういうことが起こるかと

いうと，ものすごく利用効率をよくしようという

ことで，ちょっとでも食べると，すぐそれがふつ

うに食べるよりももっと蓄積脂肪になる、。

　食事の間があくと，飢餓に対する対策をすぐ人

間は考えて実行する，飢餓に対する対策の中で一・

番困るのは，コレステロールを作るということで

ある．コレステロールというのは，細胞を軟らか

くする役割をしている、コレステロールを身体の

中で作ることを非常に熱心に始めると，いわゆる

高血圧になる。高コレステロール血症にすぐな

る。だから食雰の間隔を長くあけてはいけない。

　そうかといって，夜遅くするのは，これまたよ

くない。人間は昼の動物であるから，昼間食べた

ものは身体ですぐ使ってしまう。ところが，日暮

になってから食べると，これは蓄積するほうに回

ってしまう．だから，お菓子などを食べるなら

ば，昼間食べればいいけれども，夜のご飯のあと

に食べると，確実にそれは脂肪になって，翌日に

持ち越されることになるL

　鉄吸収率5％からユq％にするには

　ビタミソCを25mg以」：，動物性食品を309以

上同時に食べさせると，5％の吸収率が10％にま

で上がる。具体的にいうと，おひたしを作るに

は，緑の菜っ葉は大体材料にして609～1009な

いと小鉢の中にいっぱいにならない。緑の菜っ葉

というのはビタミンCが大変多く，平均して100

9中100mgあるとすると，ゆでて半分になって

も50mg，少なく考えても30mgである　それに

かつおぶしがたっぷり入れば，動物性食品が入

る。これで10傷吸収されることになる，，

　しかし，いまはおひたしがサラダに変わってし

まった。生野菜はかさばるためにあまり食べられ

ない。だから，生野菜だけでなく，ビタミンCの

豊富なレモンやパセリで補給しないと，おひたし
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と同じくらいのビタミソCを吸収することはでき

ない。それに，動物性食品として，ゆで卵，ツナ

フレーク，オイルサージン，ハム，焼豚等を添え

ることが必要である。

　ゆで卵でひと言

　ゆで卵で大事なことは，ゆで卵というのは，白

身と黄身だけのものであるのに，黄身の周りに緑

色から，もっとひどいのは紫色を通り越して黒ず

んでいるのがある一tこういう卵を割ったときには

イオウのにおいがする、あれをゆで卵のにおいと

考えている人があると思う　あのにおいは，卵を

熱し過ぎたために出てくるわけで，ゆで卵を作り

越してしまったということである　白身のところ

にあるメチオニン，あるいはシチチン，こういっ

た含硫アミノ酸が熱分解を起こすと，硫化水素が

川てくるから，イオウのにおいがする、この硫化

水素は黄身の中にある鉄を呼び出し，硫化鉄を作

って，黄身の周りに沈着する　そのために黄身の

周りが変色するのである

　変色しただけですめは別にそう気にすることは

ないが，こういうゆで卵を食べると，いっしょに

食べた野菜の中の鉄分も胃の中で同じ運命をたど

るのではないか　なぜならば，硫化鉄は酸には溶

けないから，胃酸に溶けないということになる。

溶けなければミネラル類は吸収されない　イオン

化しなければいけない、イオン化しないままでみ

んな排泄してしまう　硫化水素は，他のものから

も鉄分をとって，その鉄分もみんな利用させずに

排泄してしまうr．だから，ゆで過ぎの卵を食べて

いるのは，わざわざ貧trltになるために食べている

ということになる，

　栄養性貧血を治すには

　とにかく鉄分5％のものを10％にする。そのた

めには，まずビタミンCのブラス・アルファを考

えて，ビタミンC源をもってくる。それには，パ

セリなどのビタミンCの豊富な野菜を食べるこ

ど、そして，動物性のものを309程度サラダにの

せてほしいということである　309というのは，

固めてしまうと，ほんの小さな子供の手くらいで

あるからいくらでもない　そうしないと，栄養性

貧血は治らない，　　　　　〔以下次号掲載予定〕
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社団法人日本学校歯科医会加盟団体名簿（昭和60年2月）

会名

北海道歯科医師会

　　札幌学校歯科医会

育森県学校歯科医会

岩手県歯科医師会学校歯科医会

秋田県歯科医師会

宮城県学校菌科医会

山形県歯科医師会

福島県歯科医師会学校歯科部会

茨城県歯科医師会

栃木県歯科医師会

群馬県学校歯科医会

千葉県歯科医師会

埼玉県歯科医師会

東京都学校歯科医会

神奈川県歯科医師会学校歯科部会

　　横浜市学校歯科医会

　　川崎市歯科医師会学校歯科部

山梨県歯科医師会学校歯科部

長野県歯科医師会

新潟県菌科医師会

静岡県学校歯科医会

愛知県学校歯科医会

　　名古屋市学校歯科医会

　　稲沢市学校歯科医会

　　瀬戸市学校歯科医会

岐阜県歯科医師会学校歯科部

三重県歯科医師会学校歯科部

　　四日市市学校歯科医会

富山県学校歯科医会

石川県歯科医師会学校保健部会

福井県・敦賀市学校歯科医会

滋賀県歯科医師会学校歯科部

和歌lll県学校歯科医会

奈良県歯科医師会歯科衛生部

京都府学校歯科医会

大阪府公立学校歯科医会

　　大阪市学校歯科医会

　　大阪府立高等学校歯科医会

　　堺市学校歯科医会
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〒　　所在地　　　　　　　　　　　　　　　　　電話

060　札幌市中央区大通西7－2　　　　　　　　011－231－0945

　　札幌市中央区南七条西10丁目
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　011－511－1543064
　　　　　　　　　　　札幌歯科医師会内
030　肖森市長島1－6－9　東京生命ヒ・レ7F　　　　O177－34－5695

020　盛岡市下の橋町2－2　　　　　　　　　　0196－52－1451

010　秋田市山王2－7－44　　　　　　　　　　　0188－23－4562

980　｛lli’台市国分町1－6－7　県歯科医師会内　　　0222－22－5960

990　山形市十日町2－4－35　　　　　　　　　　0236－22－2913

960　福島市北町5－16　　　　　　　　　　　　0245－23－3266

310　水戸市見和2－292　　　　　　　　　　0292S2－2561～2

320　宇都宮市一の沢町508　　　　　　　　0286－48－0471～2

371　前橋市大友町1－5－17　県歯科医師会内　　　0272－52－0391

260　千葉市千葉港5－25　医療センター内　　　　0472－41－6471

336　浦和市高砂3－13－3　衛生会館内　　　　0488－29－2323～5

102　東京都千代田区九段北4－1－20　　　　　　　03－261－1675

231横浜市中区住吉町6－68　　　　　　　　　045－681－2172

231　　　　　〃　　　　　市歯科医師会内　　045－681－1553

210　川崎市川崎区砂子2－10－10　　　　　　　　044－233－4494

400　甲府市太手町1－4－1　　　　　　　　　　　0552－52－6484

380　長野市岡田町96　　　　　　　　　　　0262－27－5711～2

950　新潟市堀之内337　　　　　　　　　　　　0252－83－3030

422　静岡市曲金3－3－10　県歯科医師会内　　　　0542－83－2591

444－・1蜘県禦黙畢竪田28植田歯科方・5646－2－・・56

460　名古屋市中区三ノ丸3－1－1Hi教育委員会内　052－961－1111

492　稲沢市駅前1－11－7　坪井方　　　　　　　0587－32－0515

489　瀬戸市追分町64－1市教育委員会内　　　　0561－82－7111

5・・岐肺力゜雛灘耀〃一　・582－746116－9
514　iV　rti東丸之内17－1　　　　　　　　　　　0592－27－6488

510　四日市市川原町18－15　市歯科医師会内　　0593－31－1647

93・富山市新駕馨萎員会副呆健納　・764－32－4754

920　金沢市神宮寺3－20－5　　　　　　　　　0762－51－1010～1

　　敦賀市本町1－15－20
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0770－25－1530914
　　　　　　農協マーケット4F　深沢歯科方
520　大津市京町4－3－28　滋賀県厚生会館内　　　0775－23－2787

640和歌山市築港1－4－7　県歯科医師会内　　　0734－28－3411

630　奈良市二条町2－9－2　　　　　　　　　0742｝33－0861～2

6・3京都市北区糊東御所羅撫師会内　・75－441－7171

　　大阪市天王寺区堂ケ芝町1－3－27
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　06－772－8881～8543
　　　　　　　　　　　　府歯科医師会内
〃　　　　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃

〃　　　　　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃

590　堺市大仙町5－14　市歯科医師会内　　　　　0722－23－0050
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兵庫県学校歯科医会

　　神戸市学校歯科医会

岡山県歯科医師会学校歯科医部会

鳥取県学校歯科医会

広島県歯科医師会

島根県学校歯科医会

山11県歯科医師会学校歯科部

　　下関市学校歯科医会

徳島県学校歯科医会

香川県学校歯科医会

愛媛県歯科医師会

高知県学校歯科医会

福岡県学校歯科医会

　　福岡市学校歯科医会

佐賀県・佐賀市学校歯科医会

長崎県学校歯科医会

大分県歯科医師会

熊本県学校歯科医会

宮崎県学校歯科医会

鹿児島県学校歯科医会

沖縄県学校歯科医食

鹿嶋　　弘

斎藤　恭助

森本　太郎

松本　治男

松島　悌二

板垣　　陽

竹中　岩男

徳永　希文

津田　　稔

小谷　敏春

川窪　才祐

国沢　重仲

西沢　　正

升ノ1健三郎

松尾　忠夫

江崎

｛三利

1｛f田

lll崎

瀬口

比嘉

　清

　彊

公士

　弘

紀夫

良有
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770
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　　福岡市中央区大名1－12－43810
　　　　　　　　　　　　県歯科医師会内
〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃

840　佐賀市大財5－2－7　松尾方

857　佐世保市常盤町4－7江崎方

870　大分市下子新町6－1

860　熊本市坪井2－3－6　県歯科医師会内

880　宮崎市清水1－12－2

892　鹿児島市照国町13－15　県歯科医師会内

901－21　浦添市字牧港安座名原1414－1

神戸市中央区山本通5－7－18
　　　　　　　　　　　　　　　　　　078－351－4181～8　　　　　　　　　県歯科医師会内
　　　　〃　　　　市歯科医師会内　　　　078－351－0087

岡III市石関町1－5　　　　　　　　　　　0862－24－1255

鳥取市占方温泉3－751－5　県歯科医師会内　0857－23－2622

広島市中区富士見町11－9　　　　　　　　0822－41－4197

松江市南田町141－9　県歯科医師会内　　　0852－24－2725

山rl市吉敷字芝添3238　　　　　　　　08392－3－1820

下関市彦島江ノ浦9－4－15　徳永歯科　　　　0832－66－2652

徳島市昭和町2－82－1県歯科医師会内　　　0886－25－8656

高松rl’i錦町1－9－1　県歯科医師会内　　　　0878－51－4965

松山市柳井町2－6－2　　　　　　　　　　0899－33－4371

高知市比島町4－5－20　県歯科医師会内　　　0888－24－3400

092－771－3531～4

　092－781－6321

　0952－24－2911

　0956－22－0011

0975－45－3151～5

　0963－43－4382

　0985－29－0055

　0992－26－5291

0988－77－1811～2

役職

名誉会長
会　　　長

副　会　長

　　〃

　　〃

専務理事

常務理事

　　〃

　　〃

　　〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃
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社団法人日本学校歯科医会役員名簿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（順不同）
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1
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4
1
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6
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3
4
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5
4
5
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1
0
1
1
1
9
1
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6
0
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住所

東京都品川区一ヒ大崎3－14－3

東京都練馬区貫井2－2－5

山形市蔵王半郷566

京都市左京区北白川追分町41

横浜市金1尺区寺前2－2－25

横浜市鶴見区下末誘f4－17－13

名古屋市千種区観月町1－71　覚王山荘

東京都千代田区神田錦町1－12

京都市南区吉祥院高畑町102

大阪市鶴見区安M4－2－12

大阪市東住吉区南田辺2－1－8

滋賀県守山市勝部町380－19

東京都港区西新橋2－3－2

東京都荒川区東日暮里1－25－1

東京都町田市中町1－2－2　森町ビル2F

東京都墨田区立花3－10－5－801

高槻市高槻町3－3

弘前市蔵主町2－7

（ゴ岳｝姻58．4．1．～60．3．31）

ニュー 栄和ビノし4F

　　　　　電話

　　　　03－441－4531

　　　　03－990－0550

0236－88－2405，23－7141

　　　　075－781－3203

　　　　045－701－1811

　　　　045－581－7915

　052－751－7181（大学）

　　　　03－295－6480

　　　　075－681－3861

　　　　06－911－5303

　　　　06－692－2515

　　　　07758－2－2214

　　　　03－503－6480

03－891－1382，807－2770

　　　　0427－26－7741

　　　　03－619－0198

　　　　0726－85－0861

0172－36－8723，32－0071
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805　　北九州市八幡東区尾倉1－5－31

270－Ol　　千葉県流山市江戸川台東2－39

764　　香川県f中多度郡多度津町大通り4－19

　　　東京都板橋区坂下3－7－10174
　　　　　　　蓮根ファミールハイツ2り棟506

464　　名占屋市T種区仲田2－18－17

660　　尼崎市大物町1－16

650　　神戸市中央区元町通3－10－18

810　　福岡市中央区草ケ江1－7－20

500　　岐阜市大宝町2－16

933　　高岡市大町7－20

616　京都市右京区太秦御所の内町25－10

563　　大阪府池田市鉢塚3－15－2

320　　宇都宮市砂田町475

153　　東京都目黒区中目黒3－1－6

143　　東京都大田区山王1－35－19

180　　東京都武蔵野市吉祥寺南1－13－6

272　　市川市八幡3－28－19

699－31　江津市波子イ98り

010－16　　秋田市新屋扇町6－33

280　　千葉市小中台2－10－13

930　　富山市常盤1町1－6

839－01　　福岡県久留米市ノ、善寺町夜明g95－2

760　　高松市瓦町1－12

925　　石川県羽咋…市中央町35

289－25　千葉県旭市口645

108　　東京都港区白金台1－3－16

760　　高松市天神前6番地9　ア歯科ヒ・レ

555　　大阪市西淀川区柏里3－1－32

602　　京都市1：京区河原町荒神口下ん

272　　千葉県市川市市川2－26－19

100－21　　東京都小笠原村父島宇小曲

640　　和歌山市中之島723　マスミビル

　　　　093－671－2123

　　　　0471－52－0124

　　　　08773－2－2772

　　　　03－965－7857
　0472－79－2222（大学）

　　　　052－751－0613

　　　　06－488－8160

　　　　078－331－3722

　　　　092－741－2081

0582－51－0713，53－6522

　　　　0766－22－4128

　　　　075－861－4624

　　　　0727－61－1535

　　　　0286－56－0003

　　　　03－712－7863

　　　　03－771－2926

　　　　0422－43－2421

　　　　0473－22－3927

　　　　08555－3－2010

　　　　0188－28－3769

　　　　0472－52－1800

　　　　0764－21－7962

　　　　0942－26－2433

　　　　0878－62－8888

　　　　07672－2－0051

　　　　04796－2－0225

　　　　03－441－1975

　　　　0878－31－2971

　　　　06－471－2626

　　　　075－231－1573

　　　　0473－26－2045

0734－22－0956，32－3663



編集後記

　遅くなりましたが，52号会をお届けすることになりました。

　全国的に桜前線の季節を迎え，今年もまた市ケ谷li手の花のドラマが

展開されるでしょう。

　本号では第48回の山形大会の記録が中心となりますが，熊本の栃原義

人先生を偲んで，榊原委員長から原稿をいただくことができました。先

人の足跡をお読み下さることをお願いします。

　今回は新しい試みとして，大会の取材を記録として残してみました。

従来一方通行になりやすい記’ll：に新鮮味をもたせたと思います。

　たゆみなき前進をつづける学校歯科の情報誌として，対応するように

心掛ける必要があります。それには学術的な意味のほかに，興味をもっ

て読まれるものを考えていかなければなりません。

　引きつづき53号を編集中でありますが，見て読んでもらえなければ意

義がありませんから「乞必読1を願って止みません。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（専務理事　貴志　淳）
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